
建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成20年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考
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3 岩手県 盛岡市
ヴァンベール長橋台団地４
工区

長橋町38番地３他
６筆

新 Ｂ - - - - - H 20 7 15 H 20 7 15 H 30 7 14 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 1,301.38 23 1 住 新 × １低専 50 - 80 -
住宅,長屋,診療所及
び公益上必要な建築
物等

80 50 - 9.6,2F 1 -

便所は水洗式,生活
排水は汚水処理施設
に連結,雨水は雨水
排水施設に接続

屋外広告物の景観配
慮,外壁の色彩は原
色を避ける

5 秋田県 秋田市
秋田市『ハイタウン桜』団
地

桜ヶ丘一丁目、二
丁目、三丁目

再 Ｂ 公 H 1 3 31 H 21 3 24 H 21 3 24 H 31 3 31 - 無 - - イ 159,272.19 578 1 住 新 ×
１低専,
２低専

50 - 80 -
一戸建て専用住宅、
店舗併用住宅、店舗

80 50 - 9、10
1(緩和適用で隣地側

0.5)

原則生垣、道路面以
外は1.2m以下のフェ
ンス等可

水洗便所、生活排水
も汚水処理施設に連
結

宅地内緑化、雨樋・
雪止めの設置、地盤
面高さ現状維持、看
板の意匠等へ配慮、
屋外での不適格作業
の禁止

8 茨城県 つくば市 ファーストガーデンつくば

つくば市研究学園
都市計画事業葛城
一体型特定土地区
画整理事業地区内E
２街区１画地

新 Ａ - - - - - H 21 2 10 H 21 2 10 H 31 2 10 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 14,440.16 60 1 住 新 ○ １低専 40 - 80 -
専用住宅、
兼用住宅

- - - 2F 1.5 - -
緑地帯の管理及び維
持保全

ひたちなか
市

常葉台第六工区
大字高野字常葉
2251番27外

新 - - - - - - H 20 6 10 H 20 6 10 H 30 6 9 - 有

土地所有者等の過半数から
異議の申し出がない場合，
引き続き10年間。それ以降
においても適用。

未 ヘ 9,846.61 44 1 住 新 ○ 調整区域 50 - 100 -
専用住宅、併用住
宅、診療所

100 50 - 10,3F 1.2
生垣1.5ｍ,フェンス
1.2ｍ

- 屋根及び外壁不燃

11 埼玉県 埼玉県 下藤沢角栄団地
入間市東藤沢1丁目
534番4他

新 Ｂ - - - - - H 20 4 25 H 20 4 25 H 30 4 24 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 20,037.90 135 1 住 新 × １住 60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅 - - - 9,3F 0.9
フェンス造1.8ｍ,石
積み1.2ｍ

- -
失効後の継
続

埼玉県
鳩山ニュータウン第５次協
定

比企郡鳩山町楓ヶ
丘4丁目664-368他
82筆

新 Ｂ - - - - - H 20 8 18 H 20 8 18 H 30 8 17 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 14,850.84 71 1 住 新 × １低専 50 - 80 - 専用住宅、兼用住宅 80 50,60 分割制限 10,2F 隣１,道1.2
石積又はコンクリー
トブロック等1.5m

-
色制限,広告制限,緑
の保全

失効後の継
続

埼玉県
鳩山ニュータウン第6工区
(1)・(3)、第7工区(3)・
(4)建築協定

比企郡鳩山町松ヶ
丘1丁目1486-453他
143筆

新 Ｂ - - - - - H 20 8 18 H 20 8 18 H 30 8 17 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 28,446.45 144 1 住 新 × １低専 50 - 80 - 専用住宅、兼用住宅 80 50 分割制限 10,2F 隣１,道1.2
石積又はコンクリー
トブロック等1.5m

-
色制限,広告制限,緑
の保全

失効後の継
続

埼玉県
鳩山ニュータウン第7工区
(2)建築協定

比企郡鳩山町松ヶ
丘2丁目1486-628他
72筆

新 Ｂ - - - - - H 20 10 7 H 20 10 7 H 30 10 6 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 14,071.66 73 1 住 新 × １低専 50 - 80 - 専用住宅、兼用住宅 80 50 分割制限 10,2F 隣１,道1.2
石積又はコンクリー
トブロック等1.5m

-
色制限,広告制限,緑
の保全

失効後の継
続

埼玉県 星和若葉台
鶴ヶ島市大字藤金
字後谷799番58他
431筆425区画

再 Ｂ 認 H 11 7 2 H 21 3 31 H 21 3 31 H 31 3 30 - 無 - - イ 69,350.73 425 1 住 既 ×
２低専,
１住

60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅 120 60 - 9 隣0.9 - - - 更新

埼玉県 グリーンヴィラ東坂戸
坂戸市東坂戸2丁目
249番8から28

新 Ｂ - - - - - H 21 3 13 H 21 3 13 H 31 3 12 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 3,779.50 21 1 住 - × 無指定 60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅 100 50 分割制限 13 0.9 - - 緑の保全
失効後の継
続

埼玉県 コモンコート本庄前原

本庄市前原二丁目
1857-1,1857-
14,1857-15,1857-
16,1857-17

新 - - - - - - H 20 11 16 H 20 11 16 H 30 11 16 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は
10年

未 ヘ 1,270.56 5 1 住 既 ○ １住 60 - 200 - 専用住宅 100 50 - 10,2F 1 ブロック等0.5ｍ - 色彩：委員会の承認

埼玉県 熊谷上之
熊谷市上之1100番
地１３９

再 Ｂ 認 S 51 3 9 H 20 11 21 H 21 5 26 H 31 5 26 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は
10年

未 ヘ 30,624.80 188 1 住 既 ×
１低専,
２住

50 80 60 200
一戸建ての専用住宅
等

80 50 - 9,2F 1 - - 緑化義務

埼玉県 宮代町学園台地区
学園台1丁目909番
地7他

再 Ｂ 認 S 63 11 23 H 21 1 13 H 21 1 13 H 31 1 12 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 87,942.73 503 1 住 既 ×
１住,
１中高

60 - 200 - 専用住宅、併用住宅 60 200 - 高さ10,2F - 1.6m - -

埼玉県 東鷲宮ベリーズタウン地区
大字鷲宮字内下196
番8

新 Ａ - - - - - H 20 9 16 H 20 9 16 H 30 9 15 - 無 - - ヘ 3,993.17 15 1 住 新 ○ 無指定 60 - 100 -
専用住宅、診療所併
用住宅

50 80 -
高さ10,
軒高7,

2F

1m（建面5㎡以下の
物置、20㎡以下の車
庫を除く、カーポー

ト除く）

柵は生垣又は高さ
1.2m以下の開放的
フェンス

- 緑の保全をする

所沢市
所沢市松葉町5・6・7・
20・21番南地区

松葉町1886-235他 再 Ｂ 認 S 63 - - H 20 4 1 H 20 4 1 H 23 3 31 ○ 無 - - イ 6,767.79 33 1 住 既 × ２住 60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅 - - - 8,2F 0.8 - - 緑化

所沢市 所沢市弥生町2組地区 弥生町2871-15他 再 Ｂ 認 H 5 - - H 20 7 25 H 20 7 25 H 23 7 24 ○ 無 - - イ 1,585.97 10 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅 - - - 10 - - - 緑化

所沢市 所沢市弥生町3組地区 弥生町1876-5他 再 Ｂ 認 H 1 - - H 20 2 14 H 20 2 14 H 23 2 13 ○ 有
1回のみ自動更新、延長年
数は5年

済 イ 1,798.41 11 1 住 既 ×
１中高,
２住

60 60 200 200 専用住宅、兼用住宅 - - - 10,3F 0.8 - - 緑化

所沢市
所沢市弥生町4・5・6組地
区

弥生町2890-16他 再 Ｂ 認 H 7 - - H 20 4 14 H 20 4 14 H 25 4 13 ○ 有
1回のみ自動更新、延長年
数は5年

済 イ 8,860.37 57 1 住 既 ×
１中高,
１住

60 60 200 200 専用住宅、兼用住宅 - - - 10 - - - 緑化

所沢市 所沢市北野台地区 小手指南1-15～17 再 Ｂ 認 H 7 - - H 20 2 28 H 20 2 28 H 25 2 27 ○ 有
1回のみ自動更新、延長年
数は5年

済 イ 4,368.07 31 1 住 既 × １低 50 - 80 - 一戸建ての専用住宅 - - 125 10,2F 0.8
生垣、開放的フェン
ス

- 色彩の調和

所沢市
ハーモニーデイズ小手指
SAKURAプレミアム

小手指町2-6-51他 新 - 認 H 20 4 3 H 20 4 3 H 20 4 3 H 30 4 2 ○ 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 4,755.45 38 1 住 既 ○ １中高 60 - 200 - 専用住宅 - - 110 10,2F - - - 緑化

越谷市 こしがや・四季の路
越谷市大字大道字
大２４８-２外

再 Ａ 認 S 63 8 29 H 21 3 31 H 21 4 6 H 41 4 5 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 4,820.50 21 1 住 新 ○ １中高 60 - 150 - 専用住宅,兼用住宅 100 60 200
10,軒高7.0
ｍ以下,北側

斜線
隣0.8,道0.9 生垣等 -

緑の保全、色彩の調
和

上尾市 山ノ下住宅団地
上尾市二ツ宮1141-
6他

再 Ｂ 認 H 20 12 12 - - - - - - - - H 30 12 11 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 3,474.10 24 1 住 既 × １住 60 - 200 -
専用住宅・併用住宅
（店舗、医院、学習
塾、事務所等）

200 60 - 10,2F 0.6 1.5ｍ -
区画の細分化不可、
盛り土禁止

春日部市 立野自治会建築協定
春日部市豊町6丁目
11－6他

再 Ｂ 認 S 51 7 9 H 20 8 21 H 20 8 21 H 30 8 20 - 無 - - へ 26,660.79 189 1 住 既 × １中高 60 - 200 -
専用住宅、兼用住宅
（医院・店舗・食
堂・学習塾など）

- - -
建物高さ10
ｍ,3階（地
階を除く）

隣地側1.0m以上 - - 緑の保全

春日部市
春日部ザ・パークアソシエ
建築協定

大沼4丁目75-11他 新 Ａ 認 H 20 9 12 H 20 9 12 H 20 9 12 H 30 9 11 ○ 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 21,781.08 190 1 住 新 × １中高 60 - 200 -
専用住宅、兼用住宅
（令130条の3同
様）、共同住宅など

- - 100 10 - - - -

春日部市
春日部市大沼１丁目地区建
築協定

大沼1丁目60他 新 Ｂ 認 H 20 12 1 H 20 12 1 H 20 12 1 H 25 11 30 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 1,965.12 15 1 住 既 × 1中高 60 200
専用住宅、兼用住宅
（理髪店・店舗・学
習塾・事務所など

- - - 9,軒6.5,2F 道路,隣地0.65ｍ - - 区画変更の禁止

12 千葉県 流山市 野々下
流山市野々下三丁
目70番１他２８筆

再 Ｂ - S 58 10 8 H 20 12 16 H 20 12 24 H 25 12 24 - 有
5年間であるが、異議がな
ければ無制限に更新

未 イ 4,707.39 29 1 住 既 × １低専 60 - 150 - 専用住宅 50 100 分割不可 10,2F 0.6 塀1.2ｍ 公共下水道へ接続 -

市川市 ばらき苑
原木4丁目1427番3
他

再 Ｂ 認 S 63 9 12 H 20 4 22 H 20 4 22 - - - - ○ 有
延長年数は10年、それ以降
は廃止の認可があるまで

未 ヘ 17,108.95 110 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 200 60 - 10,2F - - 集中浄化槽 区画の分割禁止

市川市 八幡台
宮久保2丁目28番81
他

再 Ｂ 認 S 3 8 30 H 20 12 3 H 20 12 3 - - - - ○ 有

延長年数は10年、期間満了
の6ヶ月前までに廃止につ
いての申し立てがなければ
自動更新

未 ヘ 12,369.87 69 1 住 既 × １低専 50 - 100 - 専用住宅 100 50 - 軒高7,2Ｆ 0.5 - -
区画の分割，土盛り
制限

船橋市 上山ローズタウン
船橋市上山町3-
562-1他

再 Ｂ 認 S 54 1 12 H 21 2 15 H 21 2 15 H 31 2 14 - 無 更新3回、延長年数10年 未 ヘ 9,922.86 65 1 住 既 ○ １低専 50 - 100 -
専用住宅、診療所、
兼用住宅

- - - 10、2F 0.8 - - -

松戸市
ディア・アヴェニュー松戸
六高台建築協定

松戸市六高台八丁
目７５番１他

再 Ａ 認 H 10 5 29 H 20 5 29 H 20 5 29 H 30 5 29 - 無 - - ヘ 6,197.33 42 1 住 既 × １低専 60 - 150 - 専用住宅 - - -
10m

軒高7m
3F

道路側1m
隣地側0.5m

ブロック塀の禁止 - -

13 東京都 品川区 東品川２丁目地区
品川区東品川
２－１２他１４筆

再 Ｂ 認 H 5 10 14 H 20 10 14 - - - - - - - - - 有
新規認可後10年間有効。
以後1年毎自動更新。

済 イ 50,895.02 7 4 商 既 × 商業 80 - 500 - - - - - - - - -
歩行者専用
立体通路の
整備、保全

国分寺市 国分寺市高木町住宅地 高木町二丁目7番 新 Ａ - - - - - H 20 12 18 H 20 12 19 H 30 12 19 - 有
廃止手続きがない限り、10
年ごとに自動更新

未 イ 4,867.80 33 1 住 新 ○ １低専 40 50 80 - 専用住宅 - - 145 2F 1
生垣又は透過性のあ
るフェンス,ＣＢ積
み1ｍ

-

沿道緑化，道路隅切
り部での自動車の出
入口設置の禁止，切
土盛土の禁止

14 神奈川県 相模原市 鵜野森1丁目地区
鵜野森1丁目516番
地外

新 Ｂ - - - - - H 21 1 23 H 21 1 23 H 41 1 22 ○ 有

有効期間は、認可日から20
年以上とし、それ以降につ
いては、廃止認可公告日ま
でとする。

未 イ 3,763.05 12 1 住 - × 調整区域 50 - 100 - 住宅等 - - - 2F 1
生垣，透視可能フェ
ンス

- 色彩

厚木市 厚木毛利台
毛利台1丁目1547－
13外

再 Ａ 認 S 53 7 14 H 21 3 16 H 21 3 16 H 26 3 15 ○ 有
更新回数は無制限、異議が
ない限り5年毎に更新

未 イ 487,369.04 1222 1 住 既 ×
１住,

１中高,
１低専

54.6
60,
60,
50

146
200
200
100

専用住宅、診療所、
併用住宅他、店舗、
事務所、他、共同住
宅他、集合住宅、学
校他

80
100
200

50
60
55

- 9,2F 1 2ｍ以下 水洗便所 -

住居専用地
区,業務施
設地区,セ
ンター施設
地区,集合
住宅地区の
4地区有り

大和市 相鉄上和田第３地区
上和田字新道４３
０番

再 Ｂ 公 S 63 10 28 H 20 11 6 H 20 11 12 H 30 11 11 ○ 無 - - ヘ 13,403.71 92 1 住 既 ×
１低専,
１住

50 100 60 200 専用住宅 - - 75 - - - - -

大和市 つきみ野７丁目第７組
つきみ野七丁目１
９番

新 Ｂ - - - - - H 20 4 30 H 20 5 13 H 30 5 12 ○ 無 - - ヘ 3,186.04 15 1 住 既 × １住 60 200 - - 専用住宅 - - - 10m 1m（北道除） - -
敷地分割禁止，切盛
土禁止

大和市 つきみ野７丁目１区６組
つきみ野七丁目６
番

新 Ｂ - - - - - H 20 7 4 H 20 7 8 H 30 7 7 ○ 無 - - ヘ 2,710.89 13 1 住 既 × １低専 50 100 - - 専用住宅 - - - - - - - 敷地分割禁止

大和市
つきみ野８丁目１０番地・
１４番地地区

つきみ野八丁目１
０番

新 Ｂ - - - - - H 20 8 4 H 20 8 11 H 30 8 10 ○ 無 - - ヘ 5,886.45 33 1 住 既 ×
１低専,
２住

50 100 60 200 専用住宅 - - -
地階を除き
階数2以下

- - -
敷地分割禁止，盛土
禁止，擁壁架台禁止

横須賀市 湘南鷹取５丁目 湘南鷹取５丁目 再 Ｂ 公 S 53 5 25 H 21 1 26 H 21 1 26 H 31 1 25 ○ 無 - - ヘ 99,178.55 498 1 住 既 × １低専 40 - 80 -

専用住宅、診療所
（獣医科を除く）併
用住宅、店舗併用住
宅（一部区域）

80 40 - 10,2F 1 - -
敷地分割不可、建ぺ
い率10%角地緩和有

16 富山県 富山市 ひかりのもり
富山市下大久保字
十番割２３７５番
２　他４６筆

新 - - - - - - H 20 7 11 H 20 7 11 H 30 7 11 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 20,788.83 54 1 他 新 ○ 無指定 60 - 200 -
専用住宅、協定で定
める併用住宅

150 60 - 10
1.2（一部1.5の区画

有り）
1.5ｍ - 緑化義務

高岡市 中曽根住宅地
高岡市中曽根土地
区画整理事業保留
地17街区他

新 - - - - - - H 20 10 23 H 20 10 23 H 30 10 22 - 無 - - ヘ 34,709.00 139 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
専用住宅、兼用住宅
（接骨院、診療所
等）

150
60

角地緩
和無し

1区画
200㎡
以上

10ｍ未満
軒高:7.0以

下

隣地:1.2m
道路:1.2m

（住戸ｲﾝﾅｰｶﾞﾚｰｼの
場合ﾞ1.0m）

塀の高さは1.5m以下
塀・柵で0.5m以上の
部分は開放（透視性
確保)

交差点の隅切り部に
車庫の出入り口は設
けない
個別ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ｽﾁｰﾙ物
置は、植栽等で美観
配慮

外壁・屋根は周囲と
調和した色彩
ﾛｸﾞﾊｳｽは建設不可

22 静岡県 沼津市 コモンステージ片浜駅
沼津市今沢字水上
420-1他

新 - - - - - - H 21 1 29 H 21 2 4 H 31 2 4 ○ 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 14,852.32 63 1 住 新 ○ 準工 60 - 200 -
別表第二(い)欄に該
当

100 60 150 10,2F 0.7,1,1.5 生垣とする - 勾配屋根

磐田市 グリーンタウン富士見の杜
岩井字大久保1927-
3外53筆、字西原
1907-2474外51筆

新 - - - - - - H 20 12 2 H 20 12 9 H 35 12 8 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は5年

未 イ 14,405.39 71 1 住 既 ○
１低専,
１住

40 60 80 200
専用住宅、併用住
宅、郵便、公民館、
集会所、診療所

80 40 200 10
1（道路、北側隣

地）
生垣 -

30㎝を超える宅盤の
高さ変更は不可。

23 愛知県 瀬戸市
コモンフィールドみずの坂
Ⅰ

みずの坂5丁目1番7
他93筆

新 Ａ - - - - - H 20 11 7 H 20 11 7 H 30 11 7 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 28,252.52 94 1 住 既 ○ １中高 60 - 150 - 専用住宅、兼用住宅 100 60 - 10,2F -
生垣,ネットフェン
ス

- -

25 滋賀県 大津市
グリーンヒル大津松が丘Ｃ
地区

大津市松が丘五丁
目1番6他

新 Ｂ 認 H 20 7 1 H 20 7 1 H 20 7 1 H 45 6 30 - 無 - - ヘ 40,523.49 202 1 住 新 ×
１低専,
１中高

50 60 80 200 専用住宅 - - - 10 1.5
生垣、フェンスに限
定

- -

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考
* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～

ヘ)

**
（㎡）

(1～4)

***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡）

階数

(m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

彦根市 ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾙｽﾞ彦根Ⅲ 長曽根町221-1他 新 Ａ - - - - - H 20 8 29 H 20 8 29 H 30 8 28 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 6,699.79 32 1 住 新 ○ １住 60 - 200 - 専用住宅、医院 - - 165.28 9,2Fと11,3F 1.5 - - -

26 京都府 京都府 兜台２丁目高の原万葉台
木津川市兜台2丁目
3番5

新 - - - - - - H 20 6 27 H 20 6 27 H 30 6 27 ○ 有

期間満了日の6ヶ月前まで
に、土地の所有者等の過半
数の廃止申し立てがないと
きはさらに10年間自動更新
される。

未 イ 7,943.78 39 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 80 50 - 10 1 - - 屋外広告物の禁止

27 大阪府 大阪府 貝塚二色４丁目
貝塚市二色四丁目1
番1ほか

再 Ａ 認 S 63 8 26 H 20 6 6 H 20 6 6 - - - - - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 44,939.50 240 1 住 既 × １低専 60 - 150 - 専用住宅 150 60 160 12,3F 1

・囲障の高さは道路
面より1.8メートル
以下
・生垣又はフェンス

-

・緑化とその保守管
理に努める
・色彩の調和

大阪府
ガーデンハウス津々山台第
１地区

富田林市山津々山
台一丁目2－3ほか

再 Ａ 認 S 63 7 22 H 20 7 16 H 20 7 16 - - - - - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 27,424.59 150 1 住 既 × １低専 50 - 100 - 専用住宅 - - - 2F

4.9m道路に面する箇
所 4.9m

東側緑道に面する箇
所 3m

その他の箇所 1m

生垣または透視可能
な柵併用の生垣

-

・緑化とその保守管
理に努める
・色彩、景観への調
和

大阪府 東ときわ台第２住宅地区
豊能町東ときわ台
八丁目６番21ほか

再 Ａ 認 S 59 1 30 H 21 1 16 H 21 1 16 - - - - - 有

有効期限10年、ただし6ヶ
月前までに土地の所有者等
の過半数の廃止申し立てが
無い場合は、5年更新。以
降この例による

未 ヘ 69,644.38 313 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - - 2F 1.5
生垣またはパイプ
フェンス、ネット
フェンス

- ・色彩の調和

大阪府 錦ヶ丘住宅地区
河内長野市松ヶ丘
西町1576番2ほか

新 - - - - - - H 21 2 20 H 21 2 20 - - - - - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 15,359.02 89 1 住 既 × ２中高 60 - 200 - 専用住宅 - - 150 10 - - - -

大阪府 樫井地区
泉佐野市南中樫井
592番2ほか

新 - - - - - - H 21 3 4 H 21 3 4 - - - - - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 2,180.77 14 1 住 新 ○ １住 60 - 300 - 専用住宅 - - - 3F - - - ・色彩、意匠の調和

大阪府
ガーデンハウス藤沢台第７
地区

富田林市藤沢台七
丁目44－１ほか

再 Ａ 認 H 1 3 24 H 21 3 18 H 21 3 18 - - - - - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 2,338.03 9 1 住 既 × ２中高 50 - 100 - 専用住宅 100 50 - 2F 1
生垣またはパイプ
フェンス等

-

・緑化とその維持管
理に努める
・色彩、景観への調
和

門真市
富士林プラザ門真東Ⅱ建築
協定

北岸和田1丁目122
番13から122番20

新 Ａ - - - - - H 21 2 13 H 21 2 13 H 31 2 12 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 5,746.83 56 1 住 既 ○
２中高,
準工

60 60,60 200 200,200 専用住宅 - - 100 軒高9,2F 0.5
生垣又はﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ
等としｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
塀は不可

- -

豊中市
新千里東町医療センター地
区建築協定

新千里東町3丁目5
番2ほか4筆

新 Ｂ 認 H 20 9 12 H 20 9 12 H 20 9 12 H 25 9 11 - 有 異議がない場合は5年更新 未 イ 1,929.00 4 1 住 既 × １中高 60 - 200 -
診療所、介護施設、
薬局、専用住宅

- - 200 15 隣地境界線から１m - - -

豊中市
まちかねやま自治会建築協
定

待兼山町6-7ほか10
筆

新 Ｂ 認 H 21 1 8 H 21 1 8 H 21 1 8 H 26 1 7 - 有
異議がない場合は5年更
新、以後同様

未 イ 2,535.00 11 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅、長屋 - - 120 10 隣地境界線から50cm - - -

豊中市
へーベルタウン豊中旭ヶ丘
建築協定

旭丘60番164,173 新 Ａ 認 H 21 1 16 H 21 1 16 H 21 1 16 H 36 1 15 - 有
異議がない場合は15年更
新、以後同様

未 イ 11,335.92 69 1 住 既 ○ １中高 60 - 200 - 専用住宅 - - 130 10,2F
道路・通路境界から
1m,隣地境界線から

50cm
- - -

箕面市 ブランズガーデン箕面東
粟生間谷東六丁目
2761番9他29筆

新 - - - - - - H 20 4 18 H 20 4 18 H 40 4 18 ○ 有
許可広告のあった日から20
年、以降は廃止申し立てが
なければ10年ごとに更新。

未 ヘ 4,354.86 27 1 住 既 × １低専 50 - 100 -

一戸建て住宅のみ。
患者の収容施設のな
い診療所兼用住宅は
可能。その他兼用住
宅は不可。

- 50 - 10,2F
隣地境界線まで1.5m

道路境界線まで1.0m
1.6m以下 - - -

高槻市 ヴィーランド・高槻
芝生町三丁目243-1
他

新 - - - - - - H 21 3 2 H 21 3 2 H 31 3 1 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 30,669.54 223 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
専用住宅、一定の用
途の兼用住宅、集会
所

200 60 - ２Ｆ 0.5 - - 緑化努力義務

吹田市 高浜地区建築協定 高浜町964番ほか 新 Ｂ - - - - - H 20 8 14 H 20 8 14 H 30 8 13 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ロ 9,628.83 92 1 住 既 × - - - - - - - - - 14 - - - -

茨木市 緑彩ビレッジ茨木建築協定 宿久庄四丁目 新 - - - - - - H 20 11 4 H 20 11 4 H 40 11 4 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は20年

未 イ 28,433.40 120 1 住 新 ○ - - - - -

一宅地一住宅で個人
専用住宅又は事務
所、日用品の販売を
主たる目的とする店
舗等の兼用住宅、患
者の収容施設のない
診療所の兼用住宅

100 50 分割禁止 10,2F 1

道路に面する垣また
は柵の構造は生垣ま
たはフェンス等と
し、コンクリートブ
ロック塀にしてはな
らない。ただし、門
柱及び意匠上これに
付属する部分並びに
天端高0.4メートル
以下のフェンス基礎
を兼ねるコンクリー
トブロック塀等はこ
の限りでない。

駐車装置は設置して
はならない。

敷地内空地は極力緑
化する又建築物の色
彩、形態、及び意匠
は良好な住宅地に調
和させる。

枚方市 長尾谷町（けやき坂）地区 長尾谷町2丁目 再 Ａ 認 S 63 11 1 H 21 1 30 H 21 1 30 H 31 1 29 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 24,393.02 164 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 - - 120 10,2F 1 高さ1.6m以下 - 緑化に努める

枚方市
津田山手ビスタヒルズはな
みの丘地区

津田山手1丁目 新 Ａ - - - - - H 20 10 1 H 20 10 1 H 40 9 30 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 5,999.69 29 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
専用住宅
併用住宅

120 60 130 11,2F 1 CB塀の禁止 - -

枚方市 香楽園地区
香里園山之手町南
中振1丁目

再 Ｂ 認 H 4 8 12 H 20 12 12 H 20 12 12 H 25 12 11 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は3年

未 イ 16,896.71 51 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
専用住宅
併用住宅

- - - 2F - - - -

岸和田市 岸和田市下池田
下池田町3丁目323-
2,324-2,331-2

新 - - - - - - H 20 8 8 H 20 8 8 H 30 8 8 - 有

有効期間満了の6ヶ月前ま
でに過半数の廃止申し立て
がない限り10年間更新す
る。
更新回数は無制限

未 イ 8,721.27 61 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 - 専用住宅 200 60 100 10,2F 0.5 - -
緑化努力、建築物等
の色彩・形態・意匠
の調和

28 兵庫県 尼崎市 武庫之荘3丁目4,5番地区 武庫之荘 再 Ｂ 認 S 63 10 15 H 20 12 4 H 20 12 16 H 30 12 19 - 無 - - ヘ 4,753.56 17 1 住 既 × １低専 60 - 150 - 専用住宅 - - - 3F - - - -

尼崎市 武庫之荘3丁目6番地区
武庫之荘3丁目86番
1他

再 Ｂ 認 S 63 10 15 H 20 11 13 H 20 11 27 H 25 12 19 - 無 - - ヘ 3,203.51 15 1 住 既 × １低専 60 - 150 - 専用住宅 - - - 10，3F - - - -

宝塚市
阪急宝塚山手台第6住宅地
区

山手台4丁目1番1他 新 Ａ - - - - - H 20 11 7 H 20 11 7 H 40 11 6 ○ 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 39,600.00 188 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - - - - - 2F - - - -

29 奈良県 奈良県 香芝市西真美三丁目１番２
香芝市西真美三丁
目１番２の一部

新 Ａ - - - - - H 20 7 11 H 20 7 11 H 30 7 10 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 5,008.84 29 1 住 新 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 100 50 150 10 1 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ等 - -

34 広島県 廿日市市 阿品台タウンハウスB団地 阿品台北3140外 再 Ａ 認 S 56 9 12 H 21 3 24 H 21 3 24 H 30 3 31 - 有
有効期限後は異議がない限
り１年毎に更新

未 イ 7,498.10 41 1 住 既 × １低専 50 40 100 80 専用住宅、兼用住宅 - - 100 軒高7,2F 1 - - -
当初協定失
効後、新た
に認可

39 高知県 高知市
中秦泉寺字鍛冶屋ヶ内152
番区域

中秦泉寺字鍛冶
屋ヶ内152番
1,2,4,10,11,12,13
,14,16,17

新 - - - - - - H 20 8 13 H 20 8 20 H 30 8 13 - 有
有効期間内に協定の廃止の
申し出がない場合，自動更
新

未 ヘ 2,209.81 - 1 住 既 × １中高 60 - 200 - - - - - 10,2F - - - -

40 福岡県 太宰府市 太宰府市宰都
太宰府市通古賀土
地区画整備事業

新 - - - - - - H 20 6 6 H 20 6 6 H 30 6 6 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 11,588.38 61 1 住 新 ○ １住 60 - 200 -
専用住宅、兼用住
宅、診療所、調剤薬
局

120 - - 10 0.7
透視可能なフェンス
等又は生け垣

- 看板、広告物禁止

41 佐賀県 佐賀県 錦通り 伊万里市伊万里町 新 - - - - - - H 20 12 22 H 20 12 22 H 30 12 22 - 無 - - ヘ 6,198.00 30 3 商 既 × 商業 80 - 400 - - - - - 6,2F 0.5 - -
外壁の色、屋根の形
状、庇高さ2.7m他

42 長崎県 長崎市 銅座町６番
長崎市銅座町101番
ほか

新 - - - - - - H 20 5 9 H 20 5 9 H 30 5 9 - 無 - - ヘ 1,207.18 3 4 商 既 × 商業 80 - 600 - -
土地１に対
し322.56

土地２に対
し74.37

- - - - - -

43 熊本県 熊本県 芝原第二団地建築協定

上益城郡甲佐町大字
芝原字芝原第二104番
1,同104番6,同104番
7,同104番8,同104番
9,同104番10,同104番
11,同104番12,同104
番13,同104番14,同
120番1,同120番3,同
120番4,同120番5,同
120番6,同120番7,同
120番8,同120番9,同
120番10,同120番11,
同120番12,同120番
13,同120番14,同120
番15,同120番16及び
同120番17

新 - - - - - - H 20 12 9 H 21 1 13 H 31 1 13 - 有

この協定の有効期間満了の
日の6か月前までに、土地
の所有権者等の過半数の廃
止申立がないときはさらに
10年間更新されるものとす
る。

未 イ 5,662.36 - 1 住 新 ○ 無指定 - - - -

専用住宅、
兼用住宅（建築基準
法施行令第130条の
3）

140 70 230 10,2F -

生垣もしくはフェン
ス
（ただし、やむを得
ずコンクリートブ
ロックを使用する場
合、高さは１メート
ル以下とする。）

- -

45 宮崎県 延岡市 海咲ヒルズ
南一ヶ岡7丁目8348
番地78他

再 Ａ 認 H 12 3 2 H 20 7 10 H 20 7 10 H 30 7 9 ○ 有
異議がない限り1年毎に更
新

未 イ 111,722.60 158 1 住 既 × ２低専 50 - 100 -
専用住宅
長屋

- - - 10 1、1.2、1.5
ブロック塀、金属製
フェンスの禁止

- -

47 沖縄県 那覇市 Ｋ宅地開発 国場前原303番 新 - - - - - - H 20 12 22 H 20 12 22 H 30 12 22 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 2,753.00 12 1 住 新 × １低専 50 - 100 - - - - - 10Ｍ 1
門・囲障1.2Ｍフェ
ンス

- -

浦添市 沖縄県卸商業団地 浦添市西洲2丁目 再 Ａ 認 H 1 7 29 H 20 7 30 - - - - H 30 7 30 - 有
過半数の廃止申し立てがな
い限り、自動更新。有効期
間10年

済 イ 322,394.00 67 4 工 新 ○ 準工 60 - 200 - 卸売業施設 200 40～60 - - 2 ﾌｪﾝｽ、緑化 - 附帯設備

50
さいた
ま市

さいたま市
さいたま市北区盆栽町地区
建築協定

さいたま市北区盆
栽町

再 Ｂ 認 S 52 8 10 H 20 7 4 H 20 7 4 H 30 7 3 - 無 - - ヘ 5,172.37 25 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
専用住宅、店舗･事務
所併用住宅

- 40 - 9 道路2.1、隣地1.5
生垣・フェンス、ブ
ロック1.0ｍ

-
地盤面保持、敷地細
分化不可、緑化義務

H19.12.18
認可の協定
内容の変更
による変更
認可

さいたま市 岸５建築協定
さいたま市浦和区
岸町５丁目

新 Ｂ - - - - - H 20 10 22 H 20 10 22 H 30 10 21 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ハ 6,496.48 26 1 住 既 ○ １住 60 - 200 -

住宅、兼用住宅、共
同住宅、長屋、寄宿
舎、保育園、幼稚
園、自治会館、診療
所、派出所、公衆電
話所、事務所、店
舗、飲食店

- - - 10 - - - -

H21.3.31地
区計画指定
により、
H21.11.5協
定廃止



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考
* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～

ヘ)

**
（㎡）

(1～4)

***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡）

階数

(m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

51 千葉市 千葉市
千葉市あすみが丘ワンハン
ドレッドヒルズ

緑区あすみが丘6丁
目6番地1

再 Ｂ 認 H 10 4 1 H 20 4 1 H 20 4 1 H 30 3 31 - 有
更新は2回まで、延長年数
は10年

済 ヘ 118,864.60 55 1 住 既 ×
１低専,
１中高

50 (50,60) 100 100,200 専用住宅 35 35 - 10 3m,6m 門塀2m,フェンス2m -
意匠：調和のとれた
色調

用途地域毎
の面積が不
明のため加
重平均が不
明

千葉市 京成こてはし台
花見川区三角町218
番地10

再 Ｂ 認 S 63 3 2 H 20 8 19 H 20 8 19 H 30 8 18 - 無 - - イ 15,097.88 80 1 住 既 × １住 60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅 - - -
高さ9m,軒高

さ6.5m
1m - - 敷地分割の禁止

53 横浜市 横浜市 能見台三丁目第２
金沢区能見台三丁
目

新 Ｂ - - - - - H 21 2 13 H 20 9 25 H 30 9 24 - 無 - - ヘ 1,133.87 3 1 住 既 × １低専 40 30 80 60
専用住宅、医院併用
住宅

- - 180 10,2F 1m - - -

横浜市 桂台二丁目中地区 青葉区桂台二丁目 新 Ｂ - - - - - H 20 12 25 H 20 12 25 H 30 12 24 - 無 - - ヘ 25,442.49 127 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
専用住宅、二世帯住
宅、事務所兼用住宅

- - 165 9m 1m - - 地盤面の変更禁止

横浜市 戸塚工業団地（変更認可） 戸塚区上矢部町 再 Ｂ 公 S 57 7 5 H 20 9 25 H 21 2 13 - - - - ○ 無 - - ヘ 116,705.91 26 4 工 既 × 工業 60 - 200 -

住宅等、遊技場等、
ガソリンスタンド、
集会所、畜舎は建築
不可

- - - -
3m

一部2m
透視性のある門塀
で、高さ1.5mまで

公害を防止するため
の必要な設備

主要構造部をS造又
はRC造の不燃材とす
る
15/100の緑化義務

横浜市 洋光台６丁目南第１ 磯子区洋光台６丁 再 Ｂ 公 S 63 9 5 H 21 3 25 H 21 3 25 H 31 3 24 - 有
2回自動更新。延長期間は
各10年間。

未 ヘ 14,747.58 63 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
1戸建住宅、2戸建長
屋、医院併用住宅、
医院兼用住宅

- - - - - - - 地盤面の変更禁止

54 新潟市 新潟市 サンクレーク新崎
新潟市北区高森新
田字三反割67番他

新 - - - - - - H 20 4 28 H 20 5 2 H 30 4 28 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 18,491.75 82 1 住 新 ○ 工業 60 - 200 -

住宅、学校、病院、
児童厚生施設、店舗
(500㎡以内）等(1中
高層並み）

- - 115 12.5 1 0.5m - -

57 名古屋市 名古屋市 戸部町南部
南区戸部町2,3,4丁
目　松池町2丁目

新 Ｂ - - - - - H 20 9 1 - - - - H 30 8 31 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 27,293.00 185 1 住 既 ×
１住,
２住,
近商

60 80 200 200 - - - - 12,4F以下 - - - -

名古屋市 滝子町 滝子町 新 Ｂ - - - - - H 20 9 29 - - - - H 30 9 28 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 33,552.30 178 1 住 既 × １住,近商 60 80 200 200 - - - - 12以下 - - - 風俗関連禁止

58 京都市 西京区 桂坂第7
西京区御陵大枝山
町6丁目の一部

再 Ａ 認 S 63 6 1 H 20 9 12 H 20 9 20 H 30 9 19 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 22,158.17 100 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

１戸建て専用住宅、
診療所(獣医院を除
く)、巡査派出所･公
衆電話所その他これ
らに類する公益上必
要な建築物

80(延べ面
積)

50 160 10,軒7,2F
道路側1F1.5,道路側
2F2.4,隣地側1.2

生垣,竹垣,土塀これ
らに類するもの,自
然素材の使用

屋外テレビアンテナ
の設置不可

棟数,地盤面変更制
限,屋根勾配,軒･庇
の出,屋根･外壁の形
式･材料･色彩,植栽
面積,広告物制限

西京区 桂坂あかしあ
西京区大枝北沓掛
町2丁目の一部

再 Ａ 認 S 63 9 3 H 20 9 3 H 20 9 3 H 30 9 2 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 22,909.38 137 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

１戸建て専用住宅、
２戸建て専用住宅、
兼用住宅、診療所(獣
医院を除く)、巡査派
出所･公衆電話所その
他これらに類する公
益上必要な建築物、
集会所

- - 110 -
道路側1.2,隣地側

0.8
- -

屋根･外壁の形式･材
料･色彩,広告物制限

伏見区 久我の社住宅
伏見区久我東町の
一部

再 Ａ 認 S 63 11 24 H 21 1 9 H 21 1 9 H 31 1 8 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 19,161.14 136 1 住 既 × １中高 60 - 200 -

１戸建て専用住宅、
診療所、巡査派出所･
公衆電話所･集会所そ
の他これらに類する
公益上必要な建築物

- - 100 10 隣地側0.5 - - 地盤面変更制限

60 堺市 南区 庭代台１丁Ｂ団地
南区庭代台１丁４
８番

新 Ａ - - - - - H 20 5 30 H 20 5 30 H 25 5 29 -
有

（5）
- 未 イ 15,244.01 64 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 - 60 - 10,2F - - - 緑化努力義務

法86条の一
団地認定を
受けている

南区
ロハシス槇塚台南ガーデン
ヒルズ地区

南区釜室３０７ 新 Ｂ - - - - - H 20 10 1 H 20 10 2 H 30 10 1 -
有

（5）
- 未 イ 34,552.09 211 1 住 新 × 調整区域 60 - 200 - 専用住宅 100 50 150 10 1 - - -

南区 ガーデンハウス泉北晴美台
南区晴美台４丁３
番

新 Ａ - - - - - H 21 2 18 H 21 2 18 H 31 2 17 -
有

（5）
- 未 イ 18,708.08 88 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - 専用住宅 - 50 - 2F 1 - - -

61 神戸市 神戸市 鳴子１丁目14番地区 北区谷上西町 新 Ａ - - - - - H 20 4 24 H 20 4 24 H 25 7 18 - 無 - - ヘ 1,283.00 7 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
専用住宅、兼用住
宅、公益上必要な建
築物

- - - 2F 1 - -
分割禁止,地盤面変
更制限

神戸市
ひよどり台南町３丁目Ｂ地
区

北区ひよどり台南
町３丁目

新 Ａ - - - - - H 20 6 12 H 20 6 12 H 30 6 11 - 無 - - ヘ 27,866.60 176 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - 専用住宅 - - - - - -
2段ガレージ位置制
限

分割禁止,地盤面変
更制限,門扉構造制
限,駐車場出入口制
限,垣・柵制限,周辺
調和,緑化努力義務,
看板制限

神戸市
パナホーム・シティ西神南
Ⅳ

西区井吹台北町４
丁目

新 Ｂ - - - - - H 20 11 21 H 20 11 21 H 30 11 20 - 無 - - ヘ 15,948.39 88 1 住 新 × １低専 40 - 80 -
専用住宅、一部区画
においては地区計画
で定める用途の住宅

- - - - - - -
駐車場出入口制限,
緑化努力義務,看板
制限

神戸市 樫野台６丁目地区 西区樫野台６丁目 再 Ｂ 認 H 10 7 16 H 20 7 16 H 20 7 16 H 30 7 15 - 無 - - ヘ 37,907.55 172 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
専用住宅、一部の兼
用住宅

- - - - - -
2段ガレージ位置制
限

看板制限,駐車場出
入口制限

神戸市 花山駅前幸陽台地区 北区幸陽町２丁目 再 Ｂ 認 S 63 2 1 H 20 10 15 H 20 10 15 H 30 10 14 - 無 - - ヘ 70,807.07 371 1 住 既 ×
１低専,
１中高

50 40,60 100 80,200
住宅（医院、店舗、
その他兼用住宅を含
む）

- - - 2F - - - 区画変更制限

神戸市 ＳＡＹＡＫＡの杜
西区井吹台北町１
丁目

新 Ｂ - - - - - H 21 1 13 H 21 1 13 H 31 1 12 - 無 - - ヘ 13,460.75 87 1 住 新 × １低専 50 - 100 -
専用住宅、診療所、
診療所兼用住宅、兼
用住宅の一部

- - 150 2F 敷地境界線から１ｍ - -
植栽・工作物維持管
理義務,周辺調和,看
板制限

神戸市 マイコート美賀多台Ⅱ地区
西区美賀多台３丁
目

新 Ｂ - - - - - H 21 1 21 H 21 1 21 H 31 1 20 - 無 - - ヘ 9,491.31 64 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
専用住宅、一部の兼
用住宅

- - - -
隣地境界線から0.85

ｍ
1.5ｍ以下 -

区画変更制限,地盤
面変更禁止,看板制
限,周辺調和,緑化努
力義務

神戸市 ルナ西神中央 西区樫野台２丁目 新 Ａ - - - - - H 21 3 18 H 21 3 18 H 21 3 17 - 無 - - ヘ 16,531.72 97 1 住 新 ○ １低専 40 - 80 -
専用住宅、一部の兼
用住宅

- - 150 2F - - -
植栽・工作物維持管
理義務,周辺調和,看
板制限

神戸市 六甲からと台第一地区 北区唐櫃台４丁目 再 Ｂ 認 S 53 9 1 H 21 2 5 H 21 2 5 H 31 2 4 - 無 - - ヘ 17,760.55 91 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - -

9ｍ,軒高7ｍ
（陸屋根の
場合軒高8

ｍ）

敷地境界線から１ｍ 1.8ｍ以下 -
再分割不可,地盤面
変更制限,張り出し
禁止

63 北九州市 北九州市 木屋瀬新地町
八幡西区木屋瀬三
丁目他

再 Ｂ 認 H 10 6 23 H 20 9 29 H 20 9 29 H 30 9 29 - 有 - 未 イ 3,974.57 28 2 住 既 × １住,近商 60 80 200 200 - - - - ２F - - - -

64 福岡市 福岡市 生の松原一丁目
西区生の松原一丁
目1043番9ほか

新 - - - - - - H 20 6 26 H 20 6 26 - - - - ○ 有
異議がない限り5年毎に自
動更新

未 イ 7,803.60 58 1 住 既 × １中高 60 - 150 -
共同住宅は１住戸
50m2以上、部屋数2以
上

- - - - - - - -

福岡市 コスモアベニュー三苫
東区三苫一丁目
1708番5ほか

新 - - - - - - H 20 8 18 H 20 8 18 - - - - ○ 有
異議がない限り10年毎に自
動更新

未 イ 8,797.25 46 1 住 既 ○ １低専 40 - 60 - 戸建専用住宅 - - - 10,2F 1 - - -

福岡市 西鉄ながら野団地
西区石丸三丁目276
番1ほか

再 Ａ 認 S 52 7 12 H 20 12 25 H 20 12 25 - - - - ○ 有
異議がない限り10年毎に自
動更新

未 イ 71,107.10 314 1 住 既 ×
１中高,
１住

60 - 150 200

専用住宅、店舗及び
店舗併用住宅、医院
及び医院併用住宅、
事務所併用住宅、介
護施設及び介護施設
併用住宅

- - - 12，なし - - - -

福岡市 美和台六丁目
東区美和台六丁目1
番ほか

新 - - - - - - H 21 3 30 H 21 3 30 - - - - ○ 有
異議がない限り10年毎に自
動更新

未 イ 76,339.00 327 1 住 既 × １低専 40 - 60 -
住宅、兼用住宅、共
同住宅は１住戸40m2
以上、部屋数2以上

- - - なし，2F - - - -

地区数： 109 新　規： 64 Ａ：31 26 有：76 未：68 3,166,947.66 11,693 住： 既： 32

再認可： 45 Ｂ：54 無：33 済： 9 103 71

Ｃ： 0 商： 新：

3 36

工： - :

2 2

他：

1

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H20.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成21年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認
可の場
合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡）

階数

(m)

10 群馬県 高崎市 山名イーストタウン（Ｂ地区） 山名町 新 Ａ - - - - - H 21 6 1 H 21 6 1 H 30 5 31 - 有
異議がない限り1年ごとに
更新

未 イ - - 1 住 新 ○ 調整区域 70 - 200 -

専用住宅
兼用住宅
集会場
公益施設等
前４項に附随するも
の

50 100 165 10ｍ 1
道路側は、生垣、高
さは1.5ｍ

-
広告塔、看板設置の
禁止

11 埼玉県 埼玉県 坂戸市北坂戸団地第３住宅地区
末広町13-16他112
筆

再 Ｂ 認 H 12 2 25 H 22 2 26 H 22 2 26 H 32 2 25 - 無 - - - 16,043.68 113 1 住 既 × １低専 50 - 80 - 専用住宅、併用住宅 - - - 7，2F - - - -

埼玉県 コスモアベニュー七彩の街
ふじみ野市鶴ヶ岡
4-12-13ほか

再 Ｂ 認 H 15 8 5 H 21 7 10 H 21 7 10 H 31 7 9 - 有 - - イ 6,691.28 47 1 住 新 × １中高 60 - 200 - 専用住宅,兼用住宅 - - - 10，2F - 1.5 - -

埼玉県 鳩山町ニュータウン１７４街区
松ヶ丘三丁目７９
５－２３３他6筆

再 Ｂ 認 S 63 8 26 H 21 7 28 H 21 7 28 H 31 7 27 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 1,385.60 7 1 商 既 × 近商 80 - 200 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物,車
庫,事務所及び店舗等
の兼用住宅

100,200 60,80
分割制限、
150㎡以上

10軒高７地
階除２以

下,10地階除
３以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限,
広告制限,緑の保全

埼玉県 鳩山町ニュータウン第６次
楓ヶ丘四丁目６６
４－４０１他１17
筆

再 Ｂ 認 S 63 8 26 H 21 7 28 H 21 7 28 H 31 7 27 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 25,439.78 118 1 住 既 ×
１低専,２

中高
50 - 80 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物,車
庫,事務所及び店舗等
の兼用住宅

80 50 分割制限
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限,
広告制限,緑の保全

埼玉県 鳩山町ニュータウン２０６街区
鳩ヶ丘三丁目８６
７－５７１他6筆

再 Ｂ 認 S 63 10 28 H 21 7 28 H 21 7 28 H 31 7 27 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 1,737.12 7 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物,車
庫,事務所及び店舗等
の兼用住宅

80 50 分割制限
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限,
広告制限,緑の保全

埼玉県 鳩山町ニュータウン第２５次
鳩ヶ丘一丁目１４
４３－４２６他72
筆

再 Ｂ 認 S 63 10 28 H 21 7 28 H 21 7 28 H 31 7 27 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 15,416.97 74 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物,車
庫,事務所及び店舗等
の兼用住宅

80 50 分割制限
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限,
広告制限,緑の保全

埼玉県 鳩山町ニュータウン第７次
楓ヶ丘一丁目６６
４－５２３他103筆

再 Ｂ 認 H 1 2 17 H 21 7 28 H 21 7 28 H 31 7 27 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 20,642.47 104 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物,車
庫,事務所及び店舗等
の兼用住宅

80 50、60 分割制限
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限,
広告制限,緑の保全

埼玉県 鳩山町ニュータウン第８次
楓ヶ丘二丁目６６
４－５１５他54筆

再 Ｂ 認 H 1 9 5 H 21 12 4 H 21 12 4 H 31 12 3 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 11,215.27 55 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物,車
庫,事務所及び店舗等
の兼用住宅

80 50 分割制限
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限,
広告制限,緑の保全

埼玉県 鳩山町ニュータウン第２６次
楓ヶ丘一丁目６６
４－１２００他209
筆

再 Ｂ 認 H 2 2 2 H 22 3 19 H 22 3 19 H 32 3 18 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 イ 40,120.73 210 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物,車
庫,事務所及び店舗等
の兼用住宅

80 50 分割制限
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限,
広告制限,緑の保全

埼玉県 三郷早稲田団地北街区
早稲田8丁目2番地
他95筆

新 - - - - - - H 21 7 31 H 21 7 31 H 31 7 30 ○ 無 - - ホ 15,839.19 95 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 一戸建ての住宅等 80 50 - 13軒高9 0.7 1.6 - -

川越市 ファミリータウン春日
大字小堤６２番地
５他

再 Ｂ 認 - - - - H 21 9 15 H 21 9 15 H 41 9 14 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 43,774.59 270 1 住 既 × ２低住 50 - 100 - 専用住宅 100 50 新たな分割禁止 9,2F 0.8 1.5ｍ以下 - -

越谷市 レイクタウン美環の杜

越谷市レイクタウ
ン特定土地区画整
理事業地内202街区
1画地

新 - - - - - - H 21 6 15 H 21 6 18 H 31 6 17 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 32,585.73 132 1 住 新 ×
１低専,１

住
50 60 100 200 専用住宅，兼用住宅 100 50 - 2F 1

生垣もしくは高さ
1.2m以下の塀＋植栽

-
緑の保全、色彩の調
和

12 千葉県 松戸市 松戸けやきの丘建築協定

松戸市和名ヶ谷字
西木戸１４０５番
１、同番６から同
番４４、同番４６
から同番４８、同
番６９及び１４１
０番６から同番２
８まで

新 - - - - - - H 21 9 8 H 21 9 8 - - - - ○ 有
更新回数は無制限、延長年
数は１０年

未 イ 10,805.40 67 1 住 既 ○ 無指定 50 - 100 -
１敷地１住戸の専用
住宅

- - - 10,３F 道路側0.8隣地側0.8 - -

軒高７ｍ以下
北側に対する斜線制
限　　地盤の高さの
変更禁止　　敷地分
割の禁止

船橋市 津田沼たきのい団地
田喜野井２－２０
０－２他

再 Ｂ 認 S 54 8 2 H 21 11 1 H 21 11 1 H 31 10 31 - 無 - 未 ヘ 25,406.04 152 1 住 新 ×
１住,１
中,１低

- 60,60,40 - 200,200,80

住居専用住宅,店舗兼
用住宅,学習塾、華道
教室、囲碁教室その
他これらに類する施
設の兼用住宅,医院兼
用住宅

- - - 10,2F 0.5 - - -

船橋市 みのり台自治会地区
三咲８－１９４－
４８他、大穴北３
－１９４－１５他

再 Ｂ 認 S 54 12 11 H 21 12 11 H 21 12 11 H 31 12 10 - 無 - 未 ヘ 21,301.62 126 1 住 新 × １低 50 - 100 -

一戸建ての住宅,医院
兼用住宅,事務所兼用
住宅,日用品の販売を
主たる目的とする店
舗又は食堂もしくは
喫茶店,理髪店、美容
院兼用住宅,学習塾、
華道教室、囲碁教室
その他これらに類す
るものの兼用住宅

- - - 9,2F,軒6.5 0.8 - - -

千葉県 流山市松ヶ丘6丁目
松ヶ丘6丁目394番
地の15のほか121筆

再 Ｂ 認 S 54 3 16 H 22 3 16 H 22 4 7 H 27 3 15 ○ 有
延長年数は５年,以後疑義
がなければ5年毎に延長

未 イ 17351.88 114 1 住 既 × １低専 60 - 150 - 住宅専用,兼用住宅 - - 133,100
9,軒高
6.5,2F

0.6,0.8
石積み､コンクリ－
トブロック1.2ｍ

水洗便所 構造;不燃,緑化義務

13 東京都 八王子市
八王子みなみ野シティ　シフォ
ンの丘第Ⅰ地区

八王子市七国三丁
目１番１から１番
３４、２番１から
２番２６、３番１
から３番１８

新 - - - - - - H 21 12 18 H 21 12 25 H 31 12 25 - 有
・更新回数は無制限、延長
年数は１０年

未 ヘ 13789.38 78 1 住 新 ×
１低専,１
住,１中

50 60 100 200
一戸建ての住宅、一
定の兼用住宅

100 50（60） - 10,2F 2F壁面1.5
フェンス道路境界線
より１ｍ

-

地盤高さの変更・駐
車場の位置変更の禁
止、屋根の色彩・形
態

別途地区計
画による制
限あり

町田市 有楽玉川学園
金井町字23号2612
番6他206筆

再 Ｂ 認 H 11 5 26 H 21 5 27 H 21 5 27 - - - - ○ 有
満了日前に協定者の過半数
から廃止等の申し出がない
場合10年毎に自動更新

未 イ 40,185.12 190 1 住 既 × １低,準住 40 60 80 200
専用住宅，兼用住宅
等

- - 150 2F - - - -

調布市
調布市深大寺北町６丁目三井不
動産レジデンシャル株式会社分
譲地区建築協定

深大寺北町６－２
４－１，１１～７
２

新 Ａ - - - - - H 22 3 31 H 22 1 25 H 32 3 31 - 有

有効期間満了日前3月以内
に，土地所有者等から協定
の廃止の申請がない限り，
10年間更新

未 イ 7,259.35 63 2 住 新 ○ １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - 100
地階を除き

２以下
- - -

緑化努力と良好な環
境の保全

建築物，塀
等の形態，
色彩等は地
区全体の調
和を図り，
良好な住宅
地景観が掲
載されるよ
う配慮した
もの

14 神奈川県 横須賀市 湘南鷹取６丁目 湘南鷹取６丁目 再 Ｂ 認 H 6 11 10 H 21 12 25 H 21 12 25 H 31 12 24 - 有
協定者の過半数の申し出が
無ければ５年延長

未 ヘ 51937.8 276 1 住 既 × １低層 40 - 80 -
専用住宅、診療所兼
用住宅

80 40 - 10,2F 1 - -
敷地分割不可、擁壁
の新設不可

相模原市 上鶴間さくら公園地区 南区上鶴間１丁目 再 Ｂ 認 H 1 12 1 H 21 12 1 H 21 12 1 H 23 11 30 ○ 有

　有効期間は、認可日から
2年以上とし、それ以降に
ついては、廃止認可公告日
までとする。

未 イ 3,378.70 20 1 住 既 × １低 50 - 100 - 専用住宅等 - - 120 - - - - -

相模原市 相模台５丁目住宅地 南区相模台５丁目 新 - - - - - - H 22 2 19 H 22 2 19 H 32 2 18 ○ 有

　有効期間は、認可日から
10年以上とし、それ以降に
ついては、廃止認可公告日
までとする。

未 イ 7,938.02 54 1 住 既 ○ １中高 60 - 200 - 専用住宅等 - - - 10、２Ｆ 0.5 生垣、透視可能ﾌｪﾝｽ - -

秦野市 ベルビュー秦野 尾尻338番70ほか 新 - - - - - - H 21 8 17 H 21 8 17 H 31 8 16 - 有
異議がない限り10年毎に更
新

未 ヘ 4,590.97 30 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 - - - - -
地階を除く

階数3
敷地0.8 - - 敷地に対する制限等

大和市 つきみ野6丁目５番地
つきみ野六丁目5番
６外

再 Ｂ 認 H 10 9 29 H 21 6 17 H 21 6 23 H 31 6 23 - 無 - - ロ 5,498.45 27 1 住 既 × １低,１住 50 60 100 200
専用住宅
医院併用住宅（獣医
は除く）

- - - - - - - 敷地分割をしない

20 長野県 上田市 コモンステージ天神の杜 天神3丁目 新 - - - - - - H 22 1 19 H 22 1 25 H 32 1 25 - 有
異議がなければ延長年数10
年

未 イ 30.483 130 1 住 新 ○ １住 60 - 200 - 専用住宅 60 200 - 10,2F - 生垣・植栽 - 緑化努力

23 愛知県 春日井市 プログレスビレジ春日井中央
十三塚町字十三塚
3017-37他92筆

新 Ｂ 認 - - - - H 21 5 13 H 21 5 13 H 31 5 30 ○ 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 41,185.92 171 1 住 既 × 準工 60 - 200 - 専用住宅 100 60 160 10,3F
公共用地1
民有地0.7

- - -

小牧市
桃花台ニュータウン城山五丁目
第6地区

小牧市城山五丁目 再 Ａ 認 H 2 3 2 H 22 3 2 H 22 3 2 H 32 3 1 - 無 - - ヘ 28,192.35 100 1 住 既 × １低住 60 - 100 - 専用住宅 100 60 - - 1 生垣,フェンスのみ - -

瀬戸市 コモンフィールドみずの坂Ⅱ
北みずの坂1丁目1
番6他74筆

新 Ａ 認 - - - - H 21 7 17 H 21 7 17 H 31 7 17 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 22,500.05 75 1 住 新 ○ １中高 60 - 150 - １低層の用途規制 60 100

造成工事の
区画を変更
してはなら

ない

10,2F -
生垣、ネットフェン
ス

原則アンテナは屋根
に設けてはいけない

緑化義務

稲沢市 ナビタウン
稲沢市祖父江町大
牧明田９２９－９

新 Ｂ 認 - - - - H 21 11 6 H 21 11 6 H 31 11 5 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 38,524.55 259 1 住 既 × - 60 - 200 - 1,2低層の用途規制 120 - - 11 -
生垣　４つ目垣
フェンス

- 緑化義務

24 三重県 四日市市 ウェリスパーク阿倉川
大字西阿倉川字北
山1512番1他27筆

新 - - - - - - H 21 6 1 H 21 6 1 H 31 9 28 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 21,225.71 80 1 住 新 ○ ２中高 60 - 200 -
戸建て専用住宅（一
部併用住宅及び集会
所を認めている。）

100
50（角地

60）
区画分割禁

止
10,2Ｆ,軒高

7.5

敷地境界線から1ｍ,
道路境界線から2ｍ

又は1.5ｍ

透過性のある高さ
1.1ｍ以下の柵等

ｱﾝﾃﾅの屋根、屋外設
置禁止

①敷地内緑化②屋根
及び外壁の色彩基準
③地盤高変更制限④
併用住宅の広告物等
規制

25 滋賀県 彦根市 コモンステージ彦根東
外町字新女町291番
地7他

新 - - - - - - H 21 7 10 H 21 7 10 H 31 7 10 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 10,514.77 212 1 住 既 ○ 準工 60 - 200 -
専用住宅
学習塾との兼用住宅

100 60 150 10,2F
0.8(隣地)
1.3(道路)

- - -

草津市 南笠ニュータウン 笠山六丁目 再 Ａ 認 S 63 9 12 H 21 11 17 H 21 11 17 H 41 11 16 - 無 - - ヘ 22,730.0 131 1 住 既 ×
１中高,１

住
60 60 200 200

専用住宅、店舗併用
住宅、医院併用住宅

60 200 ― 10m 0.8
フェンス等見通しが
きくもの

-
周囲の環境に調和
し、かつ良好な住宅
地にふさわしいもの

守山市 二町団地 二町280-2他68 新 - 認 - - - - H 21 9 11 H 21 9 11 H 31 9 11 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 16,482.39 69 1 住 新 - １中高 60 - 200 -
専用住宅または兼用
住宅

200 60 ー 10.5,2F 1 環境・調和 - -

滋賀県 セントラルタウン水口綾野

甲賀市水口町本綾
野８６６－１２の
一部、１９４９の
一部

新 Ａ H 21 12 7 H 21 12 7 H 31 12 7 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 20,530.93 85 1 住 新 - 工業 60 - 200 -
原則、宅地について
は専用住宅、公共用
地については集会所

地盤面10m
軒の高さ
7m,2F

0.7

堀の壁面高40cmで上
部は見通しのできる
もの、門柱は入口両
側2mの幅まで壁面可

-

自動販売機を禁止、
１㎡を超える営利目
的広告物等の禁止、
電飾看板の禁止

27 大阪府 箕面市 粟生外院３丁目住宅地
粟生外院3丁目631-
1外46筆

新 Ａ - - - - - H 21 11 2 H 22 1 15 H 42 1 14 - 有 以降10年ごと自動更新 未 イ 6,783.24 42 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 - 専用住宅 － － － 10,2F 0.5 - - -

枚方市
津田山手ビスタヒルズくにみの
丘地区

津田山手1丁目 新 Ｂ - - - - - H 21 4 2 H 21 4 2 H 41 4 1 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 13,083.60 90 1 住 新 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 120 60 130 11,2F 1 CB塀の禁止 - -

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認
可の場
合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡）

階数

(m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

枚方市
枚方コモンステージ香里ヶ丘地
区

香里ヶ丘6丁目 新 Ａ - - - - - H 21 11 13 H 21 11 13 H 31 11 12 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 9,111.33 53 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
専用住宅
併用住宅

- - - 10,2F,3F 0.75,1.5,1.0 - - -
緑化に努め
る

枚方市
オーベルジュコート長尾東住宅
地区

長尾東町3丁目 新 Ａ - - - - - H 22 3 16 H 22 3 16 H 32 3 15 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 3,926.69 25 1 住 新 ○ ２低 40 - 80 -
専用住宅
併用住宅

80 40 - 10 0.5 - - -
緑化に努め
る

高槻市
真上台ガーデンヒル住宅地建築
協定

真上町六丁目84番2
他

新 Ｂ - - - - - H 21 4 28 H 21 4 28 H 31 4 27 - 有

本協定の有効期間は、認可
広告のあった日から起算し
て１０年間とする。なお、
有効期間満了日の６ヶ月前
までに、土地の所有者等の
過半数の廃止申し立てがな
い限り、同一条件で更新す
るものとし、以後も同様と
する。

未 イ 30,353.00 181 1 住 既 × １低層 50 - 100 -

専用住宅のみ(診療所
兼用可)
一部区画は店舗兼用
可

- -

区画を分割
する場合は
１区画150以

上必要

10,2F １(緩和あり) - -

地盤面を高くしては
ならない。
広告板等を敷地内に
設けてはならない。

28 兵庫県 尼崎市 武庫之荘東1・2丁目地区
武庫之荘東1・2丁
目

再 Ｂ 認 H 11 12 27 H 21 12 11 H 21 12 11 H 26 12 26 - 無 - - ヘ 8,183.39 49 1 住 既 × １中高 60 - 200 -

1戸建専用住宅、1戸
建医院併用住宅（獣
医院を除く）及び共
同住宅

- - - 10,3F - - -

共同住宅は1戸あた
りの床面積を50㎡以
上とし、独立した2
以上の居室を有する
住戸のみで構成され
ているものとする

30 和歌山県 和歌山県 光陽台
橋本市光陽台一丁
目1番1外

再 Ｂ 認 H 2 3 17 H 22 3 31 H 22 4 9 - - - - ○ 有
10年間以降異議が無い限り
10年毎に更新

未 イ 66,977.70 370 1 住 既 × １低,２低 40 60 80 200 専用住宅　　診療所 - - 165 ２F １,0.5
設置しないただし、
連続した植栽はOK

-
擁壁は石、擬石、擬
石ブロック・RCとす
る

40 福岡県 大野城市 大城四丁目地区

大野城市大城四丁
目３１番５外、太
宰府市水城二丁目
７１９番６４外

再 Ｂ 公 H 2 4 10 H 22 3 31 H 22 4 18 H 42 4 18 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 5,748.57 31 1 住 既 ×
１中高,準

工
50 50，60 150 150,200 専用住宅 ー ー ー 3階以下 1.0m 生垣又はネット等 - -

41 佐賀県 佐賀県 コモンステージ弥生が丘
鳥栖市弥生が丘町
２丁目１５０番

新 - - - - - - H 21 10 28 H 21 10 28 H 31 10 27 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 32,622.97 108 1 住 新 ○ １住 60 - 200 -
住宅及び兼用住宅(事
務所、学習塾、アト
リエ)

80 - 200 10,2F 1
原則生垣、
ブロック塀・レンガ
等工作物1.2ｍ

-
色彩、広告物1㎡以
下

44 大分県 大分市 パークプレイス大分１１工区
大分市大字公園通
り３丁目１４番１
５号　外７２筆

新 Ａ - - - - - H 21 7 1 H 21 7 1 - - - - ○ 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 16152.45 73 1 住 新 ○ １低 50 - 100 - 専用住宅 - - - - - - -
敷地分割不可、１区
画に１棟地盤高変更
不可

45 宮崎県 宮崎市 夢咲台　桜渕建築協定
清武町加納字池田
乙899番地1他

新 - - - - - - H 21 12 17 H 21 12 17 H 31 12 17 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 39,667.00 130 1 住 新 ○ 調整区域 50 - 80 - 専用住宅 - - 200 2F - - - -

50 さいたま市 さいたま市 東急ニュータウン
さいたま市岩槻区
府内二丁目

再 Ａ 認 S 54 7 20 H 21 11 9 H 21 11 9 H 31 11 8 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 45,752.79 276 1 住 新 ○
１低専,１
住,準工

50 60 80 200 専用住宅 - - -
最高の高さ
9m,軒高
6.5m,2F

北側1.2m,その他1m
生垣,フェンス（ブ
ロックは1.2m以下）

- 緑化に努める

51 千葉市 千葉市緑区 誉田住宅地区
誉田町2丁目21番地
の883他

再 Ｂ 認 S 53 8 4 H 21 9 9 H 21 9 9 H 31 9 8 - 無 - - イ 12,589.84 70 1 住 既 × １低専 50 - 100 - 専用住宅 - - - 9,2F 0.5 - - -

千葉市
中央区

小田急千葉市浜野団地地区
村田町140番地の2
他

再 Ｂ 認 S 54 11 9 H 21 11 18 H 21 11 18 H 31 11 17 - 無 - - イ 19,833.60 139 1 住 既 × １住 60 - 200 - 専用住宅 - - 100 9 0.5 - - -

千葉市
稲毛区

小仲台三丁目地区
小仲台3丁目881番
11他

新 Ｂ - - - - - H 21 12 4 H 21 12 4 H 31 12 3 - 無 - - イ 2,612.55 12 1 住 既 × １住 60 - 200 - 専用住宅 - - - 10,3F 0.8,1,2
生垣又は透視可能な
フェンス1.8m

- -

千葉市
稲毛区

宮野木あさま台住宅地区
宮野木町823番地3
他

再 Ｂ 認 H 1 11 9 H 21 12 4 H 21 12 4 H 31 12 3 - 無 - - イ 18,192.65 98 1 住 既 × １低専 60 - 150 - 専用住宅 - - - 9,2F 0.5 - - -

52 川崎市
川崎市
宮前区

有馬４丁目地区
宮前区有馬４丁目
１０番４ほか

再 Ａ 認 S 53 12 27 H 22 3 16 H 22 3 16 H 27 3 15 - 有
１回のみ自動更新、
延長年数は５年

未 ヘ 5,984.26 25 1 住 既 ×
１低専,１
中高,１住

50 80 80 200

第一種低層住居専用
地域及び第一種中高
層住居専用地域：一
戸建住宅,兼用住宅,
診療所併用住宅（入
院施設をを有するも
の及び獣医院を除
く）,その他付属施
設,第一種住居地域：
一戸建住宅,併用住
宅,診療所併用住宅
（入院施設をを有す
るもの及び獣医院を
除く）

- - - - -
生け垣，ネットフェ
ンス等

-
地盤面の変更及び敷
地分割の禁止

53 横浜市 横浜市 みたけ台19番地地区 青葉区みたけ台 新 Ｂ - - - - - H 21 4 3 H 21 4 3 H 31 4 2 - 無 - - ヘ 4,514.44 21 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 一戸建て住宅 - - 分割制限 10 1 - - 地盤面の変更禁止

横浜市 岸根篠原東急団地 港北区篠原町 再 Ｂ 公 S 63 11 5 H 21 4 15 H 21 4 15 H 31 4 14 - 無 - - ヘ 12,961.65 50 1 住 既 ×
１低専,２

住
40 60 80 200

一戸建て専用住宅,長
屋,医院併用住宅,兼
用住宅

- - 125 9,2F 1 - - 地盤面の変更制限

横浜市 戸塚神明台 戸塚区矢部町 再 Ｂ 公 S 62 10 5 H 21 5 1 H 21 5 1 H 31 4 30 - 無 - - ヘ 16,980.31 94 1 住 既 ×
１低専,１

住
50 60 80 200

一戸建て専用住宅,兼
用住宅

- - 165
高さ10,軒高

さ8m,2F
1

ブロック塀の禁止,
道路境界に植樹・垣
根等の設置

-

屋根及び外壁の色彩
は、周囲の景観と調
和したものとする,
地盤面の変更制限

横浜市 川向町工業地区 都筑区川向町 新 Ｂ - - - - - H 21 6 5 H 21 6 5 H 31 6 4 - 無 - - ヘ 33,608.26 64 4 工 既 × 工業,準工 60 - 200 -

住宅等,物販店舗等,
マージャン屋等,ボー
リング場等,ガソリン
スタンドの建築制限

- - 分割制限 - - - - -

横浜市 領家地区 泉区領家一丁目 再 Ｂ 公 S 62 11 14 H 21 7 3 H 21 7 3 H 31 7 2 - 無 - - ヘ 200,698.16 913 1 住 既 ×
１低専,２
中高,準住

40 50,60 80 150,200 地区毎に制限 - -
地区毎に制

限
地区毎に制

限
0.5

開放性のあるフェン
ス,生垣

- -

横浜市
二俣川ニュータウン中央町内会
西地区

旭区中沢 再 Ｂ 公 H 1 7 25 H 21 7 24 H 21 7 24 H 31 7 23 - 無 - - ヘ 5,236.63 28 1 住 既 × １低専 50 - 80 -
一戸建て専用住宅,医
院併用住宅

- - 分割禁止 2F 0.5 - - 地盤面の変更制限

横浜市 横浜今宿パナタウン 旭区今宿町 再 Ｂ 公 H 1 12 15 H 21 7 24 H 21 7 24 H 31 7 23 - 無 - - ヘ 6,321.91 33 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
一戸建て専用住宅,一
戸建て医院併用住宅,
兼用住宅

- - 180
高さ9m,軒高
さ7.5m,2F

道路境界線から2m,
隣地境界線から1m

- -

屋根及び外壁の色彩
は、周囲の景観と調
和したものとする,
地盤面の変更制限

横浜市 たちばな台一丁目Ａ地区
青葉区たちばな台
一丁目

再 Ｂ 公 H 3 10 25 H 21 10 23 H 21 10 23 H 26 10 22 - 有
廃止の意思表示がない限り
５年毎に３回まで

未 ヘ 5,226.53 23 1 住 既 × １低専 50 - 80 - 一戸建て住宅 - - 150 - - - - 地盤面の変更制限

横浜市 竹山第３ 緑区竹山一丁目 再 Ａ 公 H 6 8 25 H 22 3 25 H 22 3 25 H 27 3 24 - 無 - - ヘ 1,450.50 8 1 住 既 × １中高 60 - 150 - 一戸建て住宅 - - 分割禁止 10m 1 - - 地盤面の変更制限

57 名古屋市 名古屋市 香流橋一丁目地域
千種区香流橋一丁
目146番　他

新 - - - - - - H 21 5 19 H 21 5 19 H 31 5 18 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 41,235.11 237 1 住 既 ×
１住,近
商,準工

60 80 200 300
ホテル、旅館または
ピンク産業施設禁止

- - - - - - - -

名古屋市 萩ケ丘西地区
緑区相川三丁目21
番1　他

新 - - - - - - H 21 5 28 H 21 5 28 H 31 5 27 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 37,838.66 161 1 住 新 ×
１低専,１
住,２住,

近商
50 40,60 150 80,200

風俗営業的施設、深
夜営業施設禁止。暴
力団事務所禁止。専
用面積50㎡以下の共
同住宅等禁止。

- - - - - - - ミニ開発禁止

名古屋市 鳴子町5丁目東地区
緑区鳴子町5丁目6
番　他

新 - - - - - - H 21 5 19 H 21 5 19 H 26 5 18 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は5年

未 ヘ 15,294.37 36 1 住 新 ×
１低専,２
低専,近商

40 80 80 200 一戸建住宅 - - - 2F - - -
敷地分割、地盤高変
更禁止

名古屋市 徳川一丁目前ノ町地区
東区徳川一丁目102
番　他

再 Ｂ 認 H 1 6 8 H 21 6 17 H 21 6 17 H 26 6 16 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は5年

未 ヘ 15,702.72 56 1 住 既 × ２住,商業 60 80 200 400
風俗営業店等、ワン
ルームマンション、
酒類提供店は、禁止

- - - 6F
一定規模以上建築物

は、2m以上
- - -

名古屋市
鳴子町4丁目(4組)・5丁目(5・6
組)区域

緑区鳴子町4丁目95
番　他

新 - - - - - - H 21 11 12 H 21 11 12 H 26 11 11 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は5年

未 ヘ 10,806.11 41 1 住 新 ×
１低専,２
低専,近商

40 80 80 200 一戸建住宅 - - - 2F - - -
敷地分割、地盤高変
更禁止

名古屋市 小幡稲荷前団地
守山区小幡中二丁
目502番　他

再 Ａ 認 H 1 6 8 H 22 3 12 H 22 3 12 H 32 3 11 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 6,501.29 39 1 住 新 × １低専 50 - 150 - 一戸建住宅 - - -
2F。高さ

10m、軒7m。
1(改修時0.8)

生垣を主とし、ブ
ロック塀等は1.4m

- 盛土禁止。

58 京都市 京都市 左京区岩倉村松町，長谷町地区
左京区岩倉長谷
町，岩倉村松町の
各一部

再 Ｂ 認 H 1 4 27 H 21 7 14 H 21 7 14 H 31 7 13 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 16,800.00 65 1 住 既 × １低 40 - 60 -

1戸建て専用住宅若し
くは1戸建て住宅で日
用品の販売を目的と
する小売店舗　診療
所　理髪店又は美容
院　運営委員会が認
めたもの等を兼ねる
もの 運営委員会が認
めたもの

- - 200 2F - - - -

京都市 左京区岩倉長谷台住宅地区
左京区岩倉長谷町
の一部

再 Ｂ 認 S 63 11 11 H 21 8 19 H 21 8 19 H 31 8 18 - 無 - - ヘ 11,800.00 56 1 住 既 × １低 40 50 60 -

1戸建て専用住宅　診
療所　自治会集会所
委員会が環境上支障
がないと認めたもの
住宅で日用品の販売
を目的とする店舗
理髪店又は美容院
学習塾や華道教室そ
の他これらに類する
施設を兼ねるもの

- - 180 9,2F - - -

広告物制限　屋根：
雪のすべり落ちを防
ぐための措置を講じ
たもの

京都市 西京区桂坂つばき西地区
西京区御陵大枝山
町5丁目の一部

再 Ｂ 認 H 1 9 21 H 21 12 1 H 21 12 1 H 31 11 30 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 42,900.00 205 1 住 既 × １低 50 - 80 -

1戸建て専用住宅　診
療所　巡査派出所
公衆電話所　公益上
必要な建築物

80 50 160,210,170 10,2F
道路側:1F 1.5　2F
2.4　隣地側:1.2

-
テレビアンテナの設
置制限

地盤面の変更又は擁
壁の制限　建築物の
数の制限　水路及び
植栽帯の変更の制限
門扉等の道路面から
の後退距離の制限
自動車の出入口位置
制限　屋根形状の制
限 軒の出・けらば
の出・庇の出の制限
屋根及び外壁の形
式・素材・色の制限
植栽面積　外柵の素
材　広告物制限
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* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認
可の場
合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡）

階数

(m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

京都市 桂坂けやき東・中・西地区
西京区御陵大枝山
町1丁目，2丁目の
一部

再 Ｂ 認 H 2 3 26 H 22 3 26 H 22 3 26 H 32 3 25 - 有
・１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 52,800.00 169 1 住 既 × １低 50 - 80 -

1戸建て専用住宅　診
療所　巡査派出所
公衆電話所　公益上
必要な建築物　集会
所

80 50 420,330,180 10,2F

東・中地区（道路
側:1F 3, 2F 4.8,

隣地側1F 2, 2F東西
面 2, 2F南北面

3.8)　西地区（道路
側:1F 1.5, 2F 2.4,
隣地側1F 1.2, 2F東
西面 1.2, 2F南北面

1.2)

-
テレビアンテナ等の
設置制限

建築物の数の制限
地盤面の変更又は擁
壁の制限　 水路及
び歩道沿いの植栽帯
の変更制限　道路側
自動車車庫の出入口
及び門扉等の位置制
限　屋根形状の制限
軒の出及び庇の出の
制限　屋根及び外壁
の形式・材料・色の
制限　道路側の擁壁
の材料及び色の制限
植栽部分の面積制限
外柵等の素材の制限
広告物の制限

京都市 桂坂センター北地区
西京区御陵大枝山
町6丁目の一部

新 Ａ 認 - - - - H 21 8 7 H 21 8 7 H 31 8 6 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 4,500.00 24 1 住 既 ○ 近商 80 - 300 -

工場　畜舎　風俗営
業等の規制及び業務
の適正化等に関する
法律に規定する宿泊
施設　マージャン屋,
パチンコ屋,射的場,
勝馬投票券販売所,場
外車券売場その他こ
れらに類するもの
カラオケボックス,
ゲームセンターその
他これらに類するも
の　共同住宅　以上
のものは建築不可

- - 150 10
道路側:1　コレク
ター道路等側:1.2

隣地側:0.8
-

屋外でのアンテナ等
の設置制限　工作物
の設置制限

建築物の数の制限
自動車出入口の位置
制限　屋根・外壁及
び擁壁の色及び仕上
げの制限　植栽及び
柵等の制限　広告物
等の制限

京都市 桂坂にれのき南地区
西京区大枝北沓掛
町2丁目，3丁目の
各一部

新 Ａ 認 - - - - H 21 9 4 H 21 9 4 H 31 9 3 - 有
・１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 19,900.00 93 1 住 既 ○ １低 50 - 80 -

1戸建て専用住宅　診
療所　巡査派出所
公衆電話所　公益上
必要な建築物

- 50 160 10,2F
道路側:1F 1.5　2F
2.4　隣地側 1.2

-
屋外でのアンテナ等
の設置制限

建築物の数の制限
地盤面の変更又は擁
壁の制限　自動車車
庫の位置制限　屋根
形状の制限　軒・庇
及びケラバの出の制
限　屋根及び外壁の
素材及び色の制限
植栽の面積及び変更
の制限　外柵の形式
の制限　広告物の制
限　バルコニーの形
態の制限

60 堺市 堺市 本町ゆず 北区百舌鳥本町3丁 新 - - - - - - H 21 5 14 H 21 5 14 H 31 5 13 - 有
更新階数は無制限、延長年
数は5年

未 ヘ 4,928.59 48 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 1戸建て専用住宅 - - 100 10,3階 - - - 地盤面変更禁止

61 神戸市 神戸市 竹の台３丁目地区
西区竹の台3丁目1
番地

新 - - - - - - H 21 4 9 H 21 4 9 H 31 4 8 - 無 - - ヘ 30,253.46 143 1 住 既 × １低 40 - 80 -
専用住宅,一部の兼用
住宅

- - - - -
コンクリートブロッ
ク塀1.2ｍ以上禁止

-

地盤面変更制限,敷
地分割制限,1区画1
建築物,緑化努力義
務,防災・防犯配慮,
一部工作物制限

神戸市 アーバニーヒルズ名谷 須磨区神の谷5丁目 新 - - - - - - H 21 5 1 H 21 5 1 H 31 4 30 - 無 - - ヘ 1,625.27 12 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 - 専用住宅 100
50(角地緩和

有)
120 2F 1 - -

地盤面変更制限,1区
画1建築物

神戸市
エルガーデン西神中央
シーズンヒルズ

西区春日台5丁目 新 - - - - - - H 21 7 27 H 21 7 27 H 31 7 26 - 無 - - ヘ 12,304.08 68 1 住 新 ○ １低 50 - 100 -
専用住宅,一部の兼用
住宅

- - 150 - 1 - -

地盤面変更制限,1区
画1建築物,立体式・
地下駐車場制限,駐
車場で入り口制限,
垣柵制限,外壁・屋
根の色制限,緑化努
力,一部工作物制限

神戸市 竜が台１丁目地区
須磨区竜が台１丁
目

新 - - - - - - H 22 1 27 H 22 1 27 H 42 1 26 - 無 - - ヘ 8,832.90 57 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
専用住宅,一部の兼用
住宅

100
50(角地緩和

有)
150

10(軒高
7),2F

1 - -

地盤面変更制限, 北
側斜線制限,垣柵等
努力義務,屋根・外
壁の色彩制限,看板
等制限

神戸市 松が枝町地区
北区松が枝町１～
３丁目

再 Ｂ 認 H 11 4 7 H 21 5 19 H 21 5 19 H 31 5 18 - 有
期間満了前に過半数の権利
者の合意により更新を決め
た場合は，さらに10年間

未 ヘ 89,486.41 435 1 住 既 × １低,２住 50.02 50,60 100.25 100,200
専用住宅,一部の兼用
住宅

- - 150 - 0.5 - -

地盤面変更制限,1区
画1建築物,工作物の
一部制限,緑化努力
義務

神戸市 観音荘地区
東灘区住吉山手３
丁目

再 Ａ 認 H 11 6 14 H 21 7 12 H 21 7 12 H 41 7 11 - 無 - - ヘ 4,288.01 18 1 住 既 × １低 40 - 80 -
専用住宅,一部の兼用
住宅

- - 170 - - - -
看板等一部制限,緑
化努力義務

神戸市 西神南（１０）団地地区
西区井吹台東町6丁
目

再 Ａ 認 H 11 7 7 H 21 7 7 H 21 7 7 H 31 7 6 - 無 - - ヘ 8,624.61 53 1 住 既 × １低 50 - 100 -
共同住宅・寄宿舎・
下宿禁止,兼用住宅一
部禁止

- - 150 - - - - -

63 広島市 広島市 牛田台
東区牛田東四丁目
７２０番２４

再 Ｂ 認 H 21 12 8 - - - - - - - - - - - - - 無 更新無しの１０年間のみ 未 ロ 7,491.07 32 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 200 60 10 - - - 陸屋根禁止

64 北九州市 北九州市 風薫る町曲里
八幡西区岸の浦一
丁目9番30他43筆

新 - - - - - - H 21 4 30 H 21 4 30 H 31 4 30 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 7,353.38 37 1 住 新 ○ １中高 60 － 200 － 専用住宅 100 60
165

（最低）
10,軒高
7m,2F

1
生垣,透視可能なﾌｪﾝ
ｽ,高さ2.2mかつ長さ
3.0m

屋根のﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ及び
無線ｱﾝﾃﾅ等の設置不
可,自動販売機等の
設置不可

色彩･形態･意匠:良
好な住宅地に調和,
周辺の町並み景観を
損なわないこと。

北九州市 木屋瀬新町地区
八幡西区木屋瀬三
丁目772番1他37筆

新 - - - - - - H 22 3 11 H 22 3 11 H 32 3 11 - 無 - - ヘ 7,933.34 38 2 住 既 × １住,近商 68 80 200 － - － － － 2F以下 －
歴史的風致を著しく
損なわないもの

道路等公共の場から
見える部分に露出し
ないこと。

2方向以上の傾斜屋
根,瓦葺き,自然素材
の色彩

65 福岡市 福岡市
照葉まちづくり（集合住宅中央
公園北地区）

東区香椎照葉2丁目
24番11ほか

新 - - - - - - H 21 6 4 H 21 6 4 H 31 8 31 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 31,023.28 3 1 住 新 ○
２中高,２

住
60 - 200 - 共同住宅 - - -

地区計画で定めた壁
面後退部分に駐車ス
ペース，建築設備を

禁止

垣，塀の禁止
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ，ｴｱｺﾝ室外
機を見える位置に設
置しない

広告看板の禁止

福岡市 今宿ＵＹＮ
西区今宿町849番1
ほか

新 - - - - - - H 21 10 15 H 21 10 15 H 31 10 14 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 15,045.00 40 1 住 既 × １住 60 - 200 - - - - - 11,3F - - - -
区画整理地
内

福岡市 飯倉二丁目４区
早良区飯倉2丁目
505番6ほか

再 Ｂ 認 H 1 7 6 H 21 11 9 H 21 11 9 H 31 11 8 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 9,498.54 47 1 住 既 ×
準住,１中

高
60 - 200 - - - - - 10,3F - - - ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝの禁止

福岡市 シエル箱崎
東区箱崎７丁目
3544-8番ほか

新 - - - - - - H 21 11 9 H 21 11 9 H 32 3 7 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 1,338.00 9 1 住 新 ○ １住 60 - 200 -
専用，兼用，共同住
宅

- - - 10,3F - 1.2m以下 -
建築物，共有部は調
和の取れた素材・色
調とする

地区数： 88 新　規： 43 Ａ： 9 有： 未： イ： 1,802,930.51 8,969 １： 住： 既： 24

再認可： 45 18 59 54 40 85 86 57

ロ： ２： 商： 新：

Ｂ： 無： 済： 2 2 1 31

44 29 7 ホ： ３： 工： - :

1 0 1 0

Ｃ： ヘ： ４： 他：

0 44 1 0

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H20.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成22年度）

当初の (当初) 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認
可の場
合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～
ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工
(複数時に

入力)
(複数時に

入力)
（％） （％） （㎡） 階数 (m)

7 福島県 福島県 楢葉町細内住宅団地
楢葉町大字北田字細
内89-2～89-8,90-2～
90-5

再 A 認 H 16 8 3 H 22 7 8 H 22 7 8 H 26 8 2 - 有
1回のみ自動更新、
それ以降は廃止公

告日まで
未 ヘ 5,507.32 11 1 住 新 ○ 無指定 60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅 100 60 - 10,2F 1.5 生垣1.5ｍ - -

いわき市 中央台高久四丁目 中央台高久四丁目2-1 新 - - - - - - H 22 4 27 H 22 4 27 H 32 4 27 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 49,000.02 178 1 住 新 ○ １低専 50 - 80 -
専用住宅,併用住宅,
運営委員会が認める
住宅

80 50 200 軒高7m以下
隣地側1

道路側1.5
囲障は生垣又は開放
的な構造ものとする

自動販売機の屋外設
置を禁止する

建築物の意匠、色
彩、材料は周囲の環
境に調和するものと
する

高さ10mを超
える工作物
の設置を禁
止する

8 茨城県 取手市 桜が丘（４－２－３工区）

取手市桜が丘1丁目８
４５番１７から同８
４５番４８、同８４
５番５０から同８４
５番５５まで

新 - - - - - - H 22 9 9 H 22 9 9 H 32 9 9 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 12,337.00 38 1 住 新 ○ １低層 50 - 100 - 専用住宅 80 40 分割不可 10,軒高7 1
生垣・フェンス等

1.5ｍ
広告板×

地下室：×,基礎：
布基礎,井戸：×,緑
化義務

つくば市 豊里の杜二丁目
豊里の杜二丁目574番
地35，３６,577番地
37

新 - - - - - - H 22 10 22 H 22 10 22 H 32 10 21 - 有
更新回数は無制

限，延長年数は10
年

未 ヘ 4,417.30 12 1 住 新 ○ 調整区域 60 - 200 - 一戸建て専用住宅 100 50 300 10 1,1.5
生垣，透視可能な
フェンス1.2ｍ

- -

ひたちなか
市

常葉台
大字高野字常葉3301
番1他

新 - - - - - - H 22 11 16 H 22 11 16 H 32 11 16 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 86,723.01 375 1 住 既 × 無指定 60 - 200 -

(1)専用住宅
(2)住宅兼店舗　述べ
床面積の2分の1以上
を居住の用に供し且
つ住宅以外の兼用部
分の床面積の合計が
50㎡以内で次に掲げ
るもの①日用品の販
売を主たる目的とす
るもの。②理髪店又
は美容院③事務所,学
習塾,教室（華道,茶
道,陶芸,手芸,囲碁
等）(3)診療所(家畜
等の治療を行うため
の施設を除く)(4)(1)
から(3)に掲げる建築
物に付属する車庫,物
置及びこれらに類す
る用途に供するもの

100 50 - 10,3F 1.2
生垣1.5ｍ,フェンス

1.2ｍ
- 構造;不燃

11 埼玉県 埼玉県
五番地自治会住宅地建築協
定

ふじみ野市鶴ヶ岡4丁
目5番53外77筆

再 B 認 H 15 9 2 H 22 8 27 H 22 8 27 H 29 8 26 - 無 - - ヘ 9,879.43 78 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 - - 100 10軒高7 - 1.5 - -
旭化成鶴ヶ
丘住宅地の
継続認可

埼玉県 鳩山ニュータウン第9次
比企郡鳩山町楓ヶ丘
一丁目1515-423他81
筆

再 A 認 H 2 11 20 H 23 1 11 H 23 1 11 H 33 1 10 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 16,455.03 82 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

一戸建専用住宅及び
その付属建築物、車
庫、事務所及び店舗
等の兼用住宅

80 50,60 分割制限
10軒高7

地階除2以下
隣1,道1.2

生垣又は1m以下の
フェンス、石積又は
1.5m以下のコンク
リートブロック

-
壁・屋根・色制限、
広告制限、緑の保全

所沢市
所沢グリーンヒル住宅地建
築協定

所沢市若狭2丁目
1675-14他

再 B 認 S 55 - - H 22 5 26 H 22 5 26 H 27 5 25 - 無 - - ハ 27,822.25 146 1 住 既 × 無指定 60 - 200 - 専用住宅 100 - 132 10m 1 - - -

所沢市
所沢市松葉町29,26番地建築
協定

所沢市松葉町1886-
107他

再 B 認 H 16 6 21 H 22 6 29 H 22 6 29 H 25 6 28 - 無 - - ヘ 3061.09 17 1 住 既 × １中高 60 - 200 -
専用住宅
共同住宅

- - - 8m,2F - - - -

所沢市
所沢ネオポリス住宅地建築
協定

所沢市大字下富1158-
26他

再 B 認 H 2 11 21 H 22 11 17 H 22 11 17 H 27 11 16 - 有
1回のみ自動更新、

延長年数は5年
未 ヘ 75335.42 415 1 住 既 × 無指定 60 - 200 - 専用住宅 - 60 120 9m,2F 1 - - -

上尾市 大栄住宅上尾ハイタウン
上尾市向山三丁目2-3
外

再 A 認 H 1 8 17 H 23 2 24 H 23 2 24 H 43 2 23 - 有
有（10）更新後、

更に10年
未 イ 1,076.34 6 1 住 既 ×

１低専,１
中高

50 60 100 150
専用住宅，併用住宅
（医院）

120
（一中
高）

- -
最高10、地
上3階以下

隣地0,9、道路1.4
生垣,開放的フェン
ス1.2ｍ以下

-

区画の細分化不可、
北側隣地境界より
2・3階の外壁2.1m以
上後退

草加市 時めく街草加松原 草加四丁目184番11他 新 A - - - - - H 22 5 6 H 22 5 6 H 32 5 5 - 有
申出がない場合更

に10年間延長
未 ヘ 6,862.95 65 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -

一戸建ての住宅、兼
用住宅、これらに付
随する車庫・物置等

- - 100 10,軒高7
道路側1.0,隣地側

0.5
道路側生垣又は花壇
等の植栽

-

地盤高変更不可、屋
根色彩制限、広告物
看板等設置不可、敷
地内緑化、北側高さ
制限、雪止め設置

12 千葉県 船橋市 馬込沢分譲地建築協定
丸山３丁目１８３番
５１他

再 B 認 S 49 11 27 H 22 9 19 H 22 9 19 H 32 9 18 - 無 - - ヘ 16,177.52 90 1 住 既 ×
１低専,１

住
50 60 100 200

一戸建住宅、医院併
用住宅、学習塾（ピ
アノ教室、茶道教
室、その他これらに
類するもの）併用住
宅

- - -
9（軒高

6.5），2F
- 塀高さ1.8m以下 - 盛土、敷地分割禁止

船橋市 レオガーデン海神建築協定
海神６丁目８３４番
１１他

新 - - - - - - H 22 11 11 H 22 11 11 H 32 11 10 - 無 - - ヘ 2,151.53 21 1 住 新 ○ １住 60 - 200 -

一戸建住宅、医院併
用住宅、事務所・学
習塾（華道教室、そ
の他これらに類する
もの）併用住宅

- - -
10（軒高
7），2F

- - - 盛土の禁止

船橋市 西高野台団地建築協定
高野台１丁目７０１
番１３他

再 B 認 S 56 3 20 H 23 3 6 H 23 3 6 H 33 3 5 - 無 - - ヘ 7,534.47 50 1 住 既 × １低専 50 - 100 - 一戸建住宅 - - - 10（軒高7） 0.8 - - 敷地分割の禁止

松戸市 ヴェルデの森

和名ヶ谷字西木戸１
４０２番７から同番
２２まで、同番３１
から同番３３まで、
同番３５から同番４
１まで、同番４３、
同番４５から同番４
８まで、同番５０か
ら同番５３まで及び
同番５５から同番５
７まで

新 - - - - - - H 22 5 6 H 22 5 6 H 31 5 5 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 6,352.08 38 1 住 既 ○ 調整区域 50 - 100 - 専用住宅 100 50 -

地上3階以下
最高の高さ
10ｍ以下

軒高7ｍ以下
北側に対す
る斜線制限

0.8 - - -

千葉県
（流山市）

ファインコート流山おおた
かの森建築協定

千葉県流山市西初井
四丁目１４３０番地
２２他

新 - - - - - - H 22 7 16 H 22 7 16 H 32 7 15 - 有

廃止の申し出が無
い限り、10年ごと
に延長する。以降

も同様。

未 イ 6,698.67 50 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
共同住宅等,７０㎡を
超える店舗等の禁止

- - - 10 - - - 敷地の再分割禁止

13 東京都 八王子市
八王子みなみ野シティ　シ
フォンの丘第Ⅱ地区

八王子市七国三丁目
33番１他

新 - - - - - - H 22 6 17 H 22 6 24 H 32 6 24 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 ヘ 41,010.47 180 1 住 新 × １低専 50 - 100 -
一戸建て住宅,一定の
兼用住宅

- - - 2Ｆ 2Ｆ壁面1.5ｍ
フェンス道路後退

1.0ｍ
-

屋根型,色彩,緑化義
務

東京都
多摩ニュータウン鶴牧一丁
目分譲宅地建築協定

多摩市鶴牧一丁目14
番6～14号

新 - - - - - - H 22 11 8 H 22 11 29 H 32 11 29 - 有 延長年数は10年 未 イ 1,751.21 9 1 住 新 ○ ２中高 60 - 200 -

戸建専用住宅,２戸以
内の長屋・共同住宅,
一部の用途との併用
住宅

80 40 -
軒高7.0,地
上10.0,2階

以下

（原則）道路1.0,隣
地1.0以上の後退

生垣又は高さ1.5ｍ
以下の透視可能な
フェンス等,道路に
面する部分は緑化

-

敷地に２以上の建築
物不可、建築物の屋
根及び外壁の色彩は
刺激的な色彩は使用
不可

14 神奈川県 厚木市 温水西一丁目戸建開発地域
厚木市温水西1丁目
980-16、980-22～35

新 - - - - - - H 22 11 9 H 22 11 9 H 27 11 8 - 有
更新回数は無制

限、異議がない限
り5年毎に更新

未 イ 1,865.74 15 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -
専用住宅,併用住宅,
店舗,事務所,他,共同
住宅他、診療所

- - - 10,軒高7,2F
道路境界1,隣地境界

0.5

安全、プライバシー
等に配慮した高さ素
材,色彩は極端な原
色を避け、周囲との

調和に配慮

- -

大和市 西鶴間８丁目(44組）
西鶴間八丁目3,546番
１外１５筆

再 A 認 H 6 3 3 H 22 8 9 H 22 8 11 H 32 8 10 - 無 - - イ 2,076.90 16 1 住 既 × １低専 50 80 - -
一戸建て住宅及び2戸
以下長屋

- - - 10,2Ｆ 0.9
ブロック塀禁止

（0.7以下を除く）
- -

大和市 つきみ野６丁目８番地
つきみ野六丁目８番
２外３０筆

再 B 認 H 2 8 1 H 23 1 4 H 23 1 11 H 25 1 10 - 無 - - ハ 6,577.90 31 1 住 既 × １低専 50 100 - -
一戸建て住宅及び医
院併用住宅

- - - - - - - -

期限終
了後の
対応

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定



当初の (当初) 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認
可の場
合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～
ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工
(複数時に

入力)
(複数時に

入力)
（％） （％） （㎡） 階数 (m)

期限終
了後の
対応

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定

17 石川県 小松市 川辺町分譲地 川辺町4番53 新 - - - - - - H 23 3 15 H 23 3 15 H 33 3 15 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 9,780.76 43 1 住 新 ○ １住 60 - 200 -
住宅、診療所、福祉
施設

200 60 - 10 1 壁面後退 - 緑化

長野市 桐原牧の里住宅地 桐原一丁目853-1他 新 - - - - - - H 22 11 10 H 22 11 10 H 32 11 9 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 ヘ 9,591.24 38 1 住 既 ○ １住 60 - 200 - 専用住宅 150 - -
10

1.2
石積、ブロック等は

1.5m以下．
-

外壁・屋根の色彩は
周辺と調和

22 静岡県 静岡県 ふじえだ水上・瀬戸新屋

藤枝市水上字池端1番
2外23筆、藤枝市瀬戸
新屋字天ヶ谷398番1
外27筆

新 - - - - - - H 23 3 8 H 23 3 15 H 38 3 8 - 有 5年毎自動更新 未 ヘ 7,601.12 52 1 住 新 ○ 調整区域 60 - 200 - 専用住宅 - - 165 - - - - -

静岡県 藤枝南駿河台
藤枝市南駿河台六丁
目1番25外48筆

新 - - - - - - H 23 3 8 H 23 3 15 H 39 3 8 - 有 5年毎自動更新 未 ヘ 8,710.11 49 1 住 新 ○ １中高 60 - 150 - - - - 165 - 0.75 生垣・垣・柵1.5ｍ - 広告板、看板禁止

23 愛知県
愛知県

（阿久比
町）

高根台団地
知多郡阿久比町大字
福住字高根台地内

再 C 認 S 55 9 24 H 22 12 17 H 22 12 17 H 32 12 16 - 無 - - イ 204,179.16 740 1 住 既 ×
１低層,近

商
51 50,80 102 100,200 専用住宅 - - - 2F - 0.6m - -

豊田市
Smart Community　豊田東山
建築協定

東山町1555番地 新 - - - - - - H 22 9 17 H - - - H 32 9 16 - 有

協定者からの異議
申し立てがない限
り、更に10ケ年継
続する。以降も同

様

未 ヘ 8,028.74 - 1 住 新 × １中高 - - - -

専用住宅・兼用住宅
（令130条３で定める
もの）・診療所・公
園内の便所、休憩
所・前各建物に付随
するもの（令130条の
５で定めるものを除
く）

- - 170
10,7（軒

高）
1

ブロック塀は禁止、
透視可能なフェンス

又は生垣
- -

豊田市
Smart Community　豊田高橋
建築協定

高橋町７丁目8-2　他
10筆

新 - - - - - - H 22 9 17 H - - - H 32 9 16 - 有

協定者からの異議
申し立てがない限
り、更に10ケ年継
続する。以降も同

様

未 ヘ 10,041.92 - 1 住 新 ○
１住,１中

高
- - - -

専用住宅・兼用住宅
（令130条３で定める
もの）・公園内の便
所、休憩所・前各建
物に付随するもの
（令130条の６で定め
るものを除く）

- - 165
10,7（軒

高）
1

ブロック塀は禁止、
透視可能なフェンス

又は生垣
- -

25 滋賀県 大津市
グリーンヒル大津松が丘Ｄ
地区

松ヶ丘七丁目５番か
ら１５番まで

新 - - - - - - H 22 7 9 H 22 7 9 H 47 7 9 - 無 - - ヘ 29,517.57 146 1 住 新 ×
１中高,近

商
60 80 200 - - - - - 10 1

敷地境界に面する
垣、柵は、宅地と宅
地の境界では、生垣
またはパイプフェン
ス、ネットフェンス
とし、道路境界で
は、門塀、門扉、ガ
レージ入口部分を除
き、生垣（土塀、コ
ンクリートブロック
塀、板塀等は不可）
とする。ただし、天
端高40cm以下の上記
フェンスの基礎石は
可。

- -

大津市 リバティヒル月輪地区
月輪二丁目１２番１
６から同番５２まで

新 - - - - - - H 22 8 5 H 22 8 5 H 32 8 5 - 有 10年間毎自動延長 未 イ 5,066.28 37 1 住 新 × 工業 60 - 200 -

1　一戸建専用住宅
2　住宅で診療所を兼
ねるもの
3　住宅で次の各項目
に掲げる用途を兼ね
るもの
ｱ　事務所（建築基準
法施行令第１３０条
の３第１号の規定に
よるものを同一敷地
内に設けて業務を運
営するものを除く）
ｲ　日用品の販売を主
たる目的とする店舗
又は食堂若しくは喫
茶店その他これらに
類する店舗

200 60 - 10 - - -
敷地内の空地は樹木
等により極力緑化に
努めること。

26 京都府 木津川市 ハートフルビレッジ木津南
京都府木津川市州見
台一丁目３３－２

新 - - - - - - H 23 2 8 H 23 2 8 H 33 2 7 - 有

期間満了日の6ヶ月
前までに、土地の
所有者等の過半数
の廃止の申し立て
がないときは、さ
らに10年間自動更

新される。

未 ヘ 14,826.20 - 1 住 新 ○ ２中高 60 - 200 - 専用住宅 80 50 170㎡以上

最高高さ10
ｍ、北側斜
線制限５ｍ
＋０．６／

１

- - - -

建ぺい率、
容積率、敷
地面積、高
さについ
て、「市道
木800号東中
央線に面す
る敷地はこ
の限りでは
ない」と添
え書きあ
り。

27 大阪府 吹田市 桃山台３丁目 桃山台３丁目36ほか 再 B 認 H 2 5 1 H 22 5 1 H 22 5 1 H 32 4 30 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 7,052.40 26 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - - - - - -
宅地分割禁止,広告
塔・看板の禁止

範囲を変更
して新規認
定

枚方市 鉄工塗装団地招提大谷地区
招提大谷2丁目及び3
丁目

新 - - - - - - H 22 6 24 H 22 6 24 H 32 6 23 - 有
1回のみ自動更新、
延長年数は10年

未 イ 43,878.40 32 4 工 既 × 準工 60 - 200 -

（施設利用者以外
の）住宅、共同住
宅、老人ホーム等を
除く用途

- - - - - - - -

枚方市 東香里三交住宅地区 東香里3丁目 新 - - - - - - H 11 12 28 H 11 12 28 H 31 12 27 - 有
自動更新済み（1回
のみ自動更新、延
長年数は10年）

済 イ 68,095.44 292 1 住 既 ×
１低専,１
中高,１住

40 60 80 200
専用住宅
併用住宅

- - 165㎡以上
最高高さ10
ｍ以下,軒高

7ｍ以下
1 - - -

大阪府
コモンシティ星田西３丁目
住宅地区

交野市星田西３丁目
5332番10

再 A 認 H 2 11 28 H 22 11 26 H 22 11 26 H 32 11 25 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 41,556.83 174 1 住 既 × １低専 40 - 80 -

一戸建て専用住宅、
診療所兼用住宅、ピ
アノ教室、華道教室
等の兼用住宅

- - - - 0.5 - -

地盤面の高さの変更
禁止、敷地の区画変
更の禁止、広告板の
掲出禁止、敷地の出
入り口指定、緑化努
力、色彩・形態・意
匠の調和

大阪府 藤沢３－５
富田林市藤沢台３丁
目45番3　他56筆

再 A 認 H 2 9 10 H 22 9 10 H 22 9 10 H 32 9 9 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 10,629.26 57 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - 専用住宅 - - - 9,2F - 見通しのよいもの -

敷地分割の禁止、地
盤面の高さの変更禁
止、広告板の掲出禁
止、緑化努力

大阪府
プライムステージ四季の杜
地区

河内長野市上田町314
番38

新 - - - - - - H 22 4 27 H 22 4 27 H 29 8 30 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 2,829.99 18 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -

一戸建て専用住宅、
診療所、１低に建設
可能な店舗兼用住
宅、

- - - 2Ｆ - 1.2ｍ -
地盤面の高さの変更
禁止、色彩・形態・
意匠の調和

大阪府 楠ヶ丘地区（第１７地区）
河内長野市楠ヶ丘
1906番24

新 - - - - - - H 23 2 24 H 23 2 24 H 32 2 27 - 無 - - イ 2,146.74 10 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
一戸建て専用住宅、
診療所、店舗兼用住
宅、

- - - - - - -
敷地の区画変更の禁
止

岸和田市 津田北町・南町地区
南町1549番１、1549
番５、1541番１の一
部

新 - - - - - - H 22 9 30 H 22 9 30 H 32 9 29 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 2,992.30 19 1 住 新 ○ 工業 60 - 200 -

専用住宅（集会所除
く。又は延べ面積の
うち1/2以上が住宅で
ある兼用の　事務
所、日用品販売、理
髪店・美容店、学習
塾その他これらに類
するもの、診療所
（動物病院除く）・
薬局

200 60 135 10、3F
敷地から0.5
道路から1

生垣又はパイプフェ
ンスのみ。コンクリ
ブロック堀は禁止。
ただし門柱及び意匠
上これに付属する部
分並びに天端高80セ
ンチ以下のコンク

リートブロック等は
この限りではない。

-

室外機は道路から極
力見えないように。
緑化の努力義務。
フェンスや植栽は近
隣の採光及び通風を
著しく妨げないこ
と。カーポート設置
の場合は透明性の高
い材料を使用

区域内の日
影規制、道
路斜線、隣
地斜線等は
第一種住居
地域に準ず
るものとす
る

大阪府 津田北町・南町地区
貝塚市津田北町17番
21他

新 - - - - - - H 22 9 30 H 22 9 30 H 32 9 29 - 有
更新回数は無制限/
延長年数は10年

未 イ 19,484.17 126 1 住 新 ○ 工業 60 - 200 - 専用・兼用住宅 - - 135 10,3F 0.5 生垣,ﾌｪﾝｽ -

区画・地盤面変更禁
止
日影・道路斜線・隣
地斜線制限等は第1
種住居地域

大阪府
南海くまとりつばさが丘第
五地区

熊取町つばさが丘北
１丁目3158番25

再 A 認 H 14 7 26 H 22 12 6 H 22 12 6 H 32 12 5 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 12,911.87 6 1 住 既 ○ １低専 50 - 100 -
専用住宅、診療所、
店舗兼用住宅

- - - 2F - - -

敷地分割の禁止、地
盤面の高さの変更禁
止、広告板の掲出禁
止、緑化努力
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廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～
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大阪府
阪南スカイタウンＧ－３地
区

阪南市桃の木台1-4-1 新 - - - - - - H 23 3 31 H 23 3 31 H 33 3 30 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 9,572.09 40 1 住 新 ○ ２住 60 - 200 - - 150 - - 3F 1.5(1.0) - -

地盤面の高さの変更
禁止、敷地の区画変
更の禁止、敷地の出
入り口指定、緑化努
力、色彩・形態・意
匠の調和

大阪府
阪南スカイタウンＥ－３地
区

阪南市桃の木台3-6-1 新 - - - - - - H 23 3 31 H 23 3 31 H 33 3 30 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 9,713.81 38 1 住 新 ○ １住 60 - 200 - - 150 - - 3F 1.5(1.0) - -

地盤面の高さの変更
禁止、敷地の区画変
更の禁止、敷地の出
入り口指定、緑化努
力、色彩・形態・意
匠の調和

28 兵庫県 西宮市 鳴尾浜北地区 鳴尾浜1丁目1番1ほか 再 B 認 S 55 11 15 H 23 3 5 H 23 3 5 H 28 3 4 - 有
1回のみ自動更新、

延長年数は5年
未 イ 45,931.90 11 4 工 既 × 準工 60 - 200 - 工場 200 60 - - 30R1.5 見通しのきく金網等 -

構造;鉄筋コンク
リート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造、鉄
骨造、コンクリート
ブロック造、外装は
不燃、緑化義務

宝塚市 阪急山手台第７住宅地区
宝塚市山手台西4丁目
17番1（他175筆）

新 - - - - - - H 22 11 12 H 22 11 12 H 32 11 11 - 有
1回のみ自動更新,
延長年数は10年

未 ヘ 33,700.00 176 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - - - - - 2F - - - -

34 広島県 東広島市
東広島ニュータウン（高屋
高美が丘四丁目C地区）建築
協定

東広島市高屋高美が
丘四丁目３４番４の
一部

新 - - - - - - H 23 3 16 H 23 3 16 H 33 3 15 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 20,205.80 84 1 住 既 ○ １低専 40 - 80 -

戸建専用住宅,一戸建
住宅で令130条の3に
定める事務所・店舗
その他これらに類す
る用途を兼ねるもの,
診療所,集会所

- - - 軒高7ｍ以下 道路1.5,隣地1.0ｍ
生垣または開放的な
構造,ブロック塀等
1.0m以下

テレビ（UHF、VHF）
受信用アンテナは設
置しない

敷地分割,敷地の高
さ,擁壁の改廃,建築
物の色デザイン,広
告物

40 福岡県 福岡県 美しが丘Ａ地区
筑紫野市美しが丘南5
丁目10番　他

再 A 認 H 1 12 11 H 22 7 12 H 22 7 12 H 32 7 11 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 ヘ 31,220.42 69 1 住 既 × １低専 50 - 80 - 専用住宅 - - - 10,2F 道路側2.5
道路境界沿いは生垣
とし、ブロック塀等
は禁止

- -

福岡県 美しが丘Ｃ地区
筑紫野市美しが丘北2
丁目1番　他

再 A 認 H 2 4 6 H 22 11 16 H 22 11 26 H 32 11 25 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 ヘ 10,794.47 43 1 住 既 × １住 60 - 200 - 専用住宅 - - - 10,3F -

道路境界沿いは生垣
またはフェンスと
し、ブロック塀等は
禁止

-
看板、ネオンサイン
等の広告物の禁止

44 大分県 大分県 ﾌﾟﾗｲﾑ・ｳﾞｨﾗ湯布院高原
由布市湯布院町川西
1200番100外74筆

再 A 認 H 12 10 26 H 23 3 1 H 23 3 15 H 33 3 14 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

済 ヘ 114,175.00 75 4 他 新 ○ 無指定 60 - 200 -

専用住宅、保養所、
研修所、研修ｾﾝﾀｰ
（研究所）及び法人
の厚生施設、美術館
等の文化施設、旅館
並びにﾎﾃﾙ等

- - - 12,3F 3 塀、垣根等設置禁止 -

植栽は敷地境界より
1m以上離す。
建物の水平投影外周
線を敷地境界より2m
以上離す。

47 沖縄県 那覇市 国場住宅地 字国場303-1他 新 - - - - - - H 22 7 23 H 22 7 23 H 32 7 23 - 有
1回のみ自動更新、
延長年数は10年

未 ヘ 2,753.00 12 1 住 既 ○ １低専 50 - 100 - - 100 50 135 10 1 生垣,ﾌｪﾝｽ1.2ｍ 露出不可 緑化義務

那覇市 国場住宅地 字国場303-1他 再 A 認 H 22 7 23 H 22 12 22 H 22 12 22 H 32 12 22 - 有
1回のみ自動更新、
延長年数は10年

未 ヘ 2,753.00 12 1 住 既 ○ １低専 50 - 100 - - 100 50 135
10（住

宅）,12（共
同住宅）

1 生垣,ﾌｪﾝｽ1.2ｍ 露出不可 緑化義務

那覇市 首里城南ヒルズ 首里鳥堀町5-39-27他 新 - - - - - - H 22 7 13 H 22 7 13 H 32 7 13 - 有
1回のみ自動更新、
延長年数は10年

未 ヘ 12,071.34 46 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - - 100 50 135 10 1 生垣,ﾌｪﾝｽ1.2ｍ 露出不可 構造;不燃,緑化義務

那覇市 識名宅地開発 字識名1319-1 新 - - - - - - H 22 10 1 H 22 10 1 H 32 10 1 - 有
1回のみ自動更新、
延長年数は10年

未 ヘ 2,535.24 12 1 住 既 ○
１低専,２

低専
50 50 100 100

兼用住宅,低層集合住
宅

100 50 - - 0.5 生垣,ﾌｪﾝｽ1.2ｍ - 緑化義務

52 川崎市 川崎市 虹ヶ丘第１・２地区
虹ヶ丘１丁目１４番
７他

再 A 認 S 54 4 13 H 22 8 26 H 22 8 26 H 32 8 25 - 無 - - ヘ 25,811.60 100 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
一戸建住宅（２世帯
住宅可）,診療所併用
住宅,兼用住宅

80 40 125 10,軒高7 敷地1.0
生け垣，ネットフェ

ンス等
意匠及び色彩は近隣

との調和に配慮

敷地分割及び地盤面
の変更の禁止,敷地
内の緑化,建築物の
意匠及び色彩は近隣
との調和に配慮

53 横浜市 横浜市 つつじが丘９番地
青葉区つつじが丘９
番地

新 - - - - - - H 22 4 5 H 22 4 5 H 28 5 1 - 無 - - ヘ 1,512.00 10 1 住 既 × 近商 80 - 300 - 専用住宅,兼用住宅 - - -
10,軒の高

さ;9
2,0.5 - -

敷地;分割禁止,地盤
面;変更禁止,緑化推
進

横浜市 野村戸塚本郷台住宅地 栄区長沼町 再 B 公 H 1 12 15 H 22 5 14 H 22 5 14 H 32 5 13 - 無 - - ヘ 11,659.70 60 1 住 既 × １低専 50 - 80 -
専用住宅,長屋,医院
併用住宅,薬局兼用住
宅,町内会館等

- - -
9,軒の高
さ;6.5,2F

1
生垣・ネットフェン

ス等
-

敷地;分割禁止,地盤
面;変更禁止

横浜市 Ｌプラザ周辺地区
中区扇町、寿町、松
影町、吉浜町

新 - - - - - - H 22 7 5 H 22 7 5 H 32 7 4 - 有
延長は2回まで、延

長年数10年
未 ヘ 22,175.75 55 4 商 既 × 商業 80 - 500 -

公衆浴場等・ホテ
ル・旅館以外

- - - - - - - 形態意匠

横浜市
マークスプリングス・カー
サ

瀬谷区五貫目町 新 - - - - - - H 22 9 15 H 22 9 15 H 32 9 14 - 有
延長年数5年、最長

30年まで
未 ヘ 11,420.22 81 1 住 既 × 工業 60 - 200 - 専用住宅,兼用住宅 - - - 軒の高さ;8 - - -

敷地;分割禁止,地盤
面;変更禁止,形態意
匠

横浜市 あかね台一丁目Ａ地区
青葉区あかね台一丁
目

新 - - - - - - H 23 1 5 H 23 1 5 H 33 1 4 - 有
延長は1回まで、延

長年数10年
未 ヘ 19,426.07 87 1 住 既 × １低専 40 - 80 -

専用住宅,長屋,共同
住宅,診療所,兼用住
宅,公共施設,福祉施
設

- - -
9,軒の高
さ;6.5,2F

1
生垣・ワイヤーフェ

ンス等
-

敷地;分割禁止,地盤
面;変更禁止,形態意
匠

横浜市
富岡第７期分譲地（第４
次）住宅地区

金沢区富岡西四丁
目、磯子区杉田九丁
目

再 B 公 S 47 12 15 H 23 1 14 H 23 1 14 H 33 1 13 - 無 - - ヘ 19,094.95 99 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
専用住宅,医院併用住
宅,長屋,兼用住宅

- - -
10,軒の高
さ;7,2F

1 - -
敷地;分割禁止,地盤
面;変更禁止,形態意
匠

横浜市 常盤台166番地 保土ケ谷区常盤台 再 B 公 H 13 3 23 H 23 2 15 H 23 2 15 H 28 2 14 - 有
延長は1回まで、延

長年数5年
未 ヘ 12,301.60 55 1 住 既 × １中高 60 - 150 - 共同住宅・長屋以外 - - 100 10,0.6L+5 - - - 地盤面;変更禁止

横浜市 ヒルズ南戸塚 戸塚区戸塚町 再 A 公 H 2 11 5 H 23 2 15 H 23 2 15 H 33 2 14 - 有
延長は1回まで、延

長年数10年
未 ヘ 18,702.83 109 1 住 既 × １中高 60 - 150 - 専用住宅,兼用住宅 - - 145

9,軒の高
さ;7.5

1 生垣・フェンス等 -
地盤面;変更禁止,緑
化,形態意匠,屋根勾
配;2/10

横浜市 パームヒルズ京急富岡 磯子区杉田九丁目 新 - - - - - - H 23 3 15 H 23 3 15 H 33 3 27 - 有
延長は2回まで、延

長年数10年
未 ヘ 45,001.19 192 1 住 既 ○ ２中高 60 - 150 -

住宅,兼用住宅診療
所,公益施設

- - 125
10,軒の高

さ;7.5,0.6L
+6,2F

1 - -
地盤面;変更禁止,緑
化,形態意匠

横浜市 港北ニュータウン薫風台 都筑区東山田二丁目 再 A 公 H 12 10 25 H 23 3 25 H 23 3 25 H 33 3 24 - 無 - - ヘ 13,436.33 75 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - 165
10,軒の高
さ;7,3F

1 生垣,フェンス -
地盤面;変更禁止,形
態意匠,勾配屋根

54 相模原市 相模原市 麻溝台４丁目地区
南区麻溝台4丁目1656
番7外

新 - - - - - - H 23 1 14 H 23 1 14 - - - - ○ 有

有効期間は、認可
日から10年以上と
し、それ以降につ
いては、廃止認可
公告日までとす

る。

未 イ 7,628.05 32 1 他 - × 無指定 50 - 100 - 専用住宅等 - - - 2階 0.5(道路，隣地) 生垣、透視可能ﾌｪﾝｽ -
居室の外部建具は、
防音効果のある構造
とする。

58 名古屋市 名古屋市 なかのタウンハウス
中川区助光2丁目2201
番　外

再 A 認 S 54 3 27 H 22 8 18 H 22 8 18 H 27 8 17 - 有
1回のみ自動更新、

延長年数は5年
未 ヘ 4,004.66 37 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - 居住用のみとする。 - - - - - - -

オープンスペースは
共同の庭園として維
持、保全、活用し、
建築物の建築または
駐車場としては使用
しない。建築物の意
匠はみだりに変更し
ない。居住環境に悪
影響を及ぼす工作
物、広告等を設置し
ない。

名古屋市 みどりヶ丘東地域
緑区ほら貝2丁目381
番　外

再 B 認 H 17 10 7 H 22 10 7 H 22 10 7 H 27 10 6 - 有
1回のみ自動更新、

延長年数は6年
未 ヘ 47,648.30 162 1 住 既 ×

１低専,２
低専

40 - 80 -

1低専では専用住宅を
原則とする。アパー
ト、マンション寄宿
舎等を禁止。風俗営
業施設（カラオケ、
ビデオショップ、ス
ナック、バー等）を
禁止。宗教団体施設
（神社、寺院、教会
等）を禁止。

- -

40坪
（132.2
㎡）以下
のミニ開
発を禁止

- - - -

敷地内の緑化に努め
る。１低専では建築
物の形態、意匠及び
色彩は健全な住宅地
にふさわしいものと
する。

59 京都市 京都市 大原野右京の里地区
西京区大原野上里紅
葉町2番地2ほか

再 B 認 H 12 6 8 H 22 10 8 H 22 10 8 H 32 10 7 - 有
1回のみ自動更新、

延長年数は5年
未 ヘ 79,849.62 394 1 住 既 ×

１低専,２
低専,１住

50 60 80 200 共同住宅不可 - - - 軒6.5m
真北方向;1階1m,2階
2m/全境界線;0.5m

- -
地盤面高さ;前面道
路から0.6m以下



当初の (当初) 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認
可の場
合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～
ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工
(複数時に

入力)
(複数時に

入力)
（％） （％） （㎡） 階数 (m)

期限終
了後の
対応

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定

京都市 桂坂第28地区
西京区大枝北沓掛町7
丁目1番地8

新 - - - - - - H 22 12 1 H 22 12 1 H 42 11 30 - 有
1回のみ自動更新、
延長年数は10年

未 ヘ 23,963.86 111 1 住 新 ○ １低専 50 - 80 -
専用住宅,診療所,公
益上必要な建築物,集
会所

- 50 160
最高高さ

10m,軒7m,2F

道路境界;1階1.5m,2
階2.4m/隣地境
界;1.2m

生垣,竹垣,土塀とす
ること(CB塀不可)

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ禁止(ﾊﾟﾗﾎﾞ
ﾗ除く)

地盤面高さの変更禁
止/屋根・外壁の形
態意匠/広告物

61 堺市 堺市
ガーデンハウス御池台建築
協定

堺市南区御池台２丁
４番１１外

再 A 認 H 3 1 22 H 23 1 21 H 23 1 21 H 33 1 20 - 有 10年毎に自動更新 未 イ 31,243.11 171 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
専用住宅、併用住宅
の場合延べ床面積の
1/3以下、40㎡以下

100 50
分譲時と

同じ
2以下 1

生垣又は透過性のあ
る策併用の生垣

- -

62 神戸市 神戸市 唐櫃台住宅地地区 唐櫃台1丁目 再 B 認 S 50 3 11 H 22 5 26 H 22 5 26 H 37 5 25 - 無 - - ヘ 58,605.16 304 1 住 既 ×
１低専,２

住
50 60 100 200 - - - -

地階を除く
階数は2以下

- - - 一区画一戸建て

神戸市 青山台1丁目西部住宅地区 青山台1丁目 再 B 認 S 53 12 22 H 22 4 20 H 22 4 20 H 32 4 19 - 無 - - ヘ 23,872.04 135 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
一戸建て個人専用住
宅,一部の兼用住宅

- -

敷地の分
割制限

(150m2を超
えれば可)

10(地階を除
く階数は2以

下)
- - -

擁壁の制限,駐車場
の制限

神戸市 六甲からと台第二地区 唐櫃台4丁目 再 B 認 S 55 3 13 H 22 8 12 H 22 8 12 H 32 8 11 - 無 - - ヘ 44,115.65 222 1 住 既 ×
１低専,１

住
40 60 80 200

一戸建て個人専用住
宅（一部地域は一低
層で認められる店舗
兼用住宅,一部地域は
一種住居で認められ
る用途は可）

- - -
9m（軒高は
8m）以下

1
1.8m以下で,通風を
十分に考慮した塀は

可。
-

敷地の分割の制限,
地盤面変更の制限,
工作物の張り出し制
限

神戸市
ガーデンハウス鹿の子台
ハーブの里第１地区

鹿の子台南町6丁目 再 A 認 H 10 9 7 H 22 12 21 H 22 12 21 H 32 12 20 - 無 - - ヘ 15,035.50 75 1 住 新 ○ ２住 60 - 200 -
一戸建て個人専用住
宅,一部兼用住宅

100 50 - - 1 - -

一区画一戸建て,地
盤面変更の制限,工
作物の張り出し制
限,広告塔等の制限,
垣・柵の制限,建物
の形態・意匠・色彩
の制限

神戸市 西神南（11）団地地区 井吹台東町6丁目 再 A 認 H 12 7 25 H 22 7 23 H 22 7 23 H 32 7 22 - 無 - - ヘ 9,693.38 62 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 -
共同住宅,寄宿舎又は
下宿の制限,一部兼用
住宅の制限

- - 150 - - - - -

神戸市 西神南（12）団地地区 井吹台東町6丁目 再 A 認 H 12 7 25 H 22 7 23 H 22 7 23 H 32 7 22 - 無 - - ヘ 9,070.67 58 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 -
共同住宅,寄宿舎又は
下宿の制限,一部兼用
住宅の制限

- - 150 - - - - -

神戸市 ハイライフ竹の台（2）地区 竹の台2丁目 再 B 認 H 13 3 27 H 23 3 25 H 23 3 25 H 33 3 24 - 無 - - ヘ 6,791.49 48 1 住 既 ○ １低専 50 - 100 -

一戸建て個人専用住
宅（委員会が認める
一部併用住宅,下宿,
小看板は可）

- - - -
協定締結時より狭め
ることはできない。

- -
敷地の分割・併合の
制限,地盤面変更の
制限

神戸市
ガーデンハウス鹿の子台
ハーブの里第２地区

鹿の子台南町6丁目 再 A 認 H 13 9 7 H 23 1 5 H 23 1 5 H 33 1 4 - 無 - - ヘ 8,330.08 42 1 住 新 ○ ２住 60 - 200 -
一戸建て個人専用住
宅,一部兼用住宅

100 50 - - 1 - -

地盤面変更の制限,
一区画一戸建て,工
作物の張り出し制
限,広告塔等の制限,
垣・柵の制限

神戸市 グリーンタウン大原
大原１丁目・2丁目、
山田町原野字大山1

新 - - - - - - H 22 8 23 H 22 8 23 H 32 8 22 - 無 - - ヘ 1,862.22 9 1 住 新 ○ １低専 40 - 80 -
戸建専用住宅,一部の
兼用住宅

- - - - 1 - -

地盤面変更の制限,
門扉の制限,工作物
の張り出し制限,緑
化義務,テレビアン
テナの制限,看板・
広告塔・装飾塔の制
限,車両等出入口の
制限

神戸市 研究学園4団地 学園西町2丁目 新 - - - - - - H 22 9 15 H 22 9 15 H 37 9 14 - 無 - - ヘ 27,108.59 133 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
戸建専用住宅,一部の
兼用住宅,2世帯住宅

- - - - - - -

敷地の分割・併合の
制限,地盤面変更の
制限,看板・広告塔
等の制限,緑化の努
力義務

神戸市 鹿の子台北町7丁目地区 鹿の子台北町7丁目 新 - - - - - - H 22 12 15 H 22 12 15 H 32 12 14 - 無 - - ヘ 10,433.19 42 1 住 新 ○ ２住 60 - 200 -
戸建専用住宅,一部の
兼用住宅

80

40
（角地緩
和を受け
る場合は

50）

- 10 1 - - -

65 北九州市 北九州市 木屋瀬改盛町地区
八幡西区
木屋瀬四丁目732-1他
19筆

新 - - - - - - H 22 6 10 H 22 6 10 H 32 6 10 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 5,742.81 20 2 住 既 × １住 - - - - - - - - 2F以下 -
歴史的風致を著しく
損なわない

道路公共の場から見
える部分に露出しな
い

2方向屋根,瓦葺,自
然素材の色彩

北九州市
高見三条
L街区

八幡東区
高見二丁目700番
14,700-111,700-
112,700-113

新 - - - - - - H 23 1 12 H 23 1 12 H 33 1 12 - 有
更新回数は無制

限、延長年数は10
年

未 イ 1,704.64 4 1 住 新 ○ １低専 - - - - 専用住宅 60 40 - 10,2F以下 1.5 門塀・門柱1m

外から見えにくい位
置に配置,アンテナ
類設置禁止,門塀・
門柱に照明

門扉等の色彩は落ち
着いたものとする。
アプローチ等の素材
は通りと調和のとれ
たものとする。

66 福岡市 福岡市 豊浜１丁目 西区豊浜一丁目 新 - - - - - - H 22 4 12 H 22 4 12 H 32 4 11 - 有

更新回数無期限，
延長年数は10年

（１以上の所有者
の申し出がない限

り）

未 イ 56,283.16 228 1 住 既 ×
１低専,２

住
60 50 200 80 専用住宅 - - 165 10 1

生垣，ネットフェン
ス（ブロック塀不
可）

- -

福岡市
福岡ソフトリサーチパーク
地区

早良区百道浜二丁目 再 B 認 H 4 3 30 H 22 7 22 H 22 7 22 H 32 7 21 - 有

更新回数無期限，
延長年数は10年

（１以上の所有者
の申し出がない限

り）

未 イ 63,172.79 8 3 商 既 × 商業 80 - 400 - 事務所，付属駐車場 - - - 100
3
5

-
地域冷暖房導入を踏

まえた施設整備
-

福岡市 笹丘２丁目 中央区笹丘二丁目 再 B 認 H 17 7 21 H 22 9 16 H 22 9 16 H 27 9 15 - 有

更新回数無期限，
延長年数は5年

（１以上の所有者
の申し出がない限

り）

未 イ 9,069.50 44 1 住 既 × ２住 60 - 200 - ワンルーム規制 - - - 10,3F - - - -

福岡市 松山二丁目 城南区松山二丁目 新 - - - - - - H 22 9 27 H 22 9 27 H 32 9 26 - 無 - - イ 16,180.19 95 1 住 既 ×
１中高,２

住
60 60 100 200

専用住宅，福祉施
設，２４時間営業以
外の小規模店舗は可
ワンルームマンショ
ンを規制

- - - 10 - - - -

福岡市 愛宕１丁目1・2区 西区愛宕一丁目 新 - - - - - - H 22 10 14 H 22 10 14 H 27 10 13 - 無 - - イ 8,165.85 56 1 住 既 × １住,２住 60 60 200 200 - - - - 10,3F - - -
共同住宅は散乱しな
い構造のゴミ置き場
設置



当初の (当初) 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認
可の場
合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～
ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工
(複数時に

入力)
(複数時に

入力)
（％） （％） （㎡） 階数 (m)

期限終
了後の
対応

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定

福岡市
シーサイドももち・百道浜
４丁目Ｃ住宅地区

早良区百道浜四丁目 新 - - - - - - H 22 11 11 H 22 11 11 H 38 1 27 - 有

更新回数無期限，
延長年数は15年

（１以上の所有者
の申し出がない限

り）

未 イ 3,584.57 6 1 住 新 ○ １住 60 - 200 -
区画により
・専用住宅
・共同住宅

- - -

・10,2F，低
層の北側斜

線規制
・30,9F

・1,1.5
・2,3

・生垣
・

-

・間口は8ｍ以下で
生垣を連続，地盤の
高さ変更禁止，建物
色規制，勾配屋根ア
ンテナ・機械式駐車
場規制
・地盤の高さ変更禁
止，アンテナ・広告
規制

福岡市 野間３丁目２区 南区野間三丁目 新 - - - - - - H 22 12 2 H 22 12 2 H 27 12 1 - 無 - - イ 14,084.71 66 1 住 既 × ２住 60 - 200 -
法別表第二（ほ）項
第二，三号の用途の
規制

- - - 13 - - - -

福岡市 ジョイナス雁の巣きらなみ 東区雁の巣二丁目 新 - - - - - - H 22 12 9 H 22 12 9 H 32 12 9 - 有

更新回数無期限，
延長年数は15年

（１以上の所有者
の申し出がない限

り）

未 イ 9,371.87 47 1 住 新 ○ １低専 50 - 80 - 専用・兼用住宅 - - - 10,2F 1 - -

垣は生垣，ネット
フェンスに限る，盛
土禁止，広告規制，
機械式駐車場禁止

福岡市 内浜２丁目8,9,10 西区内浜二丁目 新 - - - - - - H 23 2 24 H 23 2 24 H 28 2 23 - 無 - - イ 4,407.17 31 1 住 既 × １中高 60 - 150 - ワンルーム規制 - - - 10 - - - -

福岡市
照葉まちづくり
（戸建住宅香椎照葉二丁目
北地区）

東区香椎照葉二丁目 新 - - - - - - H 23 3 24 H 24 3 24 H 33 3 23 - 有

更新回数無期限，
延長年数は10年

（１以上の所有者
の申し出がない限

り）

未 イ 6,191.78 24 1 住 新 ○ ２中高 60 - 200 - 専用住宅 - - - 10,2F 1，2，2.5

生垣・前面に植栽を
施したＣＢ，
後退0.6ｍ
高さ1.2ｍ

-

出入り口位置変更禁
止，勾配屋根，建物
色の規制，広告物禁
止，アンテナ規制

地区数： 94 新　規： 53 Ａ： 1 有： 未： イ： 1,934,380.56 7,995 １： 住： 既： 44

再認可： 41 21 63 61 41 88 88 54

ロ： ２： 商： 新：

Ｂ： 無： 済： 0 1 2 39

20 31 2 ハ： ３： 工： -

2 1 2 1

Ｃ： ニ： ４： 他：

1 0 4 2

ホ：

0

ヘ：
51

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H20.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成23年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡） 階数 (m)

7 福島県 いわき市 中央飯野四丁目
中央台飯野四丁目
2-1他

再 A 認 H 5 11 4 H 23 7 25 H 23 7 25 H 33 7 25 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 59,141.00 18 3 住 既 ×
２住，商

業
200 60 600 80

工場、戸建住宅、寄宿舎又は下
宿、共同住宅、物品販売業が主た
る用途の建築物及び倉庫が主たる
用途の建築物以外の建築物

- 60，50
1,000㎡未満
への分割禁

止
-

隣地側1.5m、道路側
3m

擁壁、塀及び柵等は
設けてはいけない。
ただし、運営委員会
が承認したものはこ

の限りでない。

-

建築物等の色彩、TV
アンテナ及び駐車場
施設は、周辺の環境
と調和したもの。

切土・盛土
及び進入口
の改廃禁止

8 茨城県 茨城県 フローレスタ須和間第４地区
那珂郡東海村大字
須和間字石ブシ
2003番外

新 - - - - - - H 23 5 16 H 23 5 23 H 33 5 15 - 有
廃止の申出がない場合更
新，延長年数10年，更新回
数の規定はない

未 イ 20,780.33 94 1 住 新 ○ 無指定 60 - 200 -

一戸建住宅，第一種低層住居専用
地域に建築可能な建築物（共同住
宅・寄宿舎・下宿又は獣医院は除
く）

100 50 -
軒高7，最高

10
1

フェンス1.5m,
ブロック・レンガ

0.5m
- 広告物設置不可

11 埼玉県 埼玉県 鳩山ニュータウン第11次
比企郡鳩山町鳩ヶ
丘一丁目１４８６
－１５他44筆

再 A 認 H 3 3 26 H 23 4 22 H 23 4 22 H 33 4 22 - 有 延長年数は10年 済 イ 8,811.18 45 1 住 既 × １低専 50 - 80 -
専用住宅・医院（獣医院を除く）
又は兼用住宅でかつ一戸建、附属
建築物、車庫

80 50,60 -
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
分割制限,壁・屋
根・色制限,広告制
限,緑の保全

埼玉県 鳩山ニュータウン第10次
比企郡鳩山町楓ヶ
丘一丁目６６４－
１０他94筆

再 A 認 H 3 12 24 H 24 2 10 H 24 2 10 H 34 2 10 - 有 延長年数は10年 済 イ 19,189.18 95 1 住 既 × １低専 50 - 80 -
専用住宅・医院（獣医院を除く）
又は兼用住宅でかつ一戸建、附属
建築物、車庫

80 50 -
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.2m以下のコンク
リートブロック

-
分割制限,壁・屋
根・色制限,広告制
限,緑の保全

埼玉県
鳩山ニュータウン第11次テラス
ハウス

比企郡鳩山町楓ヶ
丘二丁目６６４－
９３３他25区画

再 A 認 H 3 12 24 H 24 2 10 H 24 2 10 H 34 2 10 - 有 延長年数は10年 済 イ 3,223.33 26 1 住 既 × １低専 50 - 80 - 住居専用住宅、附属建築物、車庫 80 50 -
10軒高７地
階除２以下

隣１,道1.2（一部隣
1）

生垣又は１m以下の
フェンス、石積又は
1.5m以下のコンク
リートブロック

-
分割制限,壁・屋
根・色制限,広告制
限,緑の保全

埼玉県 ふじみ野市上野台二丁目住宅地
ふじみ野市上野台
二丁目３番の一
部、４番の一部

新 A - - - - - H 24 3 6 H 24 3 6 H 34 3 6 - 有 延長年数は10年 未 ヘ 23,159.55 188 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 -

住宅,２階建以下の長屋,事務所・
店舗兼用住宅の内第一種低層住居
専用地域内に建築できる兼用住宅,
２戸以下の共同住宅,診療所,これ
らの付属建築物

- - 120 10,2F 0.5
生け垣又は透視可能

なフェンス等
-

分割制限、地盤面の
変更制限

所沢市 西武グリーンヒル地区 下安松50-69外 新 B - - - - - H 24 3 30 H 24 3 30 H 34 3 29 ○ 無 - 未 ハ 23,890.88 112 1 住 既 ×
１低専,１

住
51 50,60 92 80,200 専用住宅,共同住宅,診療所 - - 132 9,2F,10,3F 0.9 - - -

H24.3.29既
存協定廃止
後、新規認
可

所沢市 松葉町5･6･7･20･21番地南地区 松葉町1886-235外 再 B 認 S 63 4 1 H 23 4 1 H 23 4 1 H 26 3 31 ○ 無 - 未 イ 6,614.03 29 1 住 既 × ２住 60 - 200 - 専用住宅,共同住宅 - - - 8,2F 0.8 - - -

上尾市 三井サニータウン住宅地区
上尾市大字小敷谷
919-4外

再 B 認 S 54 9 25 H 24 3 23 H 24 3 23 H 34 3 25 - 有 更新後、更に10年 未 イ 37,234.30 206 1 住 既 ×
１低専、
２低専、

１住

50（一低
住、二低

住）

60（一住
居）

80（一低
住、二低

住）

200（一住
居）

専用住宅,医院併用住宅 - - -

最高10、軒
高7、地上2
階以下、北

側斜線
5m+1.25/1

隣地道路共1.0 - -
区画の著しい変更不
可、形状・彩色等は
周辺と調和

12 千葉県 船橋市 星和町会

船橋市西習志野３
－１８６７－７８
他、飯山満町３－
１７６１－１０８
他、七林町１２７
－５他

再 B 認 S 51 3 31 H 23 4 1 H 23 4 1 H 28 3 31 - 無 - 未 ヘ 27,301.48 147 1 住 既 ×
１低専，

１住
50 60 100 200

戸建ての専用住宅・医院併用住
宅・店舗併用住宅、及びそれらの
附属建築物

100 50 -
9.0、2F、軒

高6.8
0.85 - - 再分割不可、緑化

船橋市 二和台住宅地区
船橋市二和東６－
１５０－２６他

再 B 認 S 56 2 6 H 23 6 30 H 23 6 30 H 28 6 29 - 有
廃止の申出がなければ、5
年間延長

未 ヘ 5,542.44 36 1 住 既 ×
１中高，

１住
60 - 200 -

Ａ地区＝専用住宅　Ｂ地区＝専用
住宅,店舗併用住宅,医院併用住宅

- - -
10,2F，軒高

7.0
0.7 - -

敷地分割の禁止,地
盤面の高さの変更禁
止,緑化

船橋市 船橋みやまハイランド
三山９－６６０－
５他

再 B 認 S 56 9 22 H 23 12 19 H 23 12 19 H 33 12 18 - 無 - 未 ヘ 10,126.88 55 1 住 既 × １中高 60 - 200 -
専用住宅,店舗兼用住宅,事務所兼
用住宅,診療所,診療所兼用住宅

200 60 - 10,3F 0.8 - - 敷地分割の禁止

13 東京都 大田区
池上七丁目21番及び周辺地区建
築協定

大田区池上七丁目
21番外

再 B 認 H 18 10 16 H 23 10 14 H 23 10 14 H 28 10 13 - 無 - 未 ヘ 3,690.50 19 1 住 既 × １中高 60 - 200 - - - - - 12 - - - -

世田谷区
野沢１丁目密・住・改善の会建
築協定

世田谷区野沢一丁
目８番他

新 - - - - - - H 24 2 1 H 24 2 1 H 29 1 31 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は５年

未 イ 2,074.30 14 1 住 既 ×
１低専・
１中高

60 - 150 200

①１低専：専用住宅、長屋、共同
住宅　②１中高：①に加え、２階
以下に設ける延べ面積500㎡以下の
店舗、飲食店等

特に規定な
し

特に規定な
し

100 10m,3F/B1F 0.5
生垣、フェンス等極
力透過性があり、耐

震性のあるもの
-

長屋・共同住宅に
あっては住戸数以上
の駐輪施設の附置、
１台/５戸の駐車ス
ペースの確保

世田谷区 北烏山一丁目住宅地
世田谷区北烏山一
丁目974番24～72

新 - - - - - - H 23 12 22 H 24 12 22 H 34 12 21 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 5,015.30 48 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 -
専用住宅（２戸までの長屋含
む）、共同住宅、兼用住宅、診療
所、附属車庫等

特に規定な
し

特に規定な
し

100
地階及び小
屋裏収納を
除き２以下

0.5
生垣、フェンス等極
力透過性があり、耐

震性のあるもの
-

地盤面は現状の地盤
とし、切土・盛土を
行ってはならない
（但し、切土・盛土
若しくは両方の合計
が20㎝以下のものは
この限りではない）

町田市 小田急玉川学園台住宅
金井町字20号2200
外111筆

新 B 公 H 3 3 20 H 23 9 16 H 23 9 26 H 33 9 15 - 無 - 未 イ 12,211.41 65 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 専用住宅、2戸長屋 80 40
形態変更及
び区画分割

は不可

最高9m,軒高
6.5m,地階を

除く2F

A地区：1m,B地区：
0.5m

- - -

国分寺市 国分寺市北町四丁目住宅地 北町四丁目７番 新 A - - - - - H 23 12 1 H 23 12 5 H 33 12 5 - 有
廃止の手続きがされない限
りさらに10年間自動的に更
新

未 イ 3,536.64 28 1 住 新 ○ １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - 125 2F 1 - -
切土・盛土の禁止，
公共的空間の整備

東京都
やすらぎの杜愛宕四丁目分譲住
宅地

多摩市愛宕4-24-1
～15

新 A - - - - - H 23 9 30 H 23 10 24 H 33 9 30 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 2,294.00 12 1 住 既 ○ １中高 60 - 200 - 住宅系用途 80 40 170 10,2F 1 ﾌｪﾝｽ1.5m - -

14 神奈川県 大和市 つきみ野６丁目６番地
つきみ野六丁目６
番２他

再 B 認 H 3 4 1 H 23 12 20 H 23 12 27 H 28 12 26 - 無 - 未 イ 2,301.13 12 1 住 既 × １低専 50 100 - -
一戸建て専用住宅（二世帯住宅は
可）

- - - - - - -
地盤変更：不可
土地分割：不可

16 富山県 富山市 上大久保
富山市上大久保字
古宮島割１０９１
番１　他１４筆

新 - - - - - - H 23 10 14 H 23 10 14 H 33 10 13 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 17,298.09 47 1 住 新 ○ １住 60 - 150 - 専用住宅 150 60 200 10ｍ 1.2 1.5ｍ -
外壁の色調，屋根形
状

20 長野県 中野市 長嶺ニュータウン 中野市大字七瀬 再 B 公 H 3 11 14 H 23 11 7 H 23 11 21 H 43 11 20 - 無 - 未 イ 80,803.49 295 1 住 既 × 無指定 60 - 100 - 一戸建ての住宅 80 50 - 9.5 1.5

道路に面する側の長
さ1.5ｍ以下、地盤
面からの高さ1.5ｍ

以下

- -

22 静岡県 富士宮市
アイグスタウン富士宮「桜並
木」

万野原新田4128番
22他36筆

新 A - - - - - H 23 10 7 H 23 10 7 H 33 10 7 ○ 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 10,025.24 37 1 住 新 ○ １低専 30 - 50 - 専用住宅 - - - 高さ10m 1

道路面：垣の構造は
生垣、柵の構造は透
視可能なフェンス等
（0.6m以下のものを

除く）

- 屋外広告物3m以下

25 滋賀県 大津市 月輪三丁目山ノ神地区

大津市月輪三丁目
字谷９２－７他２
１１筆（計２１２
筆）

新 B - - - - - H 23 7 14 H 23 7 14 H 33 7 14 - 有 10年間毎自動延長 未 イ 15,612.84 116 1 住 新 × 準工 60 - 200 - 200 60 - 10,2F - - -
区画の変更不可。元
の一区画以上可。

１　戸建専用住宅
２　兼用住宅で次の各項目に掲げる用
途を兼ねるもの。（これらの用途に供
する部分の床面積の合計が１５０㎡を
超えるものを除く。）
ア　事務所（建築基準法施行令第１３
０条の３第１号括弧書きの規定による
ものを同一敷地内に設けて業務を運営
するものを除く）
イ　日用品の販売を主たる目的とする
店舗又は食堂若しくは喫茶店その他こ
れらに類する店舗
ウ　理髪店、美容院、クリーニング取
次店その他これらに類するサービス業
を営む店舗
エ　洋服屋、畳屋、建具屋、自転車
屋、家庭電気器具店その他これらに類
するサービス業を営む店舗（原動機を
使用する場合にあっては、その出力の
合計が０．７５ｋｗ以下のものに限
る）
オ　自家販売のために食品製造業（食
品加工業を含む）を営むパン屋、米
屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類
するもの（原動機を使用する場合に
あっては、その出力の合計が０．７５
ｋｗ以下のものに限る）
カ　学習塾、華道教室、囲碁教室その
他これらに類する施設
キ　美術品又は工芸品を制作するため
のアトリエ又は工房（原動機を使用す
る場合にあっては、その出力の合計が

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定

区分

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日
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認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

守山市 ベルヴィタウン木浜建築協定 木浜町2299番16他 新 A - - - - - H 23 8 26 H 23 8 26 H 33 8 26 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 16,105.82 95 1 住 新 × 商 80 - 400 - 専用住宅、診療所その他制限有 200 60 165 10,2F 軒7m - - - - 緑地協定

27 大阪府 大阪府 楠ヶ丘地区（その２）
河内長野市楠ヶ丘
482番101他14筆

新 - - - - - - H 23 4 6 H 23 4 6 H 32 2 27 - 無 - 未 イ 2,303.49 15 1 住 既 ×
１低専,１

中高
50 60 100 200

専用住宅、診療所、運営委員会が
認めた店舗兼住宅

－ － 165 － － － － －

大阪府
コモンシティ星田西４丁目住宅
地区

交野市星田西4丁目
5332番16他110筆

再 A 認 H 3 3 20 H 23 4 20 H 23 4 20 H 33 4 19 - 無 - 未 イ 13,181.05 110 1 住 既 ○ ２中高 60 - 150 - 専用住宅 － － －
10、地上2以

下
1ｍ以上、1.5ｍ以上 － －

地盤高、擁壁、区画
変更、色彩、形態

大阪府 ガーデンハウス津々山台第３
富田林市津々山台5
丁目79番1号他76筆

再 A 認 H 4 3 6 H 24 3 6 H 24 3 6 H 44 3 5 - 無 - 未 イ 13,328.95 73 1 住 既 ○ ２中高 60 - 200 - 専用住宅 100 50 － 地上2以下 道路1.5ｍ以上 生垣等 －
区画変更、勾配屋
根、緑化

箕面市
森町南1丁目5街区サーペント
ガーデン建築協定

箕面市下止々呂美
17番81～17番95

新 A - - - - - H 24 3 30 H 24 3 30 H 44 3 29 - 有
異議がない限り10年毎に更
新

未 イ 33,288.10 15 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - 専用住宅 - - - - - 垣、柵、塀等１ｍ -
敷地境界から1.5
ｍ。緑化

和泉市 ガーデンハウスいぶき野
和泉市いぶき野一
丁目１５-1他71筆

再 B 認 H 4 3 30 H 24 1 31 H 24 2 2 H 34 2 1 - 有

土地所有者等の過半数の廃
止申し立てがないときは、
更に10年間更新されるもの
とし、以後この例によるも
のとする

未 イ 13,850.74 70 1 住 新 × １中高 60 - 200 - 専用住宅 - - -
地上３階以

下
-

生垣,幅50cm以上の
植栽帯

- 屋根は勾配屋根

枚方市 モデル以楽会地区
香里ヶ丘6丁目13番
地及び14番地地内

新 - - - - - - H 24 3 19 H 24 3 19 H 34 3 18 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 8,568.30 26 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 専用住宅,兼用住宅 - - 140 10,2F 0.5 - -
地盤面の高さの変更
禁止,緑化努力義務

豊中市
ファインコート豊中刀根山建築
協定

刀根山4丁目67番1
の一部他12筆

新 - - - - - - H 23 7 28 H 23 7 28 H 33 7 27 ○ 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ニ 8,274.41 66 1 住 新 ○ １中高 60 - 200 - 一戸建ての専用住宅 - - 120 2F 隣地0.5 - -
車庫1台,車庫出入口
の向き

吹田市 青山台２・３丁目 青山台２，３丁目 新 - - - - - - H 23 6 8 H 23 6 8 H 33 6 7 - 有
10年毎に自動更新。廃止取
消手続があるまで。

未 イ 83,671.62 243 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - 200 10 - - - -

吹田市 津雲台３・５丁目 津雲台３，５丁目 新 - - - - - - H 24 2 10 H 24 2 10 H 34 2 9 - 有
10年毎に自動更新。廃止取
消手続があるまで。

未 イ 20,353.24 63 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 専用住宅 - - 220 - - - - -

高槻市 松が丘グリーンポリス住宅地区
松が丘二丁目、三
丁目

新 - - - - - - H 23 7 13 H 23 7 13 H 28 7 12 - 有
更新回数は無制限、廃止手
続きがあるまで

未 ヘ 83,330.46 489 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
専用住宅、兼用住宅、入院設備を
持たない診療所等

－ ー 150 2F
隣地境界線から

北側：1ｍ
他：0.5ｍ

- - 地盤面の変更不可

28 兵庫県 尼崎市 東園田町7丁目地区 東園田町7丁目 再 B 認 H 3 3 1 H 23 4 28 H 23 5 20 H 28 4 30 - 無 - 未 ヘ 3,784.95 21 1 住 既 × １中高 60 - 200 - 一戸建専用住宅 - - - 2F - - - -

芦屋市 レジデンステラス山芦屋 山芦屋町23番地 新 - - - - - - H 24 2 20 H 24 2 20 H 39 2 19 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は15年

未 ヘ 7,379.00 21 1 住 既 ○ １低専 40 - 80 - 一戸建て住宅 - - - 2F - - -

敷地の再分割禁止,
地盤面高さの変更原
則不可,既存擁壁の
位置及び形状の変更
禁止,擁壁より工作
物を張り出しての築
造禁止,緑地帯の緑
化保全につとめるこ
と

40 福岡県 新宮町 新宮湊坂団地
新宮町湊坂6丁目3
番地

新 - - - - - - H 23 8 18 H 23 8 31 H 23 8 30 ○ 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 2,655.53 13 1 住 既 ○
１低専,
１住

40 60 60 200 専用住宅 - - - 10,3F
道路境界2,隣地境界
1.5,管理道路1.5

-
門及び門の付帯物は
道路境界線から1m以

上後退

屋根の色は無彩色が
原則

43 熊本県 熊本県 美咲野第7期建築協定
菊池郡大津町美咲
野4-1729-1 外9筆

新 - - - - - - H 23 6 13 H 23 7 1 H 28 7 1 - 有
廃止の申し出がない限り自
動的に10年ごとに延長

未 イ 43,415.00 116 1 住 新 ×
２低専、
１中高

50 60 100 200 専用住宅、兼用住宅等 - - - 10,2F
隣地境界線まで1.5m
以上、道路境界線ま

で2.0m以上

道路境界線から0.5m
以上後退

-
緑化、駐車スペース
の確保

熊本県
天草光の森ニュータウン建築協
定

天草市本渡町本戸
馬場字下山仁田
2469　外49筆

新 - - - - - - H 24 1 13 H 24 1 31 H 34 1 31 - 有
廃止の申し出がない限り自
動的に10年ごとに延長

未 イ 56,007.96 129 1 住 新 × 無指定 60 - 200 - 専用住宅、兼用住宅等 - - -
15,階数制限

なし
-

0.5m未満のブロック
　等

- -

熊本県
にじの森グリーンタウン建築協
定

菊池郡菊陽町武蔵
が丘北2-4103-1の
一部

新 - - - - - - H 24 3 28 H 24 4 10 H 25 4 10 - 有
廃止の申し出がない限り自
動的に10年ごとに延長

未 イ 52,728.08 165 1 住 新 ○ １中高 60 - 150 - アパート、店舗専用、長屋は禁止 - - -
高さ制限な

し、2F
1 フェンス1m - -

50 さいたま市 緑区
さいたま市三室大古里住宅建築
協定

緑区大字三室636-
142他

新 - - - - - - H 23 11 21 H 23 11 21 H 33 11 20 - 無 - 未 ヘ 25,039.94 135 1 住 既 ×
１低専
１住

50
50
60

100
100
200

法別表第2(い)項に掲げる建築物の
うち共同住宅、寄宿舎または下宿
を除く建築物とする。

100 50 -

2F,法第56条
に定める第
一種低層住
居専用地域
内の建築物
にかかる限

度以下

1,ただし、建築物に
付属する自家用車庫
で15㎡以内、及び物
置で5㎡以内のもの
はこの限りではな

い。

生垣、四つ目垣及び
フェンス

-

協定締結時、不適格
既存建築物について
は、現状を認めるこ
ととする。ただし、
増改築にさいして増
改築部分は、協定の
基準が適用される。

51 千葉市 千葉市 小中台３丁目西地区
稲毛区小仲台３丁
目８８１番４８他

新 B - - - - - H 23 4 1 H 23 4 1 H 33 3 31 - 無 - 未 ヘ 1,562.87 11 1 住 既 × １住 60 - 200 - 専用住宅 - - - 10、3F 1,0.8ｍ
生垣、透視可能フェ

ンス共1.8ｍ
- -

千葉市 若松台地区
若葉区若松台１丁
目９８３-１０他

新 A - - - - - H 23 5 16 H 23 5 16 H 33 5 15 - 有
廃止手続きがない限り10年
毎更新

未 ヘ 2,942.72 14 1 住 新 ○ １低専 50 - 100 - 専用住宅 - - - 10,2F 0.6m 生垣等緑化1.0m - -

52 川崎市 川崎市
「新丸子東3丁目地区」建築協定
書

中原区新丸子東３
丁目1100番12　他

新 B - - - - - H 24 3 27 H 24 3 27 H 34 3 26 - 有
10年更新ただし、30年を経
過した日の翌日まで

未 ヘ 33,794.53 3 3 商 既 ×
２住・準
工・商業

60 80 200 300・400 - - - - - 道路5.0 - - 日影

53 横浜市 横浜市 市ケ尾町1636 青葉区市ヶ尾町 再 B 公 H 13 4 13 H 23 4 5 H 23 4 5 H 33 4 4 - 無 - 未 ヘ 1,132.97 8 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 一戸建住宅、診療所併用住宅 - - 136 9(軒6.5),2F 道路1,隣地0.5
ブロック塀又は高さ
1m以上の塀や柵の禁

止
- 植栽等

横浜市 榎が丘Ｂ地区 青葉区榎が丘 再 A 公 H 2 5 25 H 23 6 3 H 23 6 3 H 33 6 2 - 有
更新は２回まで、延長年数
は10年

未 ヘ 4,171.42 18 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
一戸建専用住宅、医院併用住宅、
親族の二世帯が同居する住宅

- - - 9(軒7.5),2F 1 開放性のあるもの -

敷地分割禁止、地盤
の高さ等の変更禁
止、架台等の築造禁
止等

横浜市 岡津地区 泉区岡津町 再 B 公 H 3 6 15 H 23 10 14 H 23 10 14 H 33 10 13 - 無 - 未 ヘ 28,065.94 118 1 住 既 × １低専 50 - 80 -
一戸建専用住宅、診療所、兼用住
宅、共同住宅、長屋

- - 180165 10(軒7.5) 1 開放性のあるもの - -

横浜市 奈良五丁目13番地地区 青葉区奈良五丁目 新 - - - - - - H 23 10 14 H 23 10 14 H 33 10 13 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 ヘ 7,845.10 50 1 住 既 × ２中高 60 - 150 - 一戸建専用住宅、兼用住宅 80 40 - 10,北斜 - - - -

横浜市 アトラス上大岡ガーデン 港南区東芹が谷 新 - - - - - - H 24 1 25 H 24 1 25 H 34 10 30 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 5,045.00 33 1 住 既 ○ １低専 60 - 100 - 一戸建専用住宅、長屋、長屋 - - 125 9.5(軒7),2F 道路1,隣地0.5 - -

地盤の高さの変更禁
止、色彩等の意匠、
緑化、架台の築造禁
止等

横浜市 港北ニュータウン夕月野
都筑区加賀原一丁
目

再 A 公 H 13 11 22 H 24 2 3 H 24 2 3 H 34 2 2 - 無 - 未 ヘ 23,428.09 133 1 住 既 ×
１低専・
２低専

40 - 80 - 一戸建専用住宅 - - 165 10(軒7),3F 1
透視性のあるフェン

ス等
-

地盤の高さの変更禁
止、屋根形状、色調
等

横浜市 さちが丘Ａ地区 旭区さちが丘 再 B 公 H 4 3 5 H 24 2 15 H 24 2 15 H 34 2 14 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 13,737.85 61 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 一戸建専用住宅、医院併用住宅 - - - 軒7.5 1 生垣 -
敷地分割禁止、地盤
の高さの変更禁止等

横浜市 桂台Ａ地区 青葉区桂台二丁目 再 A 公 S 63 12 15 H 24 3 23 H 24 3 23 H 34 3 22 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 8,263.88 41 1 住 既 × １低専 40 - 80 - 一戸建専用住宅、医院併用住宅 - - - 9(軒7),2F 1 開放性のあるもの -
敷地分割禁止、地盤
の変更禁止、色彩等

58 名古屋市 名古屋市 鳴子東地区 鳴子町 新 B - - - - - H 24 2 27 H 24 2 27 H 29 2 26 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は5年

未 イ 24,372.90 79 1 住 新 ×
１低専,２

低専
40 - 80 - 一戸建て住宅 80 40 　 ２F - - - 分筆不可

59 京都市 京都市 Iキャンパス地区 上京区 新 B - - - - - H 24 3 23 H 24 3 23 H 44 3 22 - 有
１回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 55,200.00 1 2 住 既 ×
２住，２

中高
60 - 200 300 学校他 - - -

16m，15m
3F,4F

28m，25m，10m，9m - - -

61 堺市 堺市 新檜尾台１丁全区
堺市南区新檜尾台
１丁１番３号外

再 B 認 H 13 2 1 H 23 4 1 H 23 4 1 H 33 3 31 - 有 10年毎に自動更新 未 イ 76,330.63 294 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
専用住宅、併用住宅の場合延べ床
面積の1/2以下

- - 175 10,2F - - - -

堺市 茶山台三丁東地区
堺市南区茶山台３
丁２５番１外

再 B 認 H 19 2 1 H 24 2 1 H 24 2 1 H 29 1 31 - 有 5年毎に自動更新 未 イ 52,615.82 158 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
専用住宅、併用住宅の場合延べ床
面積の1/2以下

- - 178 - 1.5 - - -

堺市 城山台１丁南地区
堺市南区城山台１
丁２１番１号外

再 B 認 H 3 7 11 H 24 3 1 H 24 3 1 H 34 2 28 - 有 10年毎に自動更新 未 イ 20,876.44 95 1 住 既 × １低専 40 - 80 -
専用住宅、併用住宅の場合延べ床
面積の1/2以下、25㎡以下

- - 180 - - - - -

62 神戸市 神戸市 ブルータウン鈴蘭台住宅地 北区君影町６丁目 再 A 認 S 51 9 1 H 23 9 16 H 23 9 16 H 33 9 15 - 無 - 未 ヘ 6,895.83 40 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
一戸建て専用住宅、診療所、又は
一部の兼用住宅

- - - - - - -
地盤高さの制限,１
区画１戸建て

神戸市 神戸ハーバーランド地区
中央区東川崎町１
丁目

再 A 認 H 3 12 24 H 24 3 2 H 24 3 2 H 34 3 1 - 無 - 未 ヘ 123,244.74 20 3 商 既 × 商業,準工 75 60,80 500
200,400,50
0,600,700,

800

文化、商業及び業務等にふさわし
い用途

- - 1000以上

周辺の環境
及び景観に
調和する高

さ

- - 照明への配慮

設備・外装の景観へ
の配慮,電話柱・電
力柱の設置制限,物
置等附属建築物の設
置制限,駐車場・駐
輪場の確保,サービ
ススペースの集約
化,緑化努力義務

る場合にあっては、その出力の合計が
０．７５ｋｗ以下のものに限る）
３　診療所
４　町内会等の地区住民を対象とし、
社会教育的な活動あるいは自治活動の
目的の用に供するための公民館、集会
所その他これに類するもの。
５　前各項目の建築物に付属するも
の。
６　建築基準法施行令第１３０条の５
の３に定めるもののうち、宅地建物取
引業を営む店舗（ただし、地区内の取
引業務に限る。）



当初の (当初) 期限終了 協定の 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 建ぺい率 建ぺい率 容積率 容積率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定

区分

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

神戸市 秋葉台地区
西区秋葉台１～３
丁目

再 B 認 H 3 12 26 H 23 12 26 H 23 12 26 H 33 12 25 - 無 - 未 ヘ 196,795.65 879 1 住 既 ×
１低専,１

住
45 40,60 110 80,200

一戸建て専用住宅及び診療所,一部
の兼用住宅及び公益上必要な建築
物

- - 150以上
2階以下（地
階を除く）

1 - -

地盤面変更の制限,
色彩・形態の制限,
看板・広告塔の種類
制限,二段式ガレー
ジの位置制限,１区
画１戸建て

神戸市
ガーデンハウス鹿の子台ハーブ
の里第３地区

北区鹿の子台南町
６丁目

再 A 認 H 13 9 7 H 23 5 12 H 23 5 12 H 33 5 11 - 無 - 未 ヘ 4,125.05 21 1 住 既 × ２住 60 - 200 -
一戸建て専用住宅又は一部の兼用
住宅

100
50（角地に
よる緩和

可）
-

10,3階以下
（地階を除

く）
1 塀の種類の制限

電気・ガス・上下水
道の施設は協定の適

用除外

工作物の張り出し制
限,広告塔・広告板
の設置制限,１区画
１戸建て

神戸市 神戸北町日の峰３丁目地区 北区日の峰３丁目 再 B 認 H 14 3 26 H 24 3 26 H 24 3 26 H 34 3 25 - 無 - 未 ヘ 94,654.00 489 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
一戸建て専用住宅又は一部の兼用
住宅,一部区域における寄宿舎、下
宿の制限

- - - - 1 塀の種類の制限
テレビアンテナの設

置制限

地盤面変更の制限,
門扉の構造の制限,
車両出入口の位置制
限,工作物の張り出
し制限,看板・広告
塔の設置制限,緑化
努力義務

神戸市 神戸北町日の峰４丁目Ｂ地区 北区日の峰４丁目 再 A 認 H 3 12 26 H 23 8 31 H 23 8 31 H 33 8 30 - 無 - 未 ヘ 16,064.11 64 1 住 既 × １低専 50 - 100 -
一戸建て専用住宅又は一部の兼用
住宅

- -

再分割の場
合400以上
（一部区

域）

-

隣地境界線から1m
（一部区域は隣地境
界線から1.5m）,道
路境界線から2m

塀の種類の制限
テレビアンテナの設

置制限

地盤面変更の制限,
工作部の張り出し制
限,擁壁の設置位置
の制限,門扉の構造
の制限,車両出入口
の位置制限,看板・
広告塔・装飾塔の設
置制限,緑化努力義
務,１区画１戸建て

神戸市 鹿の子台北町７丁目地区
北区鹿の子台北町
７丁目

再 A 認 H 22 12 15 H 23 8 8 H 23 8 8 H 33 8 7 - 無 - 未 ヘ 10,433.19 42 1 住 新 × ２住 60 - 200 -
一戸建て専用住宅又は一部の兼用
住宅

80
40（角地に
よる緩和

可）
- 10 1 - - -

神戸市 岡本桜坂地区 東灘区岡本７丁目 新 - - - - - - H 23 6 1 H 23 6 1 H 33 5 31 - 無 - 未 ヘ 15,285.73 47 1 住 新 ○ １低専 40 - 80 -
一戸建て専用住宅又はこれに附属
する物置、自動車車庫

- - - - 一部区域で3.5 塀の設置位置の制限 -

擁壁の形態・仕上
げ・構造の制限,地
盤面変更の制限,屋
根・壁面の色彩の制
限,１区画１戸建て

66 福岡市 福岡市 平尾３丁目 中央区平尾三丁目 新 - - - - - - H 23 5 19 H 23 5 19 H 28 5 18 - 無 - 未 イ 4,741.65 22 1 住 既 × ２住 60 - 200 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ及び法別表第二（に）
項第四号，同（ほ）項第二号，第
三号に掲げる用途の禁止

- - - 12 - - - -

福岡市 香椎駅東３丁目
東区香椎駅東三丁
目

新 - - - - - - H 23 10 20 H 23 10 20 H 33 10 19 - 有 10年×2回まで 未 イ 12,044.41 61 1 住 新 ×
１中高，

２住
60 - 150 200

ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ及び法別表第二（に）
項第四号，同（ほ）項第二号，第
三号に掲げる用途の禁止

- - - 10,3F - - - -

福岡市 香椎照葉４丁目東
東区香椎照葉四丁
目

新 - - - - - - H 23 10 20 H 23 10 20 H 33 10 19 - 有
更新回数無期限，延長年数
は10年（1以上の所有者の
申し出がない限り）

未 イ 20,385.02 3 1 住 新 × ２住 60 - 200 - 共同住宅 - - - - - - - -

福岡市 百道浜４丁目A
早良区百道浜四丁
目

再 A 認 H 1 5 8 H 23 11 11 H 23 11 11 H 33 11 10 - 有 10年×3回まで 未 イ 17,210.19 65 1 住 新 ○
１中高，

１住
60 - 150 200 専用住宅 80 50

現状の区画
割面積以上

10,2F 3 仕様：生垣 - -

福岡市 香椎台 東区香椎台一丁目 再 A 認 H 13 9 13 H 23 11 14 H 23 11 14 H 33 11 13 - 無 - 未 イ 108,399.66 526 1 住 新 ○ １低専 50 - 80 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ禁止，専用及び兼用住
宅

- - - - - - - -

福岡市 百道浜４丁目B
早良区百道浜四丁
目

再 A 認 H 3 5 13 H 24 1 12 H 24 1 12 H 34 1 11 - 無 - 未 イ 31,257.81 107 1 住 新 ○
１中高，

１住
60 - 150 200 専用住宅 80 50

現状の区画
割面積以上

10,2F 3 仕様：生垣 - -

福岡市 七隈７丁目 城南区七隈七丁目 新 - - - - - - H 24 2 9 H 24 2 9 H 34 2 8 - 無 - 未 イ 24,051.00 140 1 住 既 ×
１低専，
１中高

50 60 80 150 - - - - 10,3F - - - -

地区数： 72 新　規： 37 Ａ： 5 有： 未： イ： 1,932,118.36 7,252 １： 住： 既： 20
再認可： 35 24 43 69 38 68 70 49

ロ： ２： 商： 新：
Ｂ： 無： 済： 0 1 2 23
25 29 3 ハ： ３： 工：

1 3 0
Ｃ： ニ： ４： 他：
0 1 0 0

ホ：
0

ヘ：
32

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H20.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成24年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡） 階数 (m)

1 北海道 江別市 野幌商店街建築協定 野幌町55番地6外 新 - - - - - - H 24 10 31 H 24 11 1 H 34 10 31 - 有

・協定有効期間（10年）満
了前までに、廃止申請がな
い場合、更に5年更新さ
れ、以後この例による

未 イ 12,576.98 35 4 商 既 × 商業 400 - 80 -

住宅（共同住宅、長屋を除く）
としてはならない。ただし、併
用住宅で前面道路に面する1階
を住宅以外とする場合はこの限
りではない。

- - - - - - -

建築物の外壁で前面
道路に面する部分に
レンガ又はレンガタ
イルを使用する。

8 茨城県 古河市 けやき平第3工区 けやき平一・二丁目 新 - - - - - - H 24 6 29 H 24 6 29 H 34 6 28 - 有

有効期間の満了6カ月まで
に土地の所有者等の過半数
の廃止申し立てがない限
り、さらに10年延長するも
のとする

未 イ 15,866.79 67 1 住 新 ×
１低専,２

低専
80 200 40 60 法に準ずる - - - 2F -

塀1.2ｍ以下としな
ければならない
化粧仕上げなしの空
洞コンクリートブ
ロック塀、組み立て
コンクリート塀とし
てはならない。
隣地に接する塀は、
風通しの良い構造と
し、生垣、板塀、
フェンス等とする。
それ以外の構造の場
合についての最高限
度は、敷地より1.2
ｍ以下とする。

-

協定運営委員会の許
可なく区分の分割、
宅地の形状変更及び
近隣と著しく異なる
地盤の高さの変更を
してはならない

10 群馬県 群馬県 うららの郷住宅地
利根郡みなかみ町羽場字宮下７
４５番地１　外７４筆

再 A 認 H 12 5 19 H 24 8 16 H 24 9 11 H 34 8 15 ○ 有
・更新回数は無制限、延長
年数は10年。それ以降は廃
止公告日まで

未 イ 40,003.17 75 1 住 新 ×

無指定
（都市計
画区域
外）

- - - -
第２種低層住居専用地域に相当
する用途

- 100 50 10,2F 1
ブロック塀等構造物
1ｍ

-

勾配屋根義務,道路
斜線1.25,北側斜線
1.25･5ｍ,分譲区画
の分割不可,緑化義
務

11 埼玉県 埼玉県
富士見市きずなテラスつるせ台
１２８分譲住宅地建築協定

富士見市鶴瀬西２丁目２５４４
番３

新 B - - - - - H 24 11 20 H 24 11 20 H 34 11 19 - 有 ・延長年数は10年 未 イ 21,265.38 128 1 住 新 × １中高 200 - 60 -

一戸建の住宅及び事務所、店舗
その他これらに類する用途を兼
ねるもののうち、政令第130条
の3で定めるもの

- 200 60
10ｍ、12ｍ
地階除２，
３以下

隣0.5 - - 分割制限

越谷市 花と果樹の街こしがや
越谷市大字恩間字中堤369番1、
369番2、371番1、372番1

新 A - - - - - H 24 10 1 H 24 10 3 H 34 10 2 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 1,619.09 11 1 住 既 ○ １中高 200 - 60 - 専用住宅 - - -
10,2F,軒高
7,北側斜線
1.25+7

0.5～1 緑地帯 - 緑化

春日部市
スマートハイムシティ春日部建

築協定
大沼一丁目8-1の一部、55の一

部
新 B - - - - - H 24 5 1 H 24 5 1 H 34 5 1 - 有

更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 4,149.36 31 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 -
専用住宅，併用住宅（事務所・
学習塾など）

- - -
10，2階（地
階を除く）

隣地側0.6m以上，道
路側0.8m以上（※原
則である）

生垣又は高さ1.2m以
下の開放的なフェン
ス（原則である）

- 緑の保全

春日部市 ガーデンタウン南桜井建築協定 西金野井字尾ヶ崎64-13他 再 A 公 S 53 11 24 H 24 9 1 H 24 9 1 H 34 9 1 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

済 ヘ 10,912.15 85 1 住 既 ○
１低専,１
中高,１住

80 200 50 60 専用住宅 - - - - -
敷地の境界、その他
に設ける囲いは生垣

- -
更新，位置
形態の変更
禁止，緑化

12 千葉県 千葉県
パレットコート流山セントラル
パーク

流山市平和台五丁目399番4他 新 A - - - - - H 25 1 21 H 25 2 8 H 35 2 8 - 有
・更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 6,292.91 45 1 住 新 ○ １低専 150 - 60 -
一戸建ての住宅、長屋（2戸以
下）診療所、診療所兼用住宅、
学習塾等兼用住宅

- - - 10,2F 0.6
生垣又は1.2m以下の
フェンス、フェンス
の基礎は0.3m以下

- 緑化、外灯設置義務

船橋市 せせらぎの街建築協定 坪井東3-1334-8他 新 A - - - - - H 24 4 2 H 24 4 2 - - - - ○ 無 - - ヘ 22,437.86 131 1 住 新 ○
１中高,１

住
200 200,200 60 60,60 一戸建て専用住宅 155 - - 10,2F,軒高7 1 - -

地盤面変更不可,屋
根は勾配屋根とし原
色や蛍光色等は避け
る。

船橋市 高根台2丁目住宅地区 高根台2-3-20他 新 H 25 3 1 H 25 3 1 H 35 2 28 有
廃止の申し出がない限り、
10年毎に更新

未 ヘ 19,068.43 127 1 住 新 ○ １低専 100 50

住宅(住戸数2の長屋を含む),住
宅で事務所・店舗その他これら
に類する用途を兼ねるもののう
ち政令第130条の3で定めるも
の,共同住宅(住戸数が2のも
の),診療所,法第85条に基づく
仮設建設物(不動産販売所・工
事現場事務所に限る。)

135 1
生垣,透視可能なﾌｪﾝ
ｽ,ﾌﾞﾛｯｸ1.0m

地盤面変更不可,敷
地分割不可,外壁の
色は原色や蛍光色等
は避ける。

松戸市 ファンカーサ松戸建築協定
松戸市金ヶ作字南中町３３２番
1及び同番６３から同番７９ま
で

新 A - - - - - H 24 12 14 H 24 10 11 - - - - ○ 有 10年間自動更新 未 ヘ 2,988.24 18 1 住 既 ○ 無指定 100 - 50 - 一戸建ての住宅 165 - - 10ｍ、3Ｆ 0.8 - - -

柏市 柏ビレジ第二地区 花野井字葉能田1652番38他10筆 再 B 認 H 14 7 31 H 24 7 31 H 24 7 31 H 34 7 30 -
有

（10）
更新回数無制限，延長年数
10年

未 ヘ 2,449.65 11 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
専用住宅もしくは診療所兼用住
宅（付属する車庫，物置を含
む）

100 50 170以上
9ｍ以下・地
階を除き2階

以下
1 - 水洗 軒高・斜線

柏市 柏ビレジ第三地区 大室字宮前1571番２他77筆 再 B 認 H 14 7 31 H 24 7 31 H 24 7 31 H 34 7 30 -
有

（10）
更新回数無制限，延長年数
10年

未 ヘ 15,072.78 76 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
専用住宅もしくは診療所兼用住
宅（付属する車庫，物置を含
む）

100 50 170以上
9ｍ以下・地
階を除き2階

以下
1 - 水洗 軒高・斜線

柏市 柏ビレジ第四地区
大室字八反目台1849番地56他７
筆

再 B 認 H 14 12 2 H 24 11 30 H 24 11 30 H 34 12 1 -
有

（10）
更新回数無制限，延長年数
10年

未 ヘ 1,484.62 8 1 住 既 × １住 200 - 60 -
専用住宅もしくは診療所兼用住
宅（付属する車庫，物置を含
む）

100 50 170以上
9ｍ以下・地
階を除き2階

以下
1 - 水洗 軒高・斜線

14 神奈川県 横須賀市 湘南たけやま住宅地 武5丁目1033番115ほか 新 - - - - - - H 25 3 11 H 25 3 11 H 35 3 10 - 有
協定者の過半数の申し出が
あった場合10年ごとに自動
更新。更新回数は無制限

- ヘ 46,905.42 292 1 住 既 × １中高 200 - 60 -
専用住宅、医院併用住宅、診療
所、店舗併用住宅

- - - 最高9,階数2
北側、東側、西側隣
地１ｍ

- - 敷地分割禁止

厚木市
温水西一丁目戸建て開発地域
第三街区建築協定

温水西一丁目980-91～106、
980-112～128、980-136～158

新 - - - - - - H 24 9 10 H 24 9 10 H 29 9 10 - 有
異議がない限り5年毎に更
新

未 ヘ 7,196.81 56 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 -
一戸建ての住宅、兼用住宅、共
同住宅、長屋

区画分割不
可

- -

最高高さ10
ｍ以下、軒
高7ｍ以下、
2F

道路から1
隣地から0.5

色彩、高さは周囲と
の調和

-
屋根、外壁の色は周
囲との調和

厚木市
温水西一丁目戸建て開発地域
第二街区建築協定

温水西一丁目980-38～48、980-
60～88

新 - - - - - - H 24 10 10 H 24 10 10 H 29 10 10 - 有
異議がない限り5年毎に更
新

未 ヘ 5,286.80 40 1 住 既 × １中高 200 - 60 -
一戸建ての住宅、兼用住宅、共
同住宅、長屋

区画分割不
可

- -

最高高さ10
ｍ以下、軒
高7ｍ以下、
2F

道路から1
隣地から0.5

色彩、高さは周囲と
の調和

-
屋根、外壁の色は周
囲との調和

大和市 つきみ草 つきみ野一丁目９番３外 再 B 認 H 3 4 1 H 25 1 31 H 25 2 5 H 35 2 4 - 無 - - イ 4,915.77 27 1 住 既 - １低専 100 - 50 - 一戸建て専用住宅（２世帯可） - - - - - - -
敷地分割禁止、盛土
禁止

大和市 コートアベニューつきみ野 下鶴間時甲一号８０番１０外 再 A 認 H 14 12 9 H 25 3 29 H 25 3 29 H 35 3 28 - 無 - - イ 7,186.73 57 1 住 新 ○ １低専 80 - 50 -
一戸建て専用住宅（２世帯
可）、店舗等併用住宅

- - -
2階（地階除
く）

外壁等隣地0.6 - -
敷地分割禁止、盛土
禁止、緑地帯の設置

大和市 つきみ野８丁目１３番地 つきみ野八丁目１３番１４外 再 B 認 H 2 6 1 H 25 3 29 H 25 3 29 H 35 3 28 - 無 - - イ 3,243.87 17 1 住 既 -
１低専,２

住
100 200 50 60 一戸建て専用住宅（２世帯可） - - -

2階（地階除
く）

外壁等隣地0.9軒先
隣地0.2

- -
敷地分割禁止、盛土
禁止

19 山梨県 山梨県 パストラルびゅう桂台第３区
大月市猿橋町桂台三丁目１番１
号外

新 B - - - - - H 24 5 24 - - - - - - - - - 有
更新回数は無制限、延長年
数は15年

未 イ 22,875.31 107 1 住 既 × １住 80 - 50 -
専用住宅、兼用住宅、診療所、
付属車庫および物置

- - - 10,- 1m以上

生垣1.5ｍ以下、隣
地境界線に沿って柵
を設ける場合は1.2
ｍ以下

- 緑化義務

24 三重県 四日市市 ヒュ－マンタウン釆女が丘
釆女が丘一丁目、二丁目、三丁
目、四丁目、五丁目

再 B 認 H 3 11 3 H 25 3 28 H 25 3 28 H 35 3 27 - 有
・1回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 235,232.22 906 1 住 既 ×

１低専,２
低専,２中
高,準住,

近商

80 100,200 50 60,80

(一低専,二低専,二中高)
共同住宅、長屋又は寄宿舎への
制限
(準住，近商)
共同住宅、長屋又は寄宿舎、ホ
テル又は旅館、自動車教習所、
ﾏｰｼﾞｬﾝ屋又はﾊﾟﾁﾝｺ屋その他こ
れらに類するもの、畜舎（15m
以下）への制限

- - 180㎡以上

最高高10m以
下,軒高7m以
下(近商除
く)

-

生垣,ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ等
1.5ｍ以下（A地区）
生垣,ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ等
1.2ｍ以下（B地区)

-
棟数及び敷地出入口
制限、看板、公告板
制限

25 滋賀県 大津市 真野六丁目第２地区
大津市真野六丁目１０番１３他
１８筆（計１９筆）

新 A - - - - - H 24 12 3 H 24 12 3 H 34 12 3 - 有 10年間毎自動延長 未 イ 2,679.22 15 1 住 新 ○
１低専,１

住
200 - 60 -

ア　一戸建ての住宅（併用住宅
含む）、長屋住宅及び共同住宅
イ　店舗、飲食店その他これら
に類する用途に供するもののう
ち建築基準法施行令第130条の5
の2で定めるものでその用途に
供する部分の床面積の合計が
150㎡以内のもの。（3階以上の
部分をその用途に供するものを
除く。）
ウ　診療所
エ　巡査派出所、公衆電話その
他これらに類する公益上必要な
建築物で、建築基準法施行令
130条の4で定めるもの。

- 200 60 12

道路1.5m（2辺以上
道路に接する敷地に
ついては、主要に出
入りする道路側の道
路境界線から1.5m以
上とし、その他の道
路境界線からは0.5m
以上とする）隣地
0.5ｍ。
ただし、物置その他
これに類する用途に
供するもので、軒の
高さが2.3ｍ以下で
かつ床面積の合計が
5㎡以内である場
合、又は自動車車
庫、機械室その他こ
れに類するものはこ
の限りではない。

敷地周囲の「へい」
は、「生垣」又は
「ネットフェンス及
びアルミ柵に類する
もので透視可能なも
の」を基本とし、道
路境界側は極力緑化
につとめること。
ただし、墓地に面す
る敷地境界に設置す
るものはこの限りで
はない。

- -

26 京都府 京都府
木津南州見台六丁目２番地
（西）地区建築協定

京都府木津川市州見台六丁目２
番の一部

新 - - - - - - H 25 1 29 H 25 1 29 H 35 1 28 ○ 有

・期間満了日の6ヶ月前ま
でに、土地の所有者等の過
半数の廃止の申し立てがな
いときは、さらに10年間自
動更新される。

未 ヘ 22,993.02 - 1 住 新 ○ ２中高 200 - 60 - 専用住宅 170 80 50

最高高さ10
ｍ、北側斜
線制限5ｍ＋
0.6／1

- - - -

27 大阪府 大阪府 二色の浜旭住宅Ａ地区 貝塚市澤1003-10 再 A 認 H 14 2 1 H 24 6 19 H 24 6 19 H 34 6 19 - 有
・過半数の廃止の申し立て
がない限り10年毎に自動更
新。以降廃止まで。

未 ヘ 12,935.55 85 1 住 既 × １住 200 - 60 - 一戸建専用住宅 分割禁止 - - 9,2F 0.8 生垣又はフェンス -
地盤面の高さ変更禁
止

区分

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定



当初の (当初) 期限終了 協定の 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡） 階数 (m)

区分

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定

高槻市
南平台中央第一地区住宅地建築
協定

高槻市南平台二丁目３２番２、
他３８２筆

新 B - - - - - H 24 5 24 H 24 5 24 H 34 5 23 - 有
・更新回数は無制限、廃止
手続きがあるまで

未 イ 77,351.08 329 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
専用住宅、兼用住宅、入院設備
を持たない診療所等

－ － － 2F
隣地境界線から
北側：1ｍ
他：0.5ｍ

- - 地盤面の変更不可

枚方市 ひらかた北山なごみの街 北山１丁目地内 再 A 認 H 9 11 28 H 24 4 4 H 24 4 4 H 30 4 8 - 有
・1回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 27,561.46 142 1 住 既 × １低専 100 - 50 - 専用住宅 - 100 50
最高高さ10,
軒の高さ
7,2F

1

生垣,パイプフェン
ス等とする

CB塀等の禁止

テレビアンテナ設置
の原則禁止

敷地：人工地盤の禁
止,地盤面の高さの
変更禁止,
緑化努力義務,広告
物の設置禁止

28 兵庫県 宝塚市 阪急宝塚山手台第８住宅地区 山手台５丁目2-1他 新 - - - - - - H 24 11 8 H 24 11 8 H 34 11 7 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 29,900.00 160 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 - - - - - 2Ｆ - -
テレビアンテナ等屋
外に設置してはなら
ない

区画の変更不可,地
基地の地盤高の変更
不可,擁壁等からの
はみ出し不可,

30 和歌山県 和歌山県 橋本市小峰台 橋本市小峰谷1-1-1他 再 A 認 H 3 12 12 H 24 9 24 H 24 9 28 H 34 9 27 - 有
・更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 ヘ 80,488.00 432 1 住 既 × １住 80 40 - - 専用住宅 - - - 2F - - - -

和歌山県 橋本市紀見ヶ丘 橋本市紀見ヶ丘1-223-422他 新 - - - - - - H 25 3 25 H 25 4 2 H 35 4 1 - 有
・更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 ヘ 161,039.00 970 1 住 既 ×
１低専,近
商,無指定

80 200 40 80 専用住宅他 - - - 2F - - - -

和歌山県 橋本市あやの台2丁目第3地区 橋本市あやの台2-35-1他 新 - - - - - - H 25 2 7 H 25 2 15 H 35 2 14 - 有
・更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 ヘ 38,477.00 211 1 住 新 ○
１低層,１

住
80 200 40 60 専用住宅 - - - 2F - - - -

40 福岡県 新宮町 杜の宮Ⅱ期住宅開発地区 新宮町大字下府840-306 新 - - - - - - H 24 6 26 H 24 7 13 H 34 7 12 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 47,980.57 224 1 住 既 ○
１低専,１

住
150 100,200 55 50,60

一戸建ての住宅、2戸以下の長
屋、兼用住宅、附属建築物

200 100 50 10,2F 1

透過性のある柵1.1m
但し、玄関、勝手
口、浴室、居室につ
いては、条件付きで
透過性のない柵や兵
を設置できる。

ＴＶ等の受信につい
て、共同で受信可能
な場合は各自で設置
してはならない。共
同による受信が不可
能な場合は、建築物
の軒の高さを超えな
いものとする。

屋根：低彩度・低明
度
外壁の色：ガイドラ
インに定めるものを
基本とし、原色不可

新宮町 杜の宮Ⅱ期住宅開発地区 新宮町大字下府840-306 再 A 認 H 24 6 26 H 25 2 12 H 25 2 26 H 34 7 12 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 47,977.53 224 1 住 既 ○
１低専,１

住
150 100,200 55 50,60

一戸建ての住宅、3戸以下の長
屋、兼用住宅、附属建築物

200 100 50 10,2F 1

透過性のある柵1.1m
但し、玄関、勝手
口、浴室、居室につ
いては、条件付きで
透過性のない柵や兵
を設置できる。

ＴＶ等の受信につい
て、共同で受信可能
な場合は各自で設置
してはならない。共
同による受信が不可
能な場合は、建築物
の軒の高さを超えな
いものとする。

屋根：低彩度・低明
度
外壁の色：ガイドラ
インに定めるものを
基本とし、原色不可

上記建築協
定の変更

41 佐賀県 佐賀県
小城本町通り建築協定　３ブ
ロック

小城市小城町字東小路の一部、
字新工事の一部

新 - - - - - - H 24 9 3 H 24 9 3 H 34 9 30 - 無 - - ヘ 12,038.42 39 2 商 既 × 無指定 200 - 70 - 原則、店舗または事務所 - - - 3F
1（前面道路境界）
0.3（隣地境界等

-
給水塔等：セット
バック
化粧

意匠：勾配屋根等

50 さいたま市 緑区 武笠ガーデン三室建築協定 緑区大字三室７０８－１３他 新 - - - - - - H 24 11 28 H 24 11 28 H 29 11 27 - 無 - - ヘ 6,643.80 29 1 住 既 ×
１住,１低

専
200 100 60 50 一戸建ての住宅 100 50 -

9,軒高6.5,
階数は地階
を除き2以下

-
生垣又は灌木と柵を
組み合わせる等開放
感のあるもの

-

建築物の外壁仕上げ
の制限、建築物の色
彩制限、屋外広告物
の設置禁止、道路状
空地内に工作物の設
置禁止

51 千葉市 千葉市 東建稲毛住宅地区 稲毛区長沼町２５１番地１他 再 A 認 S 56 11 18 H 24 4 1 H 24 4 1 H 34 3 31 - 無 - - イ 15,660.76 102 1 住 既 × １住 200 - 60 - 専用住宅、集会所、附属建築物 - - - ２Ｆ 0.5 - - -

千葉市 野村宮野木住宅地 稲毛区宮野木町１２６５－２他 再 A 認 S 57 8 17 H 24 9 19 H 24 9 19 H 34 9 18 - 無 - - イ 20,672.78 112 1 住 既 ×
１低専,１

住
150 200 60 60

専用住宅、兼用住宅、附属建築
物

- - - 10 0.5
道路側CB，組積造不
可（1.2m以下除く）

-
敷地分割不可、法面
緑地変更不可

千葉市 東千葉住宅自治会地区
中央区東千葉3丁目６５９番３
１他

再 A 認 S 51 5 11 H 24 12 21 H 24 12 21 H 29 12 20 - 無 - - イ 21,742.08 133 1 住 既 × １中高 200 - 60 - 専用住宅 - - - 9，軒7 1，2F北側2 - -
敷地分割不可、地盤
高変更不可

55 新潟市 新潟市 古町通5番町地区
新潟市中央区古町通五番町612
番地他11筆、西堀前通五番町
751番地他11筆

新 - - - - - - H 25 3 29 H 25 4 4 H 55 3 28 - 無 - - ヘ 3,109.45 1 4 商 既 × 商業 600 - 80 - - - - -

A1・A2・A3
区域：建築
禁止
B区域：高さ
制限（3.7m
以内）
C区域：高さ
制限（2.1m
以内）
D区域：高さ
制限（6.5m
以内）
E区域：高さ
制限（2.7m
以内）

- - - -

59 京都市 京都市 西京区桂坂さつき北第１地区
西京区大枝北沓掛町4丁目38番
地2ほか

再 A 認 H 4 8 18 H 24 9 12 H 24 9 12 H 44 9 11 - 有
1回のみ自動更新，延長年
数は10年

未 ヘ 2,230.75 9 1 住 既 × １低専 80 - 50 -
専用住宅，診療所，公益上必要
な建築物

230 - 50 10，2F
道路側：1F 1.5 2F
2.4，隣地側：1.2

（道路境界のみ）生
垣，竹垣，土塀又は
これに類するもの

テレビアンテナの設
置制限

敷地形状及び地盤面
の変更不可，擁壁の
制限，植栽帯の変更
不可，自動車車庫の
出入口位置の制限，
軒の高さ，屋根の勾
配，軒・けらば・庇
の出の制限，屋根及
び外壁の形式・材
料・色の制限，植栽
の面積規定，屋外広
告物の制限

京都市 左京区下鴨第３住宅地区
下鴨中川原町45番地及び下鴨貴
船町1番地4ほか

再 B 認 H 4 8 21 H 24 10 17 H 24 10 17 H 44 10 16 - 有
1回のみ自動更新，延長年
数は10年

未 ヘ 15,030.22 82 1 住 既 × １低専 100 - 60 -

専用住宅，住宅で診療所の用途
を兼ねるもの，共同住宅（階数
2以下かつ軒高7.5ｍ未満等，運
営委員会が環境上支障がないと
認めるもののみ），公益上必要
な建築物

- - - - - - -

共同住宅への制限：
①地上階数2以下か
つ，軒高7.5ｍ未
満，②住戸数以上の
自転車置き場の設
置，③住戸数の2分
の①以上の台数の駐
車場の設置，④運営
委員会が環境上支障
がないと認めるもの

京都市 中京区夷町・松屋町地区
間之町通二条上る夷町560番地5
ほか

再 B 認 H 9 10 17 H 24 11 9 H 24 11 9 H 34 11 8 - 有
1回のみ自動更新，延長年
数は5年

未 ヘ 5,098.17 29 2 商 既 × 商業 400 - 80 -
建築不可：風俗店，遊技場，事
務所，小規模住戸共同住宅

- - - 15，5F - - -

共同住宅にあって
は，専用面積が40㎡
以上の住戸で構成，
隣地斜線制限（10m
＋1.5×境界線から
の距離）（南側除
く），1層2段以上の
自動車車庫及び機械
式駐車場の騒音防止
用の壁及び屋根の設
置

60 大阪市 大阪市 スマeタウン・Urban鶴見緑地 鶴見区横堤4丁目121番地1 新 A - - - - - H 25 2 27 H 25 3 8 H 35 3 7 - 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 2,899.85 28 1 住 既 ○ １住 200 - 80 - 一戸建て専用住宅 － － － 10,2F 1
生垣又は開放性のあ
るフェンス等

－

敷地の分割制限、地
盤面変更の制限、敷
地面積の3％緑地確
保、色彩、形態及び
意匠の町並みへの配
慮

62 神戸市 神戸市
六甲アイランドCITY向洋町中１
丁目２番地区

東灘区向洋町中１丁目 再 A 認 H 4 3 17 H 24 5 1 H 24 5 1 H 34 4 30 - 無 - - ヘ 12,641.28 67 1 住 既 × １住 200 - 60 - 専用住宅 - - - - - - -
意匠上の配慮，地盤
面の高さ制限

神戸市 ベルーデﾕ・神戸学園都市 西区学園西町4丁目 再 A 認 H 14 9 25 H 24 9 25 H 24 9 25 H 34 9 24 - 無 - - ヘ 16,324.65 86 1 住 既 × １低専 80 - 40 - 専用住宅 - - - - - - アンテナの設置制限

1区画1戸建て，看板
等制限，地盤面の高
さ制限，立駐の設置
制限

神戸市 フォレストパーク北落合 須磨区北落合４丁目 再 A 認 H 14 11 1 H 24 11 1 H 24 11 1 H 34 10 31 - 無 - - ヘ 3,223.25 18 1 住 既 × １低専 80 - 40 - 専用住宅 - - - - - - -

敷地分割の禁止，1
区画1戸建て，地盤
面の高さ制限，看板
等の設置制限

神戸市 パークサイドタウン西落合 須磨区西落合５丁目 再 A 認 H 14 11 1 H 24 11 1 H 24 11 1 H 34 10 31 - 無 - - ヘ 2,637.16 15 1 住 既 × １低専 80 - 40 - 専用住宅 - - - - - - -

敷地分割の禁止，1
区画1戸建て，地盤
面の高さ制限，看板
等の設置制限

神戸市 グリーンコリドール西神中央 西区竹の台5丁目 再 A 認 H 14 11 1 H 24 11 1 H 24 11 1 H 34 10 31 - 無 - - ヘ 8,746.05 49 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
専用住宅又は診療所併用戸建て
個人住宅

- - - -
二段式ガレージは、
隣地境界線から1

- -

敷地分割の禁止，1
区画1戸建て，地盤
面の高さ制限，看板
等の設置制限

神戸市
六甲アイランドＣＩＴＹウエス
トコート5番街戸建地区

東灘区向洋町中５丁目 再 A 認 H 4 3 17 H 24 5 24 H 24 5 24 H 34 5 23 - 無 - - ヘ 6,246.92 31 1 住 既 × １住 200 - 60 - 専用住宅 - - - - - 柵、垣1.6ｍ アンテナの設置制限

立駐の設置制限，地
盤面の高さ制限，看
板等の設置制限，意
匠制限

神戸市 ヒルクオーレ須磨山の手 須磨区菅の台７丁目 再 B 認 H 14 11 21 H 24 11 21 H 24 11 21 H 34 11 20 - 無 - - ヘ 13,471.29 84 1 住 既 × １低専 80 - 40 -
共同住宅・寄宿舎又は下宿を除
く

150 - - -
道路境界線から一部
2

- -

敷地分割の禁止，地
盤面の高さ制限，立
駐の設置制限，意匠
制限



当初の (当初) 期限終了 協定の 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準

特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 容積率 建ぺい率 敷地面積 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合） 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止
取消
まで

自動
更新
の

有無

更新回数、
延長年数など

自動
更新
の

執行
状況

(イ～ヘ)
**

（㎡）
(1～4)
***

工

(複数時に
入力)

(複数時に
入力)

（％） （％） （㎡） 階数 (m)

区分

認可年月日 公告年月日 有効期限の末日新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

自動更新規定

神戸市 西神南（１３）団地地区 西区井吹台東町6丁目 再 A 認 H 14 12 10 H 24 12 10 H 24 12 10 H 34 12 9 - 無 - - ヘ 6,321.11 40 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
共同住宅、寄宿舎又は下宿、兼
用住宅（一部）を除く

150 - - - - - - -

神戸市
西神ニュータウン・ヴェール
ヴィル地区

西区美賀多台8丁目 再 B 認 H 8 1 26 H 25 1 25 H 25 1 25 H 35 1 24 - 無 - - ヘ 11,483.26 56 1 住 既 × １低専 80 - 40 - 専用住宅 - - - 2F - - アンテナの設置制限

敷地分割の禁止，立
駐の設置制限，地盤
面の高さ制限，看板
等の設置制限

神戸市 井吹台東町６丁目A地区
西区井吹台東町6丁目

新 A 認 H 24 6 4 H 24 6 4 H 24 6 4 H 34 6 3 - 無 - - ヘ 39,555.70 254 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 -
専用住宅又は兼用住宅（一部を
除く）

150 - - - 1 - -
地盤面の高さ制限，
立駐の設置制限，看
板等の設置制限

神戸市 西落合５丁目地区 須磨 西落合５丁目 新 A 認 H 24 7 23 H 24 7 23 H 24 7 23 H 34 7 22 - 無 - - ヘ 8,509.20 60 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 - 専用住宅 - 100 50
10,2F,軒の
高さ７

1 - -

敷地分割の禁止，地
盤面の高さ制限，1
区画1戸建て,立駐等
の設置制限，意匠制
限,看板等の設置制
限

神戸市 大丸町１丁目地区 長田区大丸町１丁目 新 A 認 H 24 7 13 H 24 7 13 H 24 7 13 H 34 7 12 - 無 - - ヘ 8,439.43 6 1 住 新 ○ ２中高 200 - 60 - - 100 - -
施設区画17,
住宅区画10

- - - 地盤面の高さ制限

神戸市 セラヴィレッジ舞多聞 垂水区多聞町字小束山 新 A 認 H 24 7 26 H 24 7 26 H 24 7 26 H 34 7 25 - 無 - - ヘ 24,767.83 110 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 -
専用住宅又は兼用住宅（一部を
除く）

150 100 50
10,2F,軒の
高さ7

1 - -
間口12m,地盤面の高
さ制限,1区画1戸建
て，意匠制限

神戸市 南多聞台六丁目 垂水区 南多聞台六丁目 新 A 認 H 24 10 25 H 24 10 25 H 24 10 25 H 34 10 24 - 無 - - ヘ 3,500.32 28 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 - - - - - - - 1.0,1.2 - 駐車場出入口制限

神戸市 北神星和台第３地区 北区西山１丁目 新 B 認 H 25 2 1 H 25 2 1 H 25 2 1 H 45 1 30 - 無 - - ヘ 57,134.46 300 1 住 既 × １低専 80 - 40 - 専用住宅，診療所又は兼用住宅 150 - -
10,3F,軒の
高さ7

1

高さが1.2を超える
ものは，生垣又はパ
イプフェンス等とす
る。コンクリートブ
ロック塀その他これ
に類するものとして
はならない

-
1区画1戸建て,地盤
面の高さ,看板等の
設置制限

神戸市
学園緑が丘３丁目団地管理組合
地区

垂水区小束山3丁目 新 B 認 H 25 3 5 H 25 3 5 H 25 3 5 H 35 3 4 - 無 - - ヘ 12,997.36 62 1 住 既 ×
１低専,１

住
100,200 - 50,60 - 専用住宅 - - - - 0.7 - - 敷地分割の禁止

64 広島市 広島市 グリーンタウン伴中央

安佐南区沼田町大字伴字鳴平
909番1,909番14から909番78ま
で,909番80から909番82まで及
び909番86から909番89

新 B - - - - - H 24 6 18 H 24 6 18 H 34 6 18 - 有
・廃止申請がない限り、5
年ごとに更新

未 イ 19,182.89 65 1 住 新 × １住 200 - 60 -
住宅,兼用住宅,共同住宅,幼稚
園,集会所,診療所等

165 - - 10,3F 1
生け垣,CB0.6m,フェ
ンス1.2m

- -

66 北九州市
北九州市
八幡西区

木屋瀬・旧本陣、祇園町地区 木屋瀬三丁目238-1他51筆 再 B 認 H 14 4 25 H 24 4 25 H 24 4 25 H 34 4 24 ○ 有
更新回数は無制限、延長年
数は10年

未 イ 2,719.43 21 2 住 既 × １住 200 - 60 - - - - - 2階 - - - 瓦葺屋根

67 福岡市 福岡市 泉西 西区泉一丁目1097-8 新 - - - - - - H 24 5 17 H 24 5 17 H 34 5 16 - 無 - - イ 44,450.41 231 1 住 新 × １低専 80 - 50 - ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ禁止 - - - 10･3F - - - -
福岡市 南庄４丁目 早良区南庄四丁目１ 新 - - - - - - H 24 7 26 H 24 7 26 H 34 11 25 - 無 - - イ 9,698.31 34 1 住 新 × １中高 150 - 60 - ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ禁止 - - - 10･3F - - - -

福岡市 ｸﾞﾚｲｽﾃｰｼﾞ大橋 南区大橋団地６番６ 新 - - - - - - H 24 11 5 H 24 11 5 H 34 11 4 - 有
・1回のみ自動更新、延長
年数は5年

未 イ 6,344.98 36 1 住 新 ○ １住 200 - 60 - 専用住宅 - - -
10･2F
12･3F

1 生垣 - 緑化義務

福岡市 百道３丁目 早良区百道三丁目804-5 新 - - - - - - H 24 11 5 H 24 11 5 H 34 11 4 - 無 - - イ 7,136.16 65 1 住 新 × １中高 150 - 60 - ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ禁止 - - - 10･3F - - - -
福岡市 茶山６丁目 城南区茶山六丁目42-1 新 - - - - - - H 24 11 19 H 24 11 19 H 34 11 18 - 無 - - イ 29,818.32 218 1 住 新 × １中高 150 - 60 - ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ禁止 - - - 10･3F - - - -

福岡市 愛宕浜４丁目 西区愛宕浜四丁目 新 - - - - - - H 25 2 14 H 25 2 14 H 35 2 13 - 無 - - イ 13,845.20 66 1 住 新 × １住 200 - 60 - ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ禁止 - - - 10･3F - - - -

地区数： 67 新　規： 38 Ａ： 5 有： 未： イ： 1,532,734.02 7,708 １： 住： 既： 22
再認可： 29 29 36 34 26 62 63 42

ロ： ２： 商： 新：
Ｂ： 無： 済： 0 3 4 25
18 31 1 ハ： ３： 工：

0 0 0
Ｃ： ニ： ４： 他：
0 0 2 0

ホ：
0

ヘ：
41

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H20.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成25年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

4 宮城県 宮城県 花渕浜笹山団地

七ヶ浜町花渕浜字笹山
15番1,15番2,15番6,15
番7,15番8,15番9,15番
10,15番11,15番12,15番
13,15番14,15番15,15番
16,15番19,15番21,15番
24,15番25,15番26,15番
27,15番28,15番33,15番
38,15番41,15番42,15番
44,15番46,15番48,15番
51,15番53,15番54,16
番,17番,25番1,25番
2,25番3,25番4,25番
34,25番36,25番37,25番
38,25番43,25番44,25番
50,26番1,26番2,27
番,28番1,28番2,29
番,31番,32番1,34番,35
番1,35番2,35番3,36
番,37番,38番,39番,40
番,41番,42番,44番,46
番1,46番4,46番5,46番6
及び55番の各一部並び
に15番55,25番39,25番
40,25番41及び46番2,
七ヶ浜町花渕浜字金色2
番2,2番7,24番1,24番2
及び28番7の各一部

新 - H 26 2 25 H 26 2 25 H 35 2 25 - 無 - - ロ 45,550.00 146 1 住 新 ○ なし 200 - 70 -

専用住宅,専
用住宅で事務
所,店舗その
他これらに類
する用途を兼
ねるもの,公
益施設,その
他運営委員会
が住環境を損
なうおそれが
ないとして承
認したもの

195 100 60 10

道路境界
線まで
1.5ｍ，
隣地まで
の距離は
1.2ｍ

1.5 - -

宮城県
菖蒲田浜中田団
地

七ヶ浜町菖蒲田浜字中
田6番9番1,10番,12番
2,13番,14番,17番,18
番,19番,20番,21番,22
番,25番1,26番1,28
番,31番1,35番,36番
1,39番,48番1,48番2,49
番1,49番2,54番1,54番
2,56番2,88番1,88番
2,90番,91番及び95番の
各一部並びに55番,56番
1,88番2地先から3番ま
での道及び25番1地先か
ら101までの道

新 - H 26 2 25 H 26 2 25 H 35 2 25 - 無 - - ロ 10,181.00 32 1 住 新 ○ なし 200 - 70 -

専用住宅,専用
住宅で事務所,
店舗その他これ
らに類する用途
を兼ねるもの,
公益施設,その
他運営委員会が
住環境を損なう
おそれがないと
して承認したも
の

195 100 60 10

道路境界
線まで
1.5ｍ，
隣地まで
の距離は
1.2ｍ

1.5 - -

宮城県
代ヶ﨑浜立花団
地

七ヶ浜町代ヶ﨑浜
字立花18番1,18番
15,20番2,21番2及
び25番の各一部並
びに18番12及び25
番地先から18番12
までの道

新 - H 26 2 25 H 26 2 25 H 35 2 25 - 無 - - ロ 3,901.00 14 1 住 新 ○ なし 200 - 70 -

専用住宅,専用住
宅で事務所,店舗
その他これらに
類する用途を兼
ねるもの,公益施
設,その他運営委
員会が住環境を
損なうおそれが
ないとして承認
したもの

195 100 60 10

道路境界
線まで
1.5ｍ，
隣地まで
の距離は
1.2ｍ

1.5 - -

宮城県 吉田浜台団地

七ヶ浜吉田浜字
台43番4,52番,54
番,56番2,57番
2,58番3,59番,61
番及び64番の各
一部

新 - H 26 2 25 H 26 2 25 H 35 2 25 - 無 - - ロ 2,909.00 9 1 住 新 ○ なし 200 - 70 -

専用住宅,専用住
宅で事務所,店舗
その他これらに
類する用途を兼
ねるもの,公益施
設,その他運営委
員会が住環境を
損なうおそれが
ないとして承認
したもの

195 100 60 10

道路境界
線まで
1.5ｍ，
隣地まで
の距離は
1.2ｍ

1.5 - -

宮城県 松ヶ浜西原団地

七ヶ浜町松ヶ浜字西原
93番,94番,95番,96
番,97番,99番,112
番,125番,139番,140
番,141番,142番,143
番,144番,145番,146番
及び149番の各一部並び
に111番2

新 - H 26 2 25 H 26 2 25 H 35 2 25 - 無 - - ロ 4,360.00 14 1 住 新 ○ なし 200 - 70 -

専用住宅,専用住
宅で事務所,店舗
その他これらに
類する用途を兼
ねるもの,公益施
設,その他運営委
員会が住環境を
損なうおそれが
ないとして承認
したもの

195 100 60 10

道路境界
線まで
1.5ｍ，
隣地まで
の距離は
1.2ｍ

1.5 - -

8 茨城県 水戸市
県庁東地区笠原
町分譲第Ⅰ工区
建築協定

笠原町字八ツ無
地690番地　他12
筆

新 - - - - - - H 25 7 10 H 25 7 10 H - - - - 無 - - - 17,648.16 69 1 住 新 ○ 他 200 - 60 - - - - - - - - -
宅地内緑地の
確保及び維持

水戸市
県庁東地区笠原
町分譲第Ⅱ工区
建築協定

笠原町字八ツ無
地690番地　他67
筆

新 - - - - - - H 25 9 24 H 25 9 24 H - - - - 無 - - - 16,066.34 62 1 住 新 ○ 他 200 - 60 - - - - - - - - -
宅地内緑地の
確保及び維持

茨城県
四季の丘「はた
そめ」（陽光の
まちⅡ）

常陸太田市幡町
字幡山２００１
番５　外

新 A - - - - - H 25 7 16 H 25 7 25 H 35 7 25 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 2,840.36 12 1 住 新 ○ 無指定 200 - 60 -

(1)一戸建住宅
(2)一戸建住宅で
店舗その他これ
らに類する用途
を兼ねるものの
うち，延べ面積
の合計が「２分
の１以上」を居
住の用に供し，
かつ居住用以外
の兼用部分の床
面積が「５０㎡
以内」のもので
次に掲げるもの
①日用品の販売
を主たる目的と
するもの②理髪
店又は美容院③
学習塾，華道教
室，囲碁教室
等。
(3)診療所
(4)(1)から(3)に
掲げる建築物に
付属する駐車ス
ペースの屋根，
物置及びこれら
に類する用に供
するもの

- 100 50 10,3F 1.2
生垣1.8ｍ，
透視可能な
垣，柵1.2ｍ

-

屋根不燃，外
壁延焼の恐れ
のある部分を
土塗壁等，屋
根勾配4/10以
上7/10以内

9 栃木県 宇都宮市
きずなたうん宝
木

宝木町２丁目
1111番９３ほか

新 - - - - - - H 26 3 5 H 26 3 5 H 36 3 4 ○ 無 - - ヘ 7,688.31 35 1 住 新 × １低専 60 - 40 - 専用住宅 - 60 40 10,2F 1
生垣,透視可
能な柵

- -

10 群馬県 伊勢崎市 コリーナ伊勢崎
茂呂町1丁目389
番外

新 A - - - - - H 25 8 1 H 25 8 2 H 35 8 1 - 有

変更又は廃止について文
書をもって申し出をしな
いときは更に1年間延長す
る

未 ヘ 7,972.79 37 1 住 既 ○
２住,準

住
200 - 60 - 専用住宅 - 100 50 10，2F 1

道路に面し
た部分：ｵｰ
ﾌﾟﾝ
道路に面す
る部分以
外：生垣又
は透視可能
なさく

- 色彩

11 埼玉県 所沢市
所沢市松葉町２
９・２６番地

所沢市松葉町
1886-106ほか

再 B 認 S 63 1 23 H 25 7 1 H 25 7 1 H 28 6 30 - 無 - - ヘ 3,229.53 17 1 住 既 × １中高 200 - 60 -
専用住宅、
共同住宅

- - - 8,2F - - -

共同住宅の一住
戸33㎡以上、駐
輪場およびゴミ
置き場の設置、
緑化

所沢市
所沢市弥生町３
組地区

所沢市弥生町
1876-5ほか

再 B 認 H 1 2 1 H 26 3 5 H 26 3 5 H 31 3 4 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は５年

未 イ 1,952.74 12 1 住 既 ×
１中高,
２住

200 - 60 -

専用住宅、
長屋、共同
住宅、診療
所

- - - 10,3F 0.8 - -

共同住宅の一住
戸33㎡以上、駐
輪場およびゴミ
置き場の設置、
緑化

12 千葉県 船橋市
高根台３丁目住
宅地区

高根台3-1-29他 新 - - - - - - H 25 12 1 H 25 12 1 H 35 11 30 - 有
廃止の申し出がない限
り、10年毎に更新

未 ヘ 9,317.10 62 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 -

住宅（住戸数が
２の長屋を含
む。）,住宅で
事務所、店舗そ
の他これらに類
する用途を兼ね
るもののうち政
令第１３０条の
３で定めるも
の,共同住宅
（住戸数が２の
もの）,診療所,
付属する物置、
車庫その他これ
らに類するもの

135 - - - 1
生垣,透視可
能なﾌｪﾝｽ,ﾌﾞ
ﾛｯｸ1.0m

-

地盤面変更不
可,敷地分割不
可,外壁の色は
原色や蛍光色
等は避ける。

松戸市
松戸・松飛台駅
前建築協定

紙敷一丁目36番1
他

新 - - - - - - H 25 6 26 H 25 6 26 H 35 6 26 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 2,411.21 14 1 住 新 ○ 無指定 100 - 50 - 専用住宅 最小165 100 50 10,3F 0.8 - -
敷地分割禁止,
北側斜線

佐倉市 染井野Ｓ１地区
染井野１丁目１
番１から染井野
３丁目１７番７

新 - - - - - - H 25 7 30 H 25 7 30 H 35 7 29 ○ 有 ５年ごと４回まで 未 ヘ 174,299.35 644 1 住 既 ×
１低專,
１住

100 200 50 60 - - - - - -

5m道路接道
敷地につい
ては0.5m後
退

-
天空率使用不
可,北側斜線
5m+0.6×L

区画分割禁止,地
盤の高さ変更不
可,屋根面のアン
テナ設置不可,色
彩規制

千葉県 Ties安食台
印旛郡栄町安食
字道面324番11他

新 - - - - - - H 25 4 5 H 25 4 16 H 35 4 15 - 有
異議がない限り、1回のみ
自動更新、延長年数は10
年

未 - 5,984.22 28 1 住 新 ×
１低専,
１住

100 200 50 60
専用住宅,診療
所兼用住宅（1/2

未満かつ50㎡）

165 - - 2F 1 - - -

千葉県 ラクシード成田第５
成田市中台四丁
目1番29他

新 - - - - - - H 26 2 14 H 26 2 14 H 36 2 13 - 有
異議がない限り10年間毎
に更新

未 - 18,567.33 105 1 住 新 × １中高 200 - 60 -
専用住宅,兼
用住宅

150 - - 10,2F 1

補強CB、CB、レ
ンガ、石積み
造：1.2m以下
金属製、木製等
の柵、塀の上に
柵：2.0m以下

-

看板（千葉家の区外広
告物条例に準拠した自
己用に限る）の最大1表
示面積2.5㎡以下

13 東京都 八王子市
八王子みなみ野
シティシフォン
の丘第Ⅲ地区

八王子市七国三丁
目４番１から同番
１７番、５番１か
ら同番１７、８番
１から同番２３、
１３番１から同番
１４、１４番１か
ら同番１７

新 - - - - - - H 25 8 14 H 25 8 20 H 35 8 20 - 有

期間満了６ヶ月前までに
過半の土地所有者からの
廃止申立がない場合は、
１０年間自動更新、以後
同様

未 イ 15,672.95 88 1 住 新 ×
１住,１
中,１低

専
200 100 60 50

専用住宅,兼
用住宅

- 100
50(角地

60)
10,2F 1～2

道路（歩行者専
用道路は除く）
に面するフェン
ス（生垣を除
く）に関して、
道路境界線より
1.0ｍ以内の範
囲での築造を原
則禁止とする。

-

建築物の屋根及び
外壁又はこれに変
わる柱の色彩は、
周囲の環境に調和
したものとし、原
色等の刺激的な色
彩は使用しない

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

八王子市
デュオアベ
ニュー八王子A工
区

八王子市子安一
丁目３８５番９
から同番２０

新 - - - - - - H 26 1 23 H 26 1 23 H 31 1 23 - 有

期間満了６ヶ月前までに
土地所有者等の過半数か
らの異議等の申立てがな
い場合は、５年間自動更
新、以後同様

未 イ 1,249.90 10 1 住 既 × ２住 200 - 60 -

専用住宅,兼
用住宅,長屋
及び共同住宅
（3以上の住
戸を有するも
のを除く）

- - -

最高の高さ
は、土地購
入時の地盤
面から10
メートル
以下、軒の
高さは７
メートル以
下、階数
は、地階を
除き2以下

-

敷地の周囲に囲
いを設置する場
合は、互いの安
全、プライバ
シー等に配慮し
た高さ及び素材

-

色彩は八王子市景
観条
例（平成23年3月
28日条例第10号）
に基づく八王子市
景観
計画に適したもの

八王子市
八王子みなみ野
シティシフォン
の丘第Ⅳ地区

八王子市七国三
丁目９番１から
同番５７、１５
番１から同番５

新 - - - - - - H 26 2 25 H 26 2 26 H 36 2 26 - 有

期間満了６ヶ月前までに
過半の土地所有者からの
廃止申立がない場合は、
１０年間自動更新、以後
同様

未 イ 10,885.70 57 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 -
専用住宅,兼
用住宅

- - -
階数は、
地階を除
き２以上

1～1.5

道路に面する
フェンスに関し
て、道路境界線
より1.0ｍ以内
の範囲での築造
を、原則禁止

-

建築物の屋根及び
外壁又はこれに変
わる柱の色彩は、
周囲の環境に調和
したものとし、原
色等の刺激的な色
彩は使用しない

14 神奈川県 横須賀市
湘南たけやま住
宅地

武5丁目1033番
115ほか

再 B 認 H 15 8 11 H 25 3 11 H 25 3 11 H 35 3 10 - 無

協定者の過半数の申し出
があった場合、10年間更
新。以降もこれに準ず
る。

- ヘ 46,905.42 294 1 住 既 × １中高 200 - 60 -

専用住宅、
併用住宅
（医院・店
舗）、診療
所（獣医院
を除く）

分割不可 - - 9，2F 1 - - -

横須賀市 湘南富士見台
秋谷字海老田
4317番7ほか

新 A - - - - - H 25 8 12 H 25 8 12 H 35 8 11 - 無

協定者の過半数の申し出
があった場合、10年間更
新。以降もこれに準ず
る。

- ヘ 5,133.25 16 1 住 新 ×
１中高
１住

200 - 60 - - - - - 9，2F 1，2 - - -

厚木市
温水西一丁目戸
建て開発地域第
四街区建築協定

温水西一丁目
980-1の一部、
980-162～176、
980-182～199、
980-200の一部

新 A - - - - - H 25 11 12 H 25 11 12 H 30 11 12 - 有
異議がない限り、5年毎に
更新

未 イ 8,943.00 66 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 -

専用住宅
兼用住宅
長屋
共同住宅

- - -
高さ10ｍ
軒高7ｍ
2F

道路1ｍ
隣地0.5
ｍ

周囲との調
和

-
区画分割禁止
盛土切土禁止
色彩の調和

22 静岡県 静岡県
エンブルタウン
南駿河台第３

藤枝市南駿河台
六丁目1番147外
55筆

新 - - - - - - H 25 8 20 H 25 8 20 H 40 8 19 - 有
延長年数は５年、５年毎
の更新

未 ヘ 13,671.38 3 1 住 既 ○ １中高 200 - 60 - 専用住宅 165 - - - 0.75 生垣1.5ｍ - -

23 愛知県 岡崎市
岡崎市明大寺町
東長峰24番住宅
地建築協定

明大寺町字東長
峰24番410、
412,497から504
まで、
506,507,509,510
及び512から525
まで

新 - - - - - - H 25 10 18 H 25 10 25 H 35 10 18 ○ 有
当初10年、それ以降は廃
止公告日まで

未 ヘ 4,452.65 28 4 住 既 ○
１中高,
１住

200 - 60 -

住宅（長屋、共
同住宅含む、住
戸数2戸以下）,
兼用住宅（令
130条の３で定
めるもの）,診
療所,協定地区
内住民に供する
公共的施設

150 - - 10,2F 0.5

生垣又は投
資可能な
フェンス1.0
ｍ

-
切土又は盛り
土20センチ
メートル以内

愛知県 南山エピック
日進市米野木町
南山973番地の13
ほか229筆

再 C 認 H 5 10 8 H 25 10 8 H 25 10 8 H 35 10 7 - 無 - - ヘ 140,974.20 200 1 住 既 ×
調整区

域
200 - 60 - 専用住宅 - - 50 9 1.5 -

便所;水洗式、
南山エピック
団地汚水処理
施設利用

軒の高
さ;6.5m,区画;
分割禁止,緑化
義務

26 京都府 宇治市 あじろぎ横丁
宇治市木幡西浦
12番1及び12番3
から12番9

新 B - - - - - H 26 3 28 H 26 3 28 H 36 3 28 - 有
廃止申し立てがなけれ
ば、10年間自動更新

未 イ 2,989.36 17 1 住 既 × １住 200 - 60 -

専用住宅、
兼用住宅、
集会所及び
附属建築物

100 - - 10ｍ以下 1 - -

屋根の形状は
五寸勾配から
三寸勾配の範
囲内。建築物
の屋根及び外
壁の色彩。
他。

27 大阪府 枚方市
プレミアムヒル
ズ香里ヶ丘中央
地区

香里ケ丘3丁目の
一部 新 - - - - - - H 25 5 14 H 25 5 14 H 40 10 24 - 有

一回のみ自動更新、延長
年数は15年

未 ヘ 7,508.82 50 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 - 専用住宅 - - - 10,2F 0.5
生垣，透視
可能な柵

- -

枚方市
京阪香里ひろ野
住宅地区

茄子作４丁目の
一部 再 A 認 S 58 8 11 H 25 9 24 H 25 9 24 H 35 9 23 - 有

一回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 20,303.14 139 1 住 既 × １中高 200 - 60 -
専用住宅,兼
用住宅

- - - 10
北側1,そ
の他0.5

-
太陽光発電パ
ネルの設置位
置

緑化努力義務

大阪府
金剛東向陽台4丁
目建築協定地区

富田林市向陽台4
丁目2番地他

新 - - - - - - H 25 4 15 H 25 4 15 H 35 4 15 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 17,338.03 88 1 住 新 ○ １住 200 - 60 - 専用住宅 - - - 10,2F 1 1.5 - -

大阪府
関空ガーデンヒ
ルズ建築協定地
区

泉南市新家86番
４他

新 - - - - - - H 25 12 5 H 25 12 10 H 35 12 10 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 15,282.32 46 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 -
専用住宅,不
動産事務所

250 100 50 10 1 - - 緑化義務

28 兵庫県 宝塚市
阪急宝塚山手台
第９住宅地区

山手台東５丁目
２６番地外

新 - - - - - - H 25 6 3 H 25 6 3 H 35 6 2 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 12,006.85 61 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 - - - - - - 0.75 -
テレビアンテ
ナ等の設置禁
止

区画変更の禁
止、地盤高の変
更禁止、階数２
以下

宝塚市 宝塚山手台西
山手台西１丁目
１番地外

再 B 認 H 5 6 29 H 25 10 2 H 25 10 2 H 35 10 1 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 86,540.00 377 1 住 既 × １低専 100 - 50 - - - - - -
擁壁から
のはみ出
し禁止

-
テレビアンテ
ナ等の設置禁
止

区画変更の禁
止、地盤高の変
更禁止、階数２
以下、建築物の
色彩、緑化義務

宝塚市
阪急山手台第１
０住宅地区

山手台東５丁目
２３番地外

新 - - - - - - H 26 1 28 H 26 1 28 H 36 1 25 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 9,300.00 49 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 - - - - - - 0.75 -
テレビアンテ
ナ等の設置禁
止

区画変更の禁
止、地盤高の変
更禁止、階数２
以下

宝塚市
阪急山手台第１
１住宅地区

山手台東５丁目
３０番地外

新 - - - - - - H 26 3 26 H 26 3 26 H 36 3 25 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 8,500.00 36 1 住 新 ○ １中高 150 - 60 - - - - - 3 0.75 -
テレビアンテ
ナ等の設置禁
止

区画変更の禁
止、地盤高の変
更禁止、階数２
以下

29 奈良県 奈良市
奈良市青山一丁
目7番建築協定

奈良市青山一丁
目7番

再 B 認 H 5 9 3 H 26 2 19 H 26 2 19 H 36 2 19 - 有
廃止の申し立てがあるま
で更新できる、延長年数
は10年

未 イ 9,960.80 63 1 住 既 × １低専 60 - 40 -
一戸建て専
用住宅

- - - 10,2F 1.5 生垣1.5m - -

30 和歌山県 和歌山県 紀見ヶ丘
橋本市紀見ヶ丘1
丁目223-4他

新 B - - - - - H 25 3 25 H 25 4 2 H 35 4 2 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 161,039.00 823 1 住 既 ×
１住,近
商,無指

定
80 200 40 80 専用住宅 - - - 2F -

化粧なしの
RC、CB積不
可

-
道路側は樹木、
生垣、緑化努力

32 島根県 松江市
川津シンフォ
ニータウン四季
ケ丘

上東川津町1982
番地外362筆

再 B 認 H 7 9 21 H 26 3 14 H 26 3 14 H 36 3 29 - 有

更新回数は無制限、延長
年数は10年、但し、協定
者の過半数の申出がない
場合

未 ヘ 96,140.52 363 1 住 新 ×
調整区

域
60 - 40 - 専用住宅 - - -

最高10ｍ,
軒高9ｍ,
３階

道路境界
1.5ｍ,隣
地協会1.2
ｍ

生垣、フェ
ンス1.2ｍ

-
屋根勾配9/10
,景観色彩

40 福岡県 福岡県
ジョイナス新宮
南欧の丘

新宮町大字下府
428番1

新 - - - - - - H 25 6 27 H 25 7 12 H 35 7 11 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 9,669.28 47 1 住 新 ×
１低専,
１住

158 60,200 54 40,60
専用住宅,事
務所兼用住
宅

- 備考欄 備考欄 10,2F 1 -

アンテナ：設
置する場合
は、建物の最
高高さを超え
ないものとす
る。

地盤高さ：造成工
事完了時の高さに
200㎜を加えた高さ
以下、
工作物：宅地側3m
に門やフェンス等
の設置不可、敷地
内にカーポートの
設置不可、
広告物：条件を満
たす場合に限る
軒高：7m以下
屋根：こう配屋
根、色彩、テラス
やバルコニーに既
製品の屋根の設置
不可

・１低専
容積率：60、建ぺい
率：40
・１住
容積率：80、建ぺい
率：50
・二つの用地地域に
わたる宅地は、それ
ぞれの地域の面積加
重平均で算出した容
積率若しくは80のい
ずれか低い数値（建
ぺい率は算出数値若
しくは60のいずれか
低い数値）

福岡県
コモンパーク上
毛彩葉

上毛町大字宇野
1035番1

新 - - - - - - H 25 7 22 H 25 8 2 H 35 8 1 - 無
有効期限は10年、ただ
し、違反者の措置に関し
ては期間満了後も有効

未 ヘ 15,995.13 77 1 住 新 ○
準都計
(都計
外)

200 - 70 -
専用住宅,兼
用住宅

- - - 10,2F 2,1.5

生垣、又は
高さが1.2m
以下の透視
可なフェン
ス等

太陽光パネル：設
置する場合は屋根
面から離隔しては
ならない。
アンテナ：屋外ア
ンテナは軒高を超
えて設置してはな
らない
空調室外機・電気
温水器・給湯器
等：景観に配慮
広告物：色彩,自
己の用に供するも
の,境界から1m以
上,宅地地盤面か
ら広告物上端まで
が3m未満,表示面
積合計が0.7㎡未
満

軒高：8.5,
基礎の高さ：1m,
屋根：勾配屋根,
色彩，
外壁：色彩
駐車場：台数に応
じて規定されてい
る。
常夜灯：電球色,
自動点灯・消灯,
土地所有者等によ
る経費負担
緑の保全：緑化・
良好な管理に努め
る

福岡県 美しが丘D地区
筑紫野市美しが
丘南6丁目4－2

新 - - - - - - H 25 10 6 H 25 10 18 H 35 10 5 - 有
期間満了6カ月前までに廃
止申し立てがない限り、
さらに10年間延長

未 イ 34,554.56 120 1 住 既 × １低専 80 - 50 - 専用住宅 - - - 3F -

道路に面す
る垣又は柵
の構造は、
生垣又はパ
イプフェン
ス等とし、
コンクリー
トブロック
塀等は不可

-

敷地分割不可,
地盤面の変更
不可,都市計画
道路からの出
入りの禁止,看
板・ネオンサ
イン等の広告
物の設置の禁
止

福岡県
西鉄サニーヴィ
ラ新宮駅前

新宮町下府八丁
目840-2

新 - - - - - - H 25 11 26 H 25 11 26 H 35 11 25 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 4,332.27 19 1 住 新 ○ １低専 60 - 40 - 専用住宅 200 60 40 10,2F 1.5

透過性かつ
1.1m以下,低
明度・低彩
度

-

地盤高さ：造
成宅地版高さ
から20㎜を加
えた高さ以下,
出入り口の方
向,
軒高：7m以下,
屋根の色：低
彩度・低明度,
外壁の色：原
色等彩度の高
いものは使用



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

50 さいたま市 さいたま市 大宮けやき台
西区大字指扇字
入合１９５８－
３

新 - - - - - - H 26 1 31 H 26 1 31 H 36 1 30 - 無 - - ヘ 54,398.43 317 1 住 既 -
１中高,
１住,２

住
- - - -

A地区:専用
住宅
B地区:専用
住宅、医院

-
A地

区:150
-

A地
区:10，3
B地
区:11，3

0.9

A地区:生垣
又は透視可
能なフェン
ス1.2ｍ以下

-
地下水汲み上
げ、区画の細
分化不可

H15.12.1～
H25.11.30まで協
定有り。更新時間
を要し、間が空い
たので新規とな
る。

51 千葉市 千葉市 若松台Ｐ２地区
若葉区若松台１
丁目９８３－１
８他

新 A - - - - - H 25 6 6 H 25 6 6 H 35 6 5 - 有 更新回数は無制限 未 イ 1,124.63 8 1 住 既 ○ １低専 100 - 50 -

一戸建ての
住宅（兼用
も含む）,附
属建築物

ー ー ー 10,2F 0.6 1 - 敷地分割不可

千葉市
誉田興和台住宅
地区

緑区誉田町２丁
目２３番地１６
９他

再 B - H 15 11 7 H 25 11 7 H 25 11 7 H 35 11 6 - 無 - - イ 9,899.97 48 1 住 既 × １低専 100 - 50 -

専用住宅,
（政令130条
の3に示す併
用住宅を含
む）附属建
築物

ー ー ー 9.5,2F 0.5 - - 区画分割不可

53 横浜市 横浜市
あかね台一丁目
Ｂ地区

青葉区あかね台
一丁目

新 - - - - - - H 25 4 25 H 25 4 25 H 35 4 24 - 有 更新１回まで、10年延長 未 ヘ 21,684.64 101 1 住 既 × １低専 80 - 40 -

一戸建て専用住
宅、長屋又は共
同住宅（佳久子
の住戸面積が40
㎡以上のものに
限る。）、診療
所、運営委員会
が承認した兼用
受託、公益施設
又は福祉施設

- - - 9(軒6.5) 敷地１
生垣、ワイ
ヤーフェン
ス

-

敷地分割禁止、
地盤面変更禁
止、擁壁の形
態、屋根等の色
彩調和、看板規
模限定、敷地内
の自販機設置禁
止、駐車施設附
置

横浜市 常盤台みどりが丘 保土ケ谷区常盤台 再 B - - - - H 25 5 24 H 25 5 24 H 30 5 23 - 無 - - ヘ 25,011.99 101 1 住 既 × １低専 100 - 60 -
一戸建て住
宅

100 - - - - - 195
３以上の敷地
分割禁止

横浜市 三保杉澤住宅 緑区三保町 再 B 認 H 10 3 25 H 25 6 14 H 25 6 14 H 35 6 13 - 無 - - ヘ 11,351.04 73 1 住 既 × １低専 80 - 40 -
一戸建て専
用住宅又は
兼用住宅

130 - -
9(軒
6.5),2F

- - - -

横浜市 もえぎ野北地区 青葉区もえぎ野 再 B 認 S 47 12 15 H 25 7 5 H 25 7 5 H 35 7 4 - 無 - - ヘ 15,773.89 90 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

一戸建て専用
住宅（多世帯
含む）又は一
戸建て診療所
併用住宅

150 - - 8.5 - - -
地盤面変更禁
止

横浜市 皇谷台 戸塚区戸塚町 再 B 認 H 10 4 24 H 25 8 23 H 25 8 23 H 35 8 22 - 有 更新１回まで、５年延長 未 ヘ 13,493.34 78 1 住 既 × ２中高 150 - 60 -

一戸建て専用
住宅（二世帯
含む）、運営
委員会が認め
た者

90 - - 10 - - -
地盤面変更禁
止

横浜市 三井杉田台 磯子区栗木一丁目 再 B 認 H 4 10 23 H 25 9 25 H 25 9 25 H 35 9 24 - 有 更新１回まで、10年延長 未 ヘ 50,833.59 308 1 住 既 × １低専 100 - 50 -

一戸建て専用住
宅（二世帯含
む）、二戸建て
長屋、二戸建て
共同住宅、診療
所併用住宅、自
治会館、兼用住
宅で運営委員会
が認めたもの、
運営委員会が特
に認めたもの

- - - - - - - -

横浜市
港北ニュータウ
ンせきれい台

都筑区早渕二丁目 再 A 認 H 15 11 25 H 25 11 25 H 25 11 25 H 35 11 24 - 無 - - ヘ 8,097.28 47 1 住 既 × １低専 80 - 40 -
一戸建て専
用住宅（多
世帯含む）

165 - -

10（軒
7）、地
階除き３
以下

道路１、
敷地１

透明性のあ
るフェンス
又は生垣

-

地盤面変更禁
止、勾配屋根、
色調、門扉等の
位置

横浜市
旧もえぎ野自治
会地区

青葉区もえぎ野 再 B 認 S 47 12 15 H 26 3 14 H 26 3 14 H 31 3 13 - 有 更新１回まで、５年延長 未 ヘ 17,597.45 104 1 住 既 × １低専 80 - 40 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯含
む）、一戸
建て医院併
用住宅

- - - 8.5、２F - - - -

54 相模原市 相模原市 田名葛輪
中央区田名字葛
輪2642番1外

新 B - - - - H 25 7 3 H 25 7 3 - - - - ○ 有
更新回数は無制限、廃止
認可告示日まで

未 イ 6,305.66 29 1 住 新 × 無指定 100 - 50 -

住宅、住宅で事
務所、店舗その
他これらに類す
る用途を兼ねる
もののうち政令
第130条の3で定
めるもの、共同
住宅（住戸数2
以下）、診療
所、協定地区内
住民に供する公
共施設、附属す
る物置、車庫そ
の他これらに類
するもの

- - - ２F 0.6
生垣,透視可
能なフェン
ス

-
意匠：屋根，
外壁の色彩

58 名古屋市 名古屋市 桐林
千種区桐林町1・
2丁目、丸山町1
丁目

新 B - - - - H 25 8 20 H 25 8 20 H 30 8 19 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は5年

未 イ 33,499.30 175 1 住 既 ×
２中高,
１住,近

商
200 300 60 80

酒類提供飲
食店等禁止

- - -
10,3F,(
近商
12,4F)

- - -
共同住宅に関
する事項有

名古屋市
御器所三丁目天
池・御所・洲原3
番

昭和区御器所三
丁目

新 B - - - - H 25 9 9 H 25 9 9 H 35 9 8 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 32,116.39 293 1 住 既 ×
１住,近

商
200 - 60 80 風営店禁止 - - - 12,4F - - -

意匠、色彩区
域に相応

59 京都市 京都市
京都市西京区桂
坂さつき北第2地
区

西京区大枝北沓
掛町二丁目の一
部，三丁目の一
部及び四丁目の
一部

再 A 認 H 5 3 25 H 25 6 18 H 25 6 18 H 35 6 17 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 4,670.30 27 1 住 - × １低専 80 - 50 - 専用住宅 135 - 50
最高
10m，軒
高7m

道路
1.2m，隣
地0.8m

生垣，竹
垣，土塀と
する

太陽光発電装置の
色彩と設置位置，
屋外にテレビアン
テナ等設置禁止

緑化義務

京都市
京都市西京区桂
坂ひいらぎ・つ
ばき石畳通地区

西京区御陵大枝
山町五丁目の一
部および六丁目
の一部

再 A 認 H 5 10 27 H 25 11 8 H 25 11 8 H 35 11 7 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 17,892.62 65 1 住 - × ２低専 100 - 60 -

専用住宅，診療
所，学習塾，華
道教室，囲碁教
室，事務所，集
会所

150 - - 10

道路１階
1.5m，道
路2階
2.4m，隣
地1.2m

生垣，竹
垣，土塀と
する

太陽光発電装置の
色彩と設置位置，
屋外にテレビアン
テナ等設置禁止

緑化義務，工
作物の設置位
置

京都市
京都市西京区桂
坂にれのき北地
区

西京区御陵峰ヶ
堂町一丁目の一
部及び三丁目の
一部

再 A 認 H 5 7 14 H 25 12 17 H 25 12 17 H 35 12 16 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 52,949.73 250 1 住 - × １低専 80 - 50 -
専用住宅，
診療所，集
会所

160 - 50
最高
10m，軒
高7m

道路１階
1.5m，道
路2階
2.4m，隣
地1.2m

生垣，竹
垣，土塀と
する

太陽光発電装置の
色彩と設置位置，
屋外にテレビアン
テナ等設置禁止

緑化義務，自
動販売機の設
置禁止

61 堺市 堺市
グリーンヒルズ
さつき野北公園
地区

美原区小平尾
1051-1ほか

新 - - - - - - H 26 2 12 H 26 2 12 H 36 2 11 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 ヘ 6,048.71 38 1 住 新 ×
調整区

域
200 - 60 -

一戸建専用
住宅

- 80 40 10,2F 1,1.8

コンクリー
ト、コンク
リートブロッ
ク不可、高さ
1.5m以下、基
礎40cm以下

-

区画、出入口、ｾﾐ
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽﾍﾟｰｽ、擁
壁の天端のはね出
し、緑化、ガレー
ジ、門・車庫等、
看板、アンテナ、
自動販売機

62 神戸市 神戸市
六甲アイランド
CITY向洋町中１
丁目６番地区

東灘区向洋中町1
丁目

再 A 認 H 4 11 24 H 25 4 25 H 25 4 25 H 35 4 24 - 無 - - ヘ 6,898.44 37 1 住 既 × １住 200 - 60 -
専用住宅、
親子2世帯住
宅

- - - - -

石積み、レ
ンガ積み等
1，6ｍ、生
垣1，8ｍ

アンテナの設
置制限

地盤面の高さ規
制、1区画一戸、
広告等の規制、駐
車場の出入口制
限、既存の生垣等
の維持、意匠規制

神戸市 鳴子1丁目14番地区北区鳴子1丁目 再 B 認 H 20 4 24 H 25 7 19 H 25 7 19 H 35 7 18 - 無 - - ヘ 1,283.00 7 1 住 既 × 1中高 80 - 40 -
専用住宅、
兼用住宅(一
部)

- - - 2Ｆ 1 - -
地盤面の高さ
制限

神戸市
小松すずらん台
第２

北区北五葉４丁
目

再 B 認 H 16 1 8 H 25 9 27 H 25 9 27 H 35 9 26 - 無 - - ヘ 1,767.08 11 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
専用住宅、
併用住宅(一
部)

- - -
10,軒の
高さ7

- - - -

神戸市
北神星和台第４
地区

北区西山２丁目 再 B 認 H 6 1 12 H 26 1 10 H 26 1 10 H 46 1 9 - 無 - - ヘ 70,401.88 352 1 住 既 × １低専 200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅(一
部)

- - -
3Ｆ，
10、軒の
高さ7

1 - -

1区画１戸建、
塀・柵・垣等の
設置は透過性を
確保、営業用の
置物設置制限

神戸市
北神星和台第５
地区

北区菖蒲が丘１・２丁目 再 B 認 H 6 2 28 H 26 2 28 H 26 2 28 H 46 2 27 - 無 - - ヘ 54,790.16 267 1 住 既 × １低専 80 - 40 -
専用住宅、
診療所又は
兼用住宅

- 80 40
3Ｆ，
10、軒の
高さ7

1 - -

1区画一戸建、
区画分割制限、
北側斜線制限、
地盤面の高さ制
限

神戸市 松の宮団地地区
北区鈴蘭台西町6
丁目

再 B 認 S 49 1 31 H 26 3 31 H 26 3 31 H 36 3 30 - 無 - - ヘ 23,480.35 110 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
専用住宅、
親子2世帯住
宅

- - -
2Ｆ，9、
軒の高さ
7

1 - -

敷地分割の禁
止、「地番5-
23」区画のみ壁
面の位置0.5ｍ

神戸市
カルチュリベル
テ学園都市-戸建
住宅街区-

西区学園東町3丁
目

再 B 認 H 15 6 12 H 25 6 12 H 25 6 12 H 36 6 11 - 無 - - ヘ 2,572.63 15 1 住 既 × １低専 200 - 60 -

専用住宅、
親子2世帯住
宅、兼用住
宅(一部)

170 80 40 - 1 生垣1.5ｍ - 意匠制限

神戸市
ア・ラヴリ西神
中央

西区春日台5丁目 新 B 認 H 25 12 19 H 25 12 19 H 25 12 19 H 35 12 18 - 無 - - ヘ 21,691.48 123 1 住 既 × １低専 100 - 50 -

専用住宅、
親子2世帯住
宅、兼用住
宅(一部)

- - - - - -
アンテナの設
置制限

敷地分割の禁
止、地盤面の高
さ規制、立体・
地下駐車場の禁
止、看板等の設
置制限、意匠制
限

神戸市
スマートコモン
シティ西神南Ⅰ
地区

西区井吹台西6丁
目

新 A 認 H 25 9 20 H 25 9 20 H 25 9 20 H 35 9 19 - 無 - - ヘ 14,771.51 88 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 -
専用住宅、
兼用住宅
（一部）

150 - - 2F 0.7～1.5 - -
地盤面の高さ規
制

神戸市
スマイルタウン
西区学園東町Ⅰ

西区学園東町8丁
目

新 A 認 H 25 11 15 H 25 11 15 H 25 11 15 H 35 11 14 - 無 - - ヘ 6,782.58 39 1 住 新 ○ 2中高 200 - 60 - 専用住宅 160 80 40 10,3F 1 - -
意匠、色彩、緑
化

神戸市
スマイルタウン
西区学園東町Ⅱ

西区学園東町6丁
目

新 A 認 H 26 2 10 H 26 2 10 H 26 2 10 H 36 2 9 - 無 - - ヘ 13,592.56 80 1 住 新 ○ 2中高 200 - 60 - 専用住宅 160 80 40 10,3F 1 - -
意匠、色彩、緑
化



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

66 北九州市 北九州市 木屋瀬感田町地区
八幡西区木屋瀬
四丁目６６－１
他３３筆

再 B 認 H 15 3 20 H 25 4 5 H 25 4 5 H 35 4 4 ○ 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 8,559.69 18 2 住 既 × １住 200 - 60 - - - - - 2F - - - 瓦葺き屋根

67 福岡市 福岡市
茶山４丁目２・
３区

城南区茶山4丁目
94番

新 B 公 - - - - H 25 6 10 H 25 6 10 H 35 6 9 - 無 - - イ 31,097.70 221 1 住 既 × １中高 100 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10,3F - - - -

福岡市 平尾４丁目
中央区平尾4丁目
165番

再 B 公 H 15 7 14 H 25 7 14 H 25 7 14 H 35 7 13 - 無 - - イ 19,595.00 56 1 住 既 × １中高 150 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 12 - - -
地盤面の変更
禁止

福岡市 福岡ｿﾌﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ
早良区百道浜3丁
目902番14

再 B 公 H 22 7 22 H 25 8 22 H 25 8 22 H 35 8 21 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 63,172.70 8 3 商 既 × 商業 400 - 80 - 事務所 - - - 100 5，3 - - -

福岡市 ｵｰｸｳﾞｨﾚｯｼﾞ千早
東区千早2丁目
2502番14

新 A 公 - - - - H 25 10 31 H 25 10 31 H 35 10 30 - 無 - - イ 3,599.00 21 1 住 新 ○ １住 200 - 60 - 専用住宅 165 - - 10,2F 1
生垣，ﾈｯﾄﾌｪ
ﾝｽ，板塀

外灯１灯
中木１本，地
盤面の変更禁
止，ｱｰｽｶﾗｰ

福岡市
平和１丁目27
番,28番,29番,30
番

南区平和1丁目
383番

再 B 公 H 16 1 15 H 25 11 11 H 25 11 11 H 35 11 10 - 無 - - イ 12,665.90 71 1 住 既 × １低 80 - 50 -
専用・兼用
住宅

- - - - - - - -

福岡市
福浜１丁目１区
8・9組

中央区福浜1丁目
33番5

新 B 公 - - - - H 25 11 11 H 25 11 11 H 35 11 10 - 無 - - イ 6,609.40 38 1 住 既 × １住 200 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10 - - - -

福岡市 輝国２丁目
中央区輝国2丁目
412番

新 B 公 - - - - H 25 12 19 H 25 12 19 H 35 12 18 - 無 - - イ 11,213.80 49 1 住 既 × １中高 150 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10,3F - - -
地盤面の変更
禁止

福岡市
多賀１丁目１・
２組

南区多賀1丁目
154番

新 B 公 - - - - H 25 12 19 H 25 12 19 H 35 12 18 - 無 - - イ 10,363.70 64 1 住 既 × １中高 150 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10,3F - - -
地盤面の変更
禁止

福岡市
ﾊﾟﾅﾎｰﾑ・ｼﾃｨ香椎
駅前

東区香椎駅前3丁
目492番17

新 A 公 - - - - H 26 2 6 H 26 2 6 H 36 2 5 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は5年

未 イ 3,717.90 22 1 住 新 ○ ２住 200 - 60 - 専用住宅 - - - 10,2F 1
生垣，ﾈｯﾄﾌｪ
ﾝｽ，板塀

-
地盤面の変更禁
止，中木２本，
ｱｰｽｶﾗｰ

福岡市
笹丘３丁目・友
泉亭

中央区笹丘3丁目
125番

新 B 公 - - - - H 26 2 24 H 26 2 24 H 35 2 23 - 無 - - イ 24,349.10 133 1 住 既 × １中高 150 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10,3F - - -
地盤面の変更
禁止

地区数： 82 新　規：
再認可：

52
30

A:16
B:34
C:1

5 有：44
無：38

未：45
済：0

イ：32
ロ：5
ハ：0
ニ：0
ホ：0
ヘ：41

1,889,951.49 8,431 1:79
2:1
3:1
4:1

住:
81
商:
1

工:
0

他:
0

既:
45
新:
34

29

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H26.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成26年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

1 北海道 芽室町 緑町第１地区
芽室町西４条７
丁目２番１

新 - 認 - - - - H 26 10 22 H 26 10 22 H 36 10 22 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 ヘ 12,018.33 28 1 住 既 ○ 一中高 200 - 60 - 専用住宅 265 - - -

北側敷地
境界線
1.5ｍ
その他敷
地境界
１ｍ

- - -

7 福島県 福島県
楢葉町堂後住宅
団地

楢葉町大字堂ノ
後1-6～1-11

新 Ａ - - - - - H 26 9 8 H 26 8 3 H 36 8 2 - 有（10） - - - 2,157.29 6 1 住 新 ○ 無指定 200 - 60 -
１戸建専用
住宅,１戸建
併用住宅

分割、区
画細分、
形状変更

禁止

100 60

最高10m
軒高7.5m
未満2F以

下

1.5

1.8ｍ(1.2ｍ
を超える部
分は生垣又
は金網)

- -

11 埼玉県 埼玉県
ホンダ開発鶴ヶ
島２次

上広谷字神明244番4他 再 B 認 S 49 3 22 H 27 2 24 H 27 2 24 H 37 2 23 - 有 無制限、延長年数は10年 済 ヘ 3,352.78 25 1 住 新 × 1中高 200 - 60 - 専用住宅 100 - - 10,-
1(2階
1.9)

1.8m - -

所沢市
松葉町5・6・7・
20・21番南地区

松葉町1886-235他 再 B 認 S 63 4 1 H 26 4 1 H 26 4 1 H 29 3 31 - 無 - 未 イ 6,614.03 25 1 住 既 × ２住 200 - 60 -
専用住宅共同住
宅 - - - 8,2F 0.8 - -

共同住宅は1戸
33㎡以上

12 千葉県 船橋市
東武船橋丸山台
団地

丸山3-168-23他 再 B 認 S 59 7 27 H 26 7 27 H 26 7 28 H 36 7 27 - 無 - - ヘ 8,132.91 49 1 住 既 × 1低層 100 - 50 -

１．建築物の用
途は、次に掲げ
るものとする。
ただし、車庫、
物置、その他
これらに類する
附属建築物はこ
の限りでない。
ア）住居専用住
宅(一戸建て又は
親子兄弟等の親
族の同居する長
屋形式の
２ 世帯同居住宅
としての１棟の
建築物)
イ）店舗（自家
販売の為に食品
製造業を営むも
のも含む）兼用
住宅
ウ）学習塾、華
道教室、囲碁教
室、その他これ
に類する施設の
兼用住宅
エ）診療所（獣
医院を除く）

- - -
10m,軒の
高さ7m
2F

0.8 - -
敷地分割でき
ないもとす
る。

佐倉市 染井野Ｓ２地区
染井野３丁目１
８番１他

新 B - - - - - H 26 5 12 H 26 5 12 H 36 5 11 ○ 有
５年の自動更新を４回ま
で

未 ホ 284,622.60 1336 - 住 既 ×
1低專
１住
２住

100
200
200

-
50
60
60

- - - - - - 1 - - -

13 東京都 世田谷区 松原２丁目
松原二丁目706番
2,6,38,40、710
番16

再 B 認 H 17 2 22 H - - - H - - - H - - - - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は5年

未 ヘ 877.79 5 1 住 既 ×
１低、
１中高

150 200 60 - 専用住宅 100 - -
8,2F（地
階を除
く）

0.5 - - -

八王子市
デュオアベ
ニュー八王子Ｂ
工区

子安町一丁目385
番3、同番24から
同番77

新 - - - - - - H 26 9 24 H 26 10 1 H 31 10 1 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は5年

未 ヘ 9,449.74 51 1 住 新 ○ 2住 200 - 60 -

専用住宅
兼用住宅長
屋及び共同
住宅（2戸以
下）

- - -
10m(軒高
7ｍ）
2Ｆ

-

互いの安
全、プライ
バシー等に
配慮した高
さ及び素材

-

屋根、外壁、
塀の色彩は八
王子市景観条
例に基づく八
王子市景観計
画に適したも
の

八王子市
八王子みなみ野
シティ シフォン
の丘第Ⅴ地区

七国3丁目18番1
から同番60、同
番67から同番
147、17番1から
同番6

新 - - - - - - H 27 2 17 H 27 2 23 H 37 2 23 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 ヘ 26,417.62 147 1 住 新 × 1低 100 - 50 -
専用住宅
兼用住宅

- - - 2Ｆ

一部の隣
地境界ま
で1.5ｍ
物置の壁
面は道路
境界まで
1ｍ

道路境界線
より1ｍ以内
の範囲で
フェンス築
造禁止

-

最上階の屋根
形態の指定

屋根、外壁等
の色彩

調布市
調布市菊野台3丁
目野村不動産分
譲住宅地

菊野台3-53-123
から173まで

新 A - - - - - H 26 7 23 H 26 7 23 H 37 2 26 - 有

有効期間満了日前６月以
内に，土地の所有者等か
ら協定の廃止の申請がな
い限り，本協定を自動的
に期間満了日の翌日から
１０年間更新するものと
し，以後これに準ずるも
のとする。

未 イ 6,144.04 51 1 住 既 ○ １住専 80 - 40 -
２世帯まで
の一戸建て
住宅

120 - - 10,2F 0.8 - - 緑化義務

国分寺市
高木町一丁目住
宅地建築協定

高木町一丁目10
番地５

新 A - - - - - H 26 7 15 H 26 7 16 H 36 7 16 - 有 10年間自動的に更新 未 イ 3,786.23 30 1 住 新 ○ 1低 80 - 40 - 専用住宅 125 - - 2F 1 - - -

国分寺市
高木町一丁目住
宅地建築協定

高木町一丁目10
番地５

再 A 公 H 26 7 16 H 27 3 13 H 27 3 17 H 37 3 17 - 有 10年間自動的に更新 未 イ 3,786.23 30 1 住 新 ○ 1低 80 - 40 - 専用住宅 125 - - 2F 1 - - -

14 神奈川県 平塚市 真土大塚山地区
西真土三丁目
1030番3外71筆

新 A - - - - - H 27 1 29 H 27 1 29 H 37 2 12 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 23,000.00 129 1 住 新 ○
1中高、

1住
100 - 60 -

一戸建ての
住宅

- 100 60 10,2F 0.85
生垣又は透
視可能な
フェンス

- 屋根形状、色彩

厚木市 森の里五丁目
厚木市森の里五
丁目1番1ほか

新 - - - - - - H 26 9 1 H 26 9 1 H 31 9 1 - 有
異議がない限り5年毎に更
新

未 イ 32,528.19 143 1 住 既 ×
1低、1
中高

100 200 50 60
専用住宅、兼用
住宅 170 80 50 10 1

生垣,フェン
ス等1.2ｍ

アンテナ設置
禁止

形状、色調の
調和及び広告
物の禁止

22 静岡県 掛川市 紅葉台 掛川市青葉台 新 B - - - - - H 26 10 10 H 26 10 10 H 36 10 9 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 43,461.08 190 1 住 新 × １中高 150 - 60 -

専用住宅、
兼用住宅
（学習塾
等）

- - - 10 1
生垣又は投
資可能な
フェンス

- -

23 愛知県 愛知県 白沢台
知多郡阿久比町
大字白沢字表山
5-5始め260筆

再 B 認 H 6 2 24 H 26 5 23 H 26 5 23 H 36 5 22 - 無 - - ヘ 78,327.80 261 1 住 既 × 調整 200 - 60 -

一戸建専用
住宅、兼用
住宅、託児
所、診療
所、公益上
必要な建築
物、前各号
に附属する
30㎡以内の
建築物

- - 60

10,2F,北
側斜線
（一低・
二低同
等）

1

生垣、四つ
目垣、鋼製
ネット又は
パイプフェ
ンス等

便所;水洗式

建築物の色彩
形態の制限,敷
地;区画形質の
変更禁止,土砂
流出制限,緑化
義務,

愛知県
ヴェルデアーダ
東條

海部郡大治町大
字東條字中切22-
1ほか８筆

新 - - - - - - H 26 9 30 H 26 9 30 H - - - ○ 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

未 - 499.46 4 1 住 新 × １住 200 - 60 - - - - - 2F -
ブロック壁
等禁止

屋根上にアン
テナ等設置禁
止

敷地;区画変更
禁止,屋根;勾配
屋根,屋根及び
外壁の色彩統
一,緑化義務,看
板等設置禁止,
カーボート及び
物置等設置禁
止,緑地を減少
させる増築禁止

愛知県 三井和合台
日進市藤塚5-25
ほか188筆

再 B 認 H 6 11 14 H 26 11 11 H 26 11 11 H 46 11 10 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 ヘ 49,222.03 189 1 住 既 ×
１低,１

住
100 - 60 -

一戸建専用
住宅

160 - - 10 - -
公共下水道に
接続

敷地;形質変更は最
小限

愛知県 犬山善師野台
犬山市善師野台1-1
ほか258筆

再 B 認 H 5 8 27 H 27 3 31 H 27 4 10 H 47 4 9 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 ヘ 51,686.51 259 1 住 既 × 調整 200 - 60 -
一戸建専用
住宅

- 100 60 10 1

ブロック壁
等禁止 -

建築物の色彩形態
の制限,敷地内空
地は美化,敷地;細
分化禁止

25 滋賀県 甲賀市 虫生野虹の町

水口町虫生野土
地区画整理事業
地内１街区１－
１画地外１０３
画地

再 B 認 H 17 3 31 H 27 3 31 H 27 4 10 H 37 3 31 ○ 無 - - ヘ 19,775.51 104 1 住 既 × １住 200 - 60 - 専用住宅 165 - - 10 0.6 - -
外壁、屋根の色
彩、形態、意匠

大津市
グリーンヒル大
津松が丘B1地区

大津市松が丘四
丁目１番３から
同番２６まで及
び４番５から同
番２９まで（合
計４９筆）

新 - - - - - - H 26 8 29 H 26 8 29 H 51 8 29 - 無 - - ヘ 11,070.80 49 1 住 新 ○
１種中
高層

200 - 60 -

ア　戸建専用
住宅
イ　共同住宅
または長屋住
宅で住戸数が
２のもの
ウ　医院（獣
医院を除く）
エ　学習塾、
華道教室、そ
の他これらに
類する用途の
兼用住宅（規
模について
は、第1種低
層住居専用地
域内に建築で
きる範囲とす
る。）で、か
つ一戸建てで
なければなら
ない

― ― ―
地盤面か
ら10m，
軒高7ｍ

敷地境界
線から
1.5m以上
後退させ
なければ
ならな
い。

境界は生垣、ﾊﾟ
ｲﾌﾟﾌｪﾝｽ、ﾈｯﾄﾌｪ
ﾝｽ、道路境界は
生垣とする。

- 敷地分割不可

27 大阪府 岸和田市 天神山G団地
天神山町三丁目
20番111　外58筆

再 A 認 H 6 5 24 H 26 10 10 H 26 10 10 H 36 10 9 - 無 - - - 11,264.06 58 1 住 既 × 1低専 100 - 50 - 専用住宅 - - - 10,2F
1（道路
面）

生垣又は
フェンス

-
周辺の景観と
調和、地盤高
さ変更不可

高槻市
エコタウン安岡
寺６丁目住宅地
区

安岡寺町六丁目 新 - - - - - - H 26 8 15 H 26 8 15 H - - - ○ 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 2,942.89 18 1 住 既 × １低 100 - 50 - 専用住宅 150 - - 2Ｆ
北側：１
その他：
0.5

- - -

高槻市
高槻市日吉台一
番町団地

日吉台一番町 新 - - - - - - H 26 11 4 H 26 11 4 H - - - ○ 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 21,958.91 143 1 住 新 ○
1低,1中

高
100 200 50 60

専用住宅
兼用住宅

150 - - 10,2F
北側：１
その他：
0.5

- - -

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

高槻市
マザー・ヒルズ
高槻

塚原六丁目 再 A 認 H 16 12 17 H 27 3 18 H 27 3 18 H - - - ○ 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 43,583.32 422 1 住 既 × 1住居 200 - 60 -
専用住宅
兼用住宅

- - - 10,2F
全周：
0.5

- - -

枚方市
ブランズガーデ
ン香里ヶ丘

香里ヶ丘五丁目2
番地内

新 - - - - - - H 26 6 27 H 26 6 27 H 36 12 8 - 有
一回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 5,407.12 36 1 住 新 ○ １中高 200 - 60 - 専用住宅 - - - 10,2F 1
生垣、透視
可能なフェ
ンス

- 緑化努力義務

枚方市
宮之阪京阪住宅
地区

宮之阪３丁目地
内

再 B 認 H 6 12 26 H 26 12 26 H 26 12 26 H 36 12 25 - 有
一回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 7,091.45 30 1 住 既 × ２中高 200 - 60 - 戸建て住宅 140 - - 10 - - - -

枚方市
東香里京阪住宅
地区

東香里１丁目及
び２丁目の一部

再 B 認 H 7 3 27 H 27 3 27 H 27 3 27 H 37 3 26 - 有
一回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 92,999.25 325 1 住 既 ×
１低

層、１
住居

100 200 50 60
専用住宅、
兼用住宅

165 - - 10 0.9 -
太陽光パネル
及び室外機設
置位置の配慮

-

富田林市
金剛東向陽台4丁
目第2地区

富田林市向陽台4
丁目1番1ほか153
筆

新 - - - - - - H 26 8 13 H 26 8 19 H 46 8 12 - 有

有効期間満了の日の６カ
前までに、土地の所有者
等の過半数の廃止申し立
てがないときは、更に１
０年間更新されるものと
する。

未 ヘ 32,318.60 154 1 住 新 ○

第一種
低層住
居専用
住宅

100 - 50 -

・一戸建専用住
宅
・下記に掲げる
用途を兼ねるも
ので、延べ面積
の2分の1を居住
の用に供し、か
つこれらの用途
に供する部分の
面積の合計が50
㎡以下のもの。
(1)事務所
(2)日用品の販
売を主たる目的
とする店舗
(3)理髪店又は
美容院
(4)学習塾、華
道教室、囲碁教
室、その他これ
らに類する施設
(5)診療所又は
薬局
(6)出力の合計
が0.2kＷ以下の
原動機を使用す
る美術品又は工
芸品を製作する
ためのアトリエ
又は工房

区画変更
禁止

- - 10ｍ

・道路に
面してい
る箇所：
1.5ｍ

・上記以
外：1.0
ｍ

1.5ｍ - -

大阪府 楠台地区
河内長野市大師
町85番465ほか
682筆

再 B 認 H 6 6 24 H 26 6 23 H 26 7 1 H 36 6 22 - 有

有効期間満了の日の６カ
前までに、土地の所有者
等の過半数の廃止申し立
てがないときは、更に１
０年間更新されるものと
する。以降この例によ
る。

未 ヘ 164,451.51 642 1 住 新 ×

第一種
低層住
居専用
住宅

100 - 50 -

・一戸建専
用住宅
・協定委員
会が認めた
もの

区画変更
禁止
ただし、
合併・分
割後の面
積180㎡以
上は可

- -
9ｍ
2Ｆ

- -

-

-

大阪府
サニータウン
緑ヶ丘地区

河内長野市緑ヶ
丘北町3808番197
ほか1,147筆

再 A 認 S 49 4 16 H 26 6 13 H 26 6 19 H 36 6 12 - 有

有効期間満了の日の６カ
前までに、土地の所有者
等の過半数の廃止申し立
てがないときは、更に１
０年間更新されるものと
する。以降この例によ
る。

未 ヘ 233,211.15 1113 1 住 新 ×

第一種
低層住
居専用
住宅

100 - 50 -

・一戸建専
用住宅
・協定委員
会が認めた
もの

区画変更
禁止

100 50

区域1：9
ｍ
区域2：
9.5ｍ

2F

区域1：
1.0ｍ
区域2：
1.5ｍ

区域1：0.7
ｍ以下
区域2：1.0
ｍ以下

- -

大阪府
美加の台第一地
区

河内長野市美加
の台1丁目460番
23ほか363筆

再 A 認 S 59 6 18 H 26 6 26 H 26 7 2 H 36 6 25 - 有

有効期間満了の日の６カ
前までに、土地の所有者
等の過半数の廃止申し立
てがないときは、更に１
０年間更新されるものと
する。以降この例によ
る。

未 ヘ 83,287.14 362 1 住 新 ×

第一種
低層住
居専用
住宅

80 - 40 -

第一種低層
住居専用住
宅区域で建
設可能なも
の

区間変更
禁止

- -
9ｍ
2Ｆ

道路に面
している
部分：1.8
ｍ
上記以外
1.0ｍ

1.5m - 緑化努力

大阪府 岬町望海坂B地区
泉南郡岬町望海
坂3丁目4976-488
ほか85筆

新 - - - - - - H 26 7 14 H 26 7 17 H 26 7 13 - 無 - - ヘ 16,416.73 86 1 住 新 ○
市街化
調整区

域
100 - 50 -

・一戸建専
用住宅
・診療所
・兼用住宅
の内協定委
員会が認め
たもの

区画変更
禁止、た
だし変更
後の面積
160㎡以
上は可

100 50 10ｍ 1.0ｍ - -
・緑化努力
・屋外広告物
への配慮

大阪府
美加の台七丁目
東地区

河内長野市美加
の台七丁目7番6
ほか60筆

再 A 認 S 59 6 18 H 26 10 28 H 26 10 31 H 46 10 27 - 無 - - ヘ 13,358.80 61 1 住 新 ×

第一種
低層住
居専用
住宅

80 - 40 -

・一戸建専
用住宅
・診療所
・上記に加
え特定箇所
については
日用品販売
を主たる目
的とする店
舗兼用住宅
・その他協
定委員会が
認めたもの

- - - 9ｍ

・道路及
び歩行者
専用道路
に接する
部分：
1.8ｍ
・上記以
外：1.0
ｍ

1.5ｍ - 緑化努力

28 兵庫県 尼崎市
武庫之荘東1・2
丁目地区

武庫之荘東1・2
丁目

再 B 認 H 11 12 27 H 26 12 11 H 26 12 11 H 31 12 26 - 無 - - ヘ 8,254.48 56 1 住 既 × １中高 200 - 60 -

1戸建専用住
宅、1戸建医
院併用住宅
（獣医院を
除く）及び
共同住宅

- - - 10,3F - - -

共同住宅は1戸
あたりの床面積
を50㎡以上と
し、独立した2
以上の居室を有
する住戸のみで
構成されている
ものとする

西宮市
西宮市鳴尾浜木
材団地

鳴尾浜2丁目の一
部

再 B 認 H 15 8 18 H 27 3 31 H 27 3 31 H 32 3 30 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は５年

未 イ 72,556.99 23 4 工 既 × 準工 200 - 60 -
住宅・共同
住宅の禁止

ー ー ー －
道路境界
から２ｍ

ー ー

構造;鉄骨鉄筋
コンクリート
造、鉄筋コンク
リート造、鉄骨
造、コンクリー
トブロック造、
不燃化、緑化義
務

宝塚市
阪急宝塚山手台
第12住宅地区

山手台東5丁目7
番109の一部

新 A - - - - - H 27 3 2 H 27 3 2 H 37 3 1 - 有
・廃止申立てがない限り
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ホ 24,000.00 120 1 住 新 ○ 1低専 100 - 50 - - - - - 2F以下 - -
テレビアンテ
ナ等の設置禁
止

区画変更の禁
止、地盤面の変
更禁止、擁壁か
らのはみ出し禁
止

30 和歌山県 和歌山県 さつき台（C）
橋本市さつき台
二丁目476-4の一
部

新 A - - - - - H 27 1 8 H 27 1 20 H 37 1 8 - 有

期間満了前に土地所有者
等の過半の廃止申し立て
がなければ更に10年更
新。

未 イ 13,949.58 78 1 住 新 ○ 1住 100 200 50 60 専用住宅 -
100
200

50
60

3F - - -
道路に面する
部分は緑化に
努める

41 佐賀県 佐賀市 駅前中央一丁目
佐賀市駅前中央
一丁目49-2番ほ
か41筆

再 B 認 H 17 3 18 H 27 3 17 H 27 3 17 H 37 3 17 - 無 - - イ 30,647.76 42 4 商 既 × 商業 500 - 80 - - - - - - - - -

風俗営業、工場、
倉庫業を営む倉
庫、畜舎等を建築
してはならない。
意匠上の配慮(建築
設備、ごみ収集設
備、看板、公告物
等)

50 さいたま市 さいたま市 二ツ宮団地
西区大字二ツ宮
67-4外

再 A 認 S 49 6 25 H 26 12 9 H 26 12 9 H 36 12 8 - 無 - - ハ 73,815.84 464 1 住 既 × 無指定 - - - -
専用住宅,診
療所,併用住
宅

- - 60
9
2階

1 塀1m以下

-
構造;22条，23条
に準じる
区画細分化不可

51 千葉市 千葉市
フォレステージ
蘇我

中央区蘇我五丁
目629番17他

再 B 認 H 6 11 1 H 26 12 19 H 26 12 21 H 36 12 20 - 無 - - イ 37,324.30 189 1 住 既 × １住 200 - 60 - 専用住宅 － － －
10(軒高
7)

1
生垣1.2m,道
路境界塀
1.0m

-

区画分割不可,
地盤面変更不
可,看板等不
可,緑地帯設置
義務

52 川崎市 川崎市
宮崎・土橋・神
木地区

宮前区宮崎6丁目
2番地ほか

再 A 認 S 49 5 4 H 26 7 15 H 26 7 15 H 36 7 14 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 ヘ 76,438.01 386 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建て住
宅，長屋又
は共同住宅
（2世帯住宅
に限る）

165 - -
最高9，
軒高
6.5，2Ｆ

-

ネットフェ
ンス、垣根
その他これ
に類する開
放性、通風
性のあるも
の

-

地盤面の変更
不可。自動車
車庫等の設置
の場合の切土
等は除く。

53 横浜市 横浜市 柳町 金沢区柳町 再 B 認 H 16 4 5 H 26 4 25 H 26 4 25 H 36 4 24 - 無 - 未 ヘ 81,485.68 388 1 住 既 ×
１低,１
中高,１

住
80 150,200 40 60

一戸建専用住
宅（２世帯同
居住宅を含
む）,二戸以
内の長屋及び
二戸以内の共
同住宅,診療
所併用住宅
（獣医院を除
く）,兼用住
宅

- - - - - - - -



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

横浜市
美しが丘住宅Ｂ
地区

青葉区美しが丘
四丁目

再 B 認 認 S 48 8 4 26 5 2 H 26 5 2 H 36 5 1 - 無 - 未 ヘ 3,905.58 14 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建て専用
住宅（二世帯
同居住宅を含
む。）,一戸
建て医院（動
物医院を除
く。）併用住
宅

- - - 2F - - -
分割禁止,地盤
面変更禁止

横浜市 港南富士見台
港南区下永谷２
丁目

再 B 認 S 58 8 15 H 26 5 15 H 26 5 15 H 36 5 14 - 無 - 未 ヘ 19,116.59 93 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建て専用
住宅（二世帯
同居住宅を含
む。）,一戸
建て医院（動
物医院を除
く。）併用住
宅,兼用住宅,
２戸以下の長
屋（一部地域
のみ）

150 - - - - 2m -
地盤面変更禁
止

横浜市 たちばな台地区
青葉区たちばな
台１丁目

再 A 認 S 59 2 25 H 26 5 15 H 26 5 15 H 36 5 14 - 無 - 未 ヘ 7,459.25 34 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建て専用住
宅（二世帯同居
住宅を含
む。）,一戸建
て医院（動物医
院を除く。）併
用住宅

- - -
9,軒高
6.5,2F

1
開放性のあ
るもの

-
分割禁止,地盤
面変更禁止

横浜市 六角橋１丁目31,32
神奈川区六角橋
１丁目

再 B 認 H 16 7 5 H 26 6 5 H 26 6 5 H 36 6 4 - 無 - 未 ヘ 2,540.61 15 1 他 既 × １住,近商 200 300 60 80 - - - - 13m,4F - - - -
住宅・商業混在
地区

横浜市
港北ニュータウ
ンつづき野

都筑区荏田東一丁目再 A 認 H 16 6 25 H 26 6 5 H 26 6 5 H 36 6 4 - 無 - 未 ヘ 11,930.08 68 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建専用
住宅（多世
代同居住宅
を含む。）

165 - -
10,軒高
7,3F

1
透過性のあ

るもの
-

架台・擁壁の築
造禁止,地盤面
の変更禁止,勾
配屋根,外観の
色調配慮,出入
口の形態制限

横浜市
あかね台一丁目C
地区

青葉区あかね台一丁目新 - - - - - - H 26 7 4 H 26 7 4 H 36 7 3 - 有
更新は１回のみ、延長年
数は10年

未 ヘ 11,910.44 60 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建て専用
住宅（２世帯
住宅を含
む。）,長屋
又は共同住
宅,診療所,兼
用住宅、公益
施設又は福祉
施設

- - -
9,軒高
6.5

1
開放性のあ

るもの
-

分割禁止,地盤
面変更禁止,架
台・擁壁の築造
制限,屋根等の
色彩・形態配
慮,看板類制限,
機械式駐車場・
自動販売機設置
禁止,駐車場確
保義務

横浜市
東戸塚グリーン
タウン

保土ケ谷区境木本町再 B 認 S 58 9 24 H 26 7 25 H 26 7 25 H 36 7 24 - 無 - 未 ヘ 39,201.97 224 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建て専用
住宅,親族の
同居する二世
帯同居住宅,
診療所併用住
宅,兼用住宅,
公益上必要な
建築物

- - -
9,軒高
6.5,2F

- - -

分割禁止,地盤
面変更禁止,擁
壁への架台設置
禁止,擁壁の配
慮,屋根・外壁
等配慮

横浜市
新石川二丁目Ｃ
地区

青葉区新石川二
丁目

再 A 認 S 59 2 25 H 26 8 5 H 26 8 5 H 31 8 4 - 有
更新は１回のみ、延長年
数は５年

未 ヘ 12,520.61 61 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建専用住宅
（二世帯同居住
宅を含む。）,
一戸建医院併用
住宅（獣医院を
除く。）,一戸
建兼用住宅

- - - 9,2F 1
開放性のあ
るもの

-

地階の面積制
限,区画変更禁
止,地盤面変更
禁止,既存擁壁
の形態維持,建
築物の色調配慮

横浜市
金沢文庫パーク
タウン

金沢区釜利谷南４丁目再 B 認 H 59 6 5 H 26 8 25 H 26 8 25 H 36 8 24 - 無 - 未 ヘ 78,705.56 403 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建て専用
住宅（二世帯
同居住宅を含
む。）、兼用
住宅、医院
（獣医院を除
く）併用住
宅、長屋・共
同住宅（一部
地域のみ）

150 - -
9,軒高
7.5,2F

1 - -
長屋・共同住宅
の最低限敷地面
積,

横浜市
藤和フレッシュ
タウン上大岡

南区別所７丁目 再 B 認 S 58 2 25 H 26 10 3 H 26 10 3 H 36 10 2 - 無 - 未 ヘ 12,005.27 64 1 住 既 × １住 200 - 60 -

一戸建て専用
住宅（二世帯
住宅を含
む。）,一戸
建て医院併用
住宅,兼用住
宅

- - - 10 0.9 - - 分割禁止

横浜市
ウッドパーク金
沢文庫

金沢区釜利谷南
二丁目

再 A 認 S 63 7 15 H 26 11 14 H 26 11 14 H 36 11 13 - 無 - 未 ヘ 19,259.65 107 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建専用住
宅（玄関が一
つの二世帯同
居住宅を含
む）,医院
（獣医院を除
く）併用住
宅,兼用住宅

- - - 10,軒高9 -
生垣,フェン
ス1.5m

-

分割禁止,地盤
面変更禁止,既
存擁壁の変更
制限,建築物の
色彩・意匠配
慮

横浜市
いずみタウン金
沢文庫

金沢区釜利谷南
四丁目

再 B 認 S 59 11 5 H 27 1 23 H 27 1 23 H 36 1 22 - 無 - 未 ヘ 15,407.67 72 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建て専用
住宅（二世帯
同居住宅を含
む。ただし、
玄関は２つま
でとする。),
医院(獣医院
を除く)併用
住宅,共同住
宅（一部地域
のみ）

- - - - 1 - -
分割禁止,地盤
面変更禁止

横浜市
パークヒル上大
岡

港南区上大岡東
三丁目

再 B 認 S 59 6 25 H 27 3 25 H 27 3 25 H 36 3 24 - 無 - 未 ヘ 11,038.00 64 1 住 既 × １低 100 - 50 -

一戸建て専用
住宅（多世帯
同居住宅を含
む。）,診療
所(動物医院
を除く。)併
用住宅,兼用
住宅,二戸長
屋

150 - -
9,軒高
7.5

1 - - -

横浜市 竹山第３ 緑区竹山一丁目 再 A 認 H 6 8 25 H 27 3 25 H 27 3 25 H 31 3 24 - 無 - 未 ヘ 1,450.50 8 1 住 既 × １中高 150 - 60 -

一戸建て専
用住宅（２
世帯同居住
宅を含
む。）

- - - 10 1 - -
分割禁止,地盤
高さ変更禁止

54 相模原市 相模原市
セドナ大島Ⅶ区
域指定地区

緑区大島字中沖
原１６３５番２
外

新 B 認 H 26 5 16 H 26 5 26 H 26 5 16 H - - - ○ 有

・有効期間は、認可の日
から１０年とし、それ以
降については、廃止の認
可公告のあった日までと
する。

未 イ 7,666.47 35 1 住 新 ×
調整区

域
80 50 - -

住宅、兼用住
宅、共同住
宅、診療所、
区域内住民に
供する公共的
施設

- - - 2F 0.6

生け垣又
は、透視可
能なフェン
ス

-

構造;居室の外
部に面する建具
は、防音効果の
あるもの.意匠
の制限：刺激的
色彩は避ける.
緑化の制限：敷
地面積の10％以
上の緑被

55 新潟市 新潟市
西野中野山建築
協定

新潟市東区若葉
町1丁目101-1他
204筆、若葉町2
丁目201-1他132
筆

新 - - - - - - H 27 3 23 H 27 3 27 H 37 3 26 - 無 - - ヘ 107,159.96 - 4 住 新 ×
２中高,
１住,準

工
200 - 60 - - - - - - - - -

・住宅：省エネ
等級3以上
・自然エネル
ギー活用設備等
の設置
・HEMS・BEMS等
の設置

58 名古屋市 名古屋市
ヴェルデアーダ
桜本町

南区呼続元町 新 B - - - - - H 26 11 28 H 26 11 28 H 36 11 27 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 1,193.62 7 1 住 既 × 1住 200 - 60 - - - - - 2F - -
アンテナ設置
禁止等

造成区分分割不可

59 京都市 京都市
桂坂もみのき第1
地区

京都市西京区御
陵峰ケ堂町2丁
目，中山町の各
一部

再 B 公 H 6 11 1 H 26 12 4 H 26 12 4 H 46 ## ## - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 15,033.70 112 1 住 新 × １低 80 - 50 -
専用住宅,兼
用住宅,診療
所,集会所

110 - - -
道路1.2,
隣地0.7

-
屋外へのテレ
ビアンテナ等
設置禁止

現況地盤面から
0.5ｍを超える盛
土・切土の禁止

京都市 桃山南大島町地区
桃山南大島町，
桃山町養斉の各
一部

再 B 公 S 54 7 12 H 27 1 5 H 27 1 5 H 47 1 4 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 55,750.30 284 1 住 新 × １中高 200 - 60 -

専用住宅,兼
用住宅（事
務所,日用
品・食料品
小売店舗,診
療所,学習
塾,原動機
0.75ｋｗ以
下のパン屋
等）

100 - -
高さ10,
軒高7.5

隣地0.5 - -

自動車を所有
する場合は駐
車場1台分の空
地確保



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

京都市
桂坂さくら第1地
区

京都市西京区御
陵峰ケ同町2丁
目，大枝中山町
の各一部

再 B 公 H 7 1 19 H 27 1 19 H 27 1 19 H 47 1 18 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 14,662.70 89 1 住 新 ×
１低,１
中高

80 150 50 -

専用住宅,兼
用住宅,巡査
派出所,公衆
電話所等

140 - - -
道路1.2,
隣地0.8

生垣・竹
垣・土塀・
フェンスは
可,素地コン
クリートブ
ロックの使
用禁止

太陽光発電装
置の色・設置
方法,屋外への
アンテナ等設
置の禁止

屋根・外壁の
材・色彩,緑化
義務,広告物の
設置禁止,現況
地盤面から0.5
ｍを超える盛
土・切土の禁止

京都市
阪急桂南住宅地
区

京都市西京区下
津林六反田町，
下津林佃の各一
部

再 B 認 S 50 2 15 H 27 3 3 H 27 3 3 H 37 3 2 - 無 - - ヘ 55,951.80 292 1 住 新 × １低 80 - 50 -

専用住宅,兼
用住宅（事
務所,日用品
小売店舗，
診療所，理
髪店，学習
塾）

120 - -
軒高6.5,
地上2階
まで

敷地（真
北）1.0,
（他）
0.5

- - -

京都市
桂坂センター地
区

京都市西京区御
陵大枝山町5丁目
の一部

再 B 認 H 7 3 23 H 27 3 27 H 27 3 28 H 47 3 27 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 20,109.60 15 1 商 新 × 近商 300 - 80 -

工場,畜舎,風
営法第2条第4
項における風
俗関連営業に
係る宿泊施
設,まあじゃ
ん屋,ぱちん
こ屋等及び風
営法第4項に
おける「風俗
関連営業」に
係る用途,カ
ラオケボック
ス,ゲームセ
ンターの禁止

150 - - - 道路1.0

生垣,外壁の
基準に準ず
る仕上・色
とする

幹線道路側へ
の建築設備設
置禁止,屋外へ
のアンテナ設
置禁止

隅切部分への自
動車出入口設置
禁止,敷地内通
路の設置,屋
根・外壁の材・
色彩,植栽帯の
設置,広告物の
設置方法,工作
物（自販機含）
は道路から1ｍ
後退させる

60 大阪市 大阪市
大阪ビジネス
パーク地区

中央区城見1丁目
2番1他4筆及び城
見2丁目1番2他16
筆

新 - - - - - - H 26 12 22 H 26 12 22 H 31 12 21 - 有

期間満了6ヶ月前までに土
地所有者等の廃止申し立
てがないときは、更に5年
間更新、以後同様

未 イ 175,071.86 11 4 商 既 × 商 400 ― 80 ―

業務施設、商
業施設、教
育・文化施
設、医療施
設、ビジネス
サポート機能
としての居住
施設

5000 ― ― ― 6,10 ―

・高架水槽、
クーリングタ
ワー等を屋上に
設置する場合
は、隠蔽するな
ど意匠上の配慮
をする。
・電力柱、電話
柱を設置しな
い。

空地の確保、緑
地の確保、歩道
の確保、オープ
ンスペースの確
保、建築物1階
の用途、主たる
出入口の位置、
広告物の制限

61 堺市 堺市 晴美台-A・D団地
南区晴美台1丁
32-1ほか

再 A 認 H 1 6 23 H 26 11 7 H 26 11 7 H 31 11 6 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は5年

- ヘ 10,972.89 53 1 住 既 × １中高 200 - 60 - 専用住宅

区画の変
更不可
（変更が
認められ
ている宅
地は最低
168㎡以
上）

- -
2F,高さ
9,軒高さ
7

道路境界
1.5,隣地
境界1

- -
地盤面の高さ
の変更不可、
意匠、緑化等

62 神戸市 神戸市
パナホームシ
ティ西神南Ⅰ

西区井吹台北町1
丁目

再 A 認 H 16 5 26 H 26 5 26 H 26 5 26 H 36 5 25 - 無 - - ヘ 9,160.73 50 1 住 新 × １低 80 - 40 - 専用住宅等 - - - - - - -
地盤変更禁止、
看板設置制限、
緑化推奨等

神戸市
名谷すまいるた
うん

須磨区北落合４
丁目

再 A 認 H 17 1 21 H 27 1 21 H 27 1 21 H 37 1 20 - 無 - - ヘ 3,545.80 18 1 住 新 × １低 80 - 40 - 専用住宅 - - - - - - -

区画分割禁止、
地盤変更禁止、
看板設置制限、
緑化推奨等

神戸市
アカデミアタウ
ンＤ.Ｃ.

西区学園東町３
丁目

再 A 認 H 17 2 2 H 27 2 2 H 27 2 2 H 37 2 1 - 無 - - ヘ 11,864.14 57 1 住 新 × ２住 200 - 60 - 専用住宅等 170 100 50 10ｍ、2F 1

生垣又は
1.5m以下の
透視可能
フェンス

- 地盤変更禁止

神戸市 桜の杜
須磨区桜の杜１,
２丁目

新 B 認 H 27 2 17 H 27 2 17 H 27 2 17 H 37 2 16 - 無 - - ヘ 38,127.16 235 1 住 新 × １低 100 　 50 - 専用住宅 - - - 2F - -
アンテナ設置
禁止

地盤変更禁止、
看板設置制限等

神戸市 井吹台東町５丁目いぶき自治会
西区井吹台東町
５丁目

新 B 認 H 27 3 12 H 27 3 12 H 27 3 12 H 32 3 11 - 有
異議の申出がない場合は
延長年数は５年

未 ヘ 18,599.97 92 1 住 新 × １低 80 　 40 - 専用住宅等 - - - - - - -
区画分割禁止
等

66 福岡市 福岡市
トラストヴィラ
若久

南区若久四丁目
200-1

新 A - - - - - H 26 5 8 H 26 5 8 H 36 5 7 - 無 - - イ 3,136.89 18 1 住 新 ○
１低

専，１
住

80 200 50 60 専用住宅 - - - 10,2F -
生垣,ﾈｯﾄﾌｪﾝ
ｽ

-

地盤高変更
0.2m以内，区
画の再分割禁
止，色彩・形
態の調和

福岡市
東油山城南ハイ
ツ

城南区東油山一
丁目22-1

再 A 認 S 61 12 27 H 26 9 8 H 26 9 8 H 36 9 7 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 イ 20,588.08 98 1 住 新 ○ １低専 80 - 50 - 専用住宅 - - - -

道路境界
線1.5m，
隣地境界
線1.0m

- -
地盤高変更禁
止，区画の再
分割禁止

福岡市 平和２丁目
南区平和二丁目
七区148

新 B - - - - - H 26 9 8 H 26 9 8 H 36 9 7 - 無 - - イ 8,515.24 44 1 住 既 × １中高 150 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10,3F - - - -

福岡市 松崎台
東区松崎四丁目
448-1

再 B 認 H 16 8 19 H 26 10 6 H 26 10 6 H 36 10 5 - 無 - - イ 15,659.56 94 1 住 既 × １中高 100 - 60 - 専用住宅 - - - 10 1 - - -

福岡市 田島６丁目
城南区田島六丁
目1-1

新 B - - - - - H 26 11 27 H 26 11 27 H 36 11 26 - 無 - - イ 22,882.56 106 1 住 既 ×
１低

専，１
中高

80 100 50 60
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - - - - - -

福岡市
泉一丁目(泉けや
き)

西区泉一丁目3-1 再 B 認 H 16 10 4 H 26 11 10 H 26 11 10 H 36 11 9 - 無 - - イ 41,819.31 73 1 住 既 × １低専 80 - 50 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - - - - - -

福岡市
泉２丁目(けやき
東)

西区泉二丁目2 再 B 認 H 17 3 24 H 27 3 30 H 27 3 30 H 37 9 29 - 無 - - イ 25,251.72 117 1 住 既 × １低専 80 - 50 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - - - - - -

地区数： 79 新　規：
再認可：

29
50

A:24
B:40
C:0

7 有：42
無：37

未：53
済：1

イ：23
ロ：0
ハ：1
ニ：0
ホ：2
ヘ：50

2,752,870.38 11,494 1:74
2:0
3:0
4:4

住:
74
商:
3

工:
1

他:
1

既:
45
新:
34

16

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H27.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成27年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

8 茨城県 茨城県
フローレスタ須
和間第5・6・12
区

那珂郡東海村大
字須和間字石ブ
シ2004番1他

新 A - - - - - H 27 8 19 H 27 8 27 H 37 8 27 ○ 有

有効期間満了6ヶ月前まで
に土地の所有者等が建築
協定の廃止について書面
をもって申し出をしな
かった場合は，期間満了
の翌日から起算してさら
に10年間延長するものと
し，その後も同様とする

未 イ 32,913.31 137 1 住 新 ○
指定な

し
200 - 60 -

一戸建て住
宅，第1種低
層住居専用
地域に建築
可能な建築
物（共同住
宅・寄宿
舎・下宿又
は獣医院は
除く。）

- 100 50

軒高7,最
高限度10
以下，建
築物の各
部分の高
さは法第
56条に定
められ
た，第一
種低層住
居専用地
域の制限
を準用

1

原則，生垣
等の開放性
のあるもの
（ブロッ
ク・レンガ
等を併用し
てフェンス
等を設置す
る場合，
1.5m以下と
し，ブロッ
ク・レンガ
等の高さは
0.5m以下と
する）

-

・原則，区画
及び形質変更
不可
・原則，広告
塔設置不可

11 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島旭住宅
大字上広谷字北
精進109番5外

再 B 認 H 6 8 16 H 27 6 12 H 27 6 12 H 37 6 11 - 無 - - ヘ 11,300.34 108 1 住 既 × 1中高,1住 60 60,60 200 200,200 専用住宅 - - - - - - - -

鳩山町
鳩山ニュータウ
ン第５工区
（１）

鳩ヶ丘一丁目１
４４３－１８６
他１２３筆

再 B 認 H 17 7 15 H 27 7 15 H 27 7 17 H 37 7 16 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 26,016.53 124 1 住 既 × １低専 50 - 80 -

一戸建専用
住宅及びそ
の付属建築
物,車庫

80 50 分割制限
10軒高７
地階除２
以下

隣１,道
1.2

生垣又は１m
以下のフェ
ンス、石積
又は1.5m以
下のコンク
リートブ
ロック

-
壁・屋根・色
制限,広告制
限,緑の保全

三郷市
三郷早稲田３－
２街区

三郷市早稲田3丁
目2番地１　外29
筆

新 B - - - - - H 28 3 1 H 28 3 1 H 38 2 28 - 有
更新は１回まで、延長年
数は５年

未 ヘ 3,745.09 30 1 住 既 × 1中高 200 - 60 -
１戸建住宅
長屋住宅

80 200 60
12(高さ
のみ)

0.5
1.6m(組積造
1.2m)

- -

川越市 広谷新町
広谷新町1番地2
他

再 A 認 S 48 9 29 H 27 9 3 H 27 9 10 H 37 9 9 ○ 無 - - イ 79,374.28 524 1 住 新 ○ 2低専 200 - 60 -

専用住宅、
兼用住宅、
公益上必要
な建築物

200 200 60

9m、地上
2階、軒
高6.5m以
下

隣地1.2m
道路1.2m

- - -

所沢市 弥生町7組地区 弥生町1781-11他 再 - 認 H 7 1 26 H 27 4 15 H 27 4 15 H 32 14 4 - 有 - 未 イ 9,614.72 50 1 住 既 ×
1中高、

1住
200 - 60 -

専用住宅
共同住宅他

- - - 10m - - -
共同住宅、長
屋は1戸33㎡以
上

草加市
デュオアベ
ニュー草加

手代町281番1他 新 A - - - - - H 27 6 8 H 27 6 8 H 32 6 7 - 有 更新無制限、延長5年間 未 イ 7,476.00 61 1 住 既 ○ 準工業 200 200 60 60

専用住宅
兼用住宅
長屋、共同
住宅

120 - - 10,2F - 塀色彩制限 - 屋根色彩制限

12 千葉県 八千代市
八千代もえぎ野
第３区

八千代市神野字
谷津台１０７６
番６他１４０筆

再 A 認 H 16 8 4 H 27 5 8 H 27 5 8 H 37 5 8 - 有
・更新は２回まで、延長
年数は５年

未 イ 30,232.71 138 1 住 新 ○
市外化
調整区

域
200 - 60 -

専用住宅，
一低層で建
てられる兼
用住宅

180 100 50 10

シンボル
ストリー
ト2ｍ，
区域道
路，公
園，緑
道，緑地
隣地境界
１ｍ

金網柵等1.2
ｍ，金網柵
等の基礎部
の高さ30㎝
以下

-
看板面積0.2㎡
以下

千葉県
ウエリスパーク
南流山建築協定

流山都市計画事
業木地区一体型
特区亭土地区画

新 A - - - - - H 27 9 17 H 28 10 2 H 38 10 1 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

未 ヘ 15,234.70 102 1 住 新 ○ 一中高 200 - 60 - 専用住宅 - 100 50,60 10,2F 0.7,1.5 - - -

千葉県
江戸川台第３建
築協定

流山市東深井字
中ノ坪724番131
他40筆

新 B - - - - - H 28 3 17 H 28 3 29 H 33 3 28 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は5年

未 ヘ 4,844.34 36 1 住 既 × 一住 200 - 60 -
専用住宅,共
同住宅,長屋

120 - - 10,2F 0.6
CB壁・RC壁
等1.2m

- -

以前に建築協定
を締結していた
が、有効期間が
切れたため、今
回新たに締結し
た。

14 神奈川県 大和市
つきみ野６丁目
７番地

つきみ野6丁目7
番2から7まで及
び10から17まで

再 B 公 H 3 4 1 H 28 2 19 H 28 2 24 H 33 2 24 〇 無 - - イ 2,534.24 14 1 住 既 × １低 100 - 50 -

一戸建と
し、専用住
宅とする。
ただし、親
族が同居す
る二世帯住
宅は可とす
る。共同住
宅及び長屋
は不可とす
る。

分割はし
ない。

- -

地盤高さ
は現状の
高さと
し、盛土
はしな
い。

建物の外
壁、又は
これに代
わる柱の
面から自
己敷地の
北側の隣
地境界線
までの距
離は、
100㎝以
上とす
る。ただ
し、平屋
建ての物
置、車
庫、北側
に道路が
面する宅
地は除
く。

- - -

大和市
つきみ野一丁目
第三

つきみ野一丁目2
番10、1､8、21、
23、24、25、26
及び53

再 B 認 H 5 2 10 H 28 3 31 H 28 4 7 H 38 4 7 〇 無 - - イ 1,630.97 8 1 住 既 × １低 100 - 50 -

一戸建てと
し、専用住
宅とする。
ただし、親
族等が同居
する二世帯
住宅は可と
する。共同
住宅及び長
屋は不可と
する。

分割はし
ない。

- -

地階を除
き２以下
とする。
地盤の高
さは現状
の高さと
し、盛土
はしな
い。

- - - -

厚木市
温水西一丁目戸
建て開発地域第
五街区建築協定

温水西一丁目
980-1の一部ほか

新 - - - - - - H 27 7 29 H 27 7 29 H 32 7 29 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は5年

未 イ 8,553.96 66 1 住 新 ○ 1中高 200 - 60 -

専用住宅住
宅・兼用住
宅・長屋・
共同住宅

- - - 地上2階
道路1.0
隣地0.5

色彩調和 -
屋根・外壁の
色彩調和

22 静岡県 静岡県
しまだあさひ
ガーデンプレイ
ス

島田市旭一丁目 新 A - - - - - H 27 6 2 H 27 6 2 H 36 6 1 - 有
異議がない限り、10年毎
更新

未 イ 4,453.07 23 1 住 新 ×
一種住

居
200 - 60 -

専用住宅
兼用住宅

- - -

10m以下
軒8.5m以
下
2階以下

1 1.2 - -

静岡県 紅葉台 掛川市紅葉台 再 - 認 H 26 10 10 H 27 9 18 H 27 9 18 H 36 9 17 - 有
異議がない限り、10年毎
更新

未 イ 42,425.13 79 1 住 新 ×
１住,無
指定

150 - 60 - 専用住宅 - - -
10m以下
軒7m以下

1 1.2 - -
面積の変更（増
加）

27 大阪府 豊中市
原田中一丁目地
区

豊中市原田中一
丁目29-1他2筆

新 B - - - - - H 28 3 3 H 28 3 3 H 33 3 2 - 無 - - ヘ 14,594.03 3 4 工 既 × 準工 200 - 60 -
工場，事務
所系とする

- - - - - - - -

枚方市
東香里京阪住宅
地区

東香里１丁目及
び２丁目の一部

再 - 認 H 7 3 27 H 27 3 27 H 27 3 27 H 37 3 26 - 有
一回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 92,999.25 325 1 住 既 ×
１低

層、１
住居

100 200 50 60
専用住宅、
兼用住宅

165 - - 10 0.9 -
太陽光パネル
及び室外機設
置位置の配慮

-

枚方市
村野緑が丘住宅
地区

村野本町地区内 再 B 認 H 8 3 22 H 28 3 22 H 28 3 22 H 38 3 21 - 有
一回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 12,242.54 42 1 住 既 ×

１低
層、１
中高、
２中高

100 200 50 60
専用住宅、
兼用住宅

150 - - 10,2F 0.9 - -
機械式駐車場
の設置不可

池田市
阪急池田伏尾台
第３連棟式住宅
地区

伏尾台二丁目５
番地他

再 B 認 S 56 1 16 H 28 2 15 H 28 2 16 H 38 2 14 - 無 - - イ 12,824.54 105 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
連棟式住宅
もしくは一
戸建住宅

- - - 3F 1
生垣又はパ
イプフェン
ス

- -

岸和田市
天神山・畑・八
田町地区

八田町315番2外
45筆

再 A 認 H 7 7 28 H 27 8 7 H 27 8 7 H 37 8 6 - 無 - - イ 6,810.30 35 1 住 既 × １低 100 - 50 - - - - - - 0.5

道路境界か
ら0.5ｍ以内
は2ｍ超のへ
い等禁止

-

道路側ブロッ
ク塀等禁止
（H0.6ｍ以下
除く）
現況地盤面の
変更禁止
擁壁面より外
周部への構造
物張り出し禁
止

大阪府
新光風台２丁目
１８番地建築協
定

大阪府豊能郡豊
能町新光風台２
丁目18-1

再 A 認 H 7 4 5 H 27 9 25 H 27 9 30 H 47 9 30 - 無 - - ヘ 5,008.27 15 1 住 新 ○ 近商 400 - 80 -

専用住宅又は建
築基準法施行例
第130条の３に
定める兼用住宅

200 - - 10,3F

道路境界
線に接す
る部分２
m以上,そ
の他の部
分1m以上

生垣、パイ
プフェン
ス、ネット
フェンスそ
の他これら
に類するも
の

- 色彩

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

大阪府
二色の浜産業団
地地区建築協定

貝塚市二色中
町、二色南町

新 A - - - - - H 27 6 10 H 27 6 18 H 37 6 10 - 有
・１回のみ自動更新、過
半数の廃止申し立てがな
い場合延長10年

未 ヘ 610,789.25 104 4 工 既 × 工 200 - 60 -

次に掲げる用途
に供する建築物
の禁止
１）住宅、共同
住宅、寄宿舎又
は下宿
２）物品販売業
を営む店舗又は
飲食店
３）ボーリング
場、スケート
場、水泳場その
他令130条の６
の２で定める運
動施設
４）マージャン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝
馬投票券販売
所、場外車券上
その他これらに
類するもの
５）老人ホー
ム、身体障害者
福祉ホームその
他これらに類す
るもの
６）神社、寺
院、教会その他
これらに類する
もの

- - - -

法42条に
規定する
道路教会
において
は3m以
上,隣地
境界線に
おいては
1m以上

道路面から
高さ2m以下,
金網等見透
しのきくも
の

-
構造;不燃
道路面;幅2m以
上の緑地帯

28 兵庫県 尼崎市
東園田町7丁目地
区

東園田町7丁目 再 B 認 H 3 3 1 H 28 3 16 H 28 3 16 H 33 4 30 - 無 - - ヘ 3,476.72 20 1 住 既 × 1中高 60 - 200 -
一戸建専用
住宅

- - - 2F - - - -

西宮市
西山町あかしあ
の会

甲陽園西山町の
一部

再 B 認 H 7 12 21 H 27 12 21 H - - - H 37 12 21 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は１０年

未 イ 43,160.72 119 1 住 既 × １低専 100 - 40 -

共同住宅・
寄宿舎・下
宿及び長屋
住宅の禁止

- - - - - - -
・緑化義務
・色彩、形態
意匠の調和

48 札幌市 札幌市
にしおか望陽台
タウンハウス

札幌市豊平区西
岡3条8丁目277-
130ほか

再 B 公 H 7 8 16 H 27 10 15 H 27 10 15 H 37 10 14 - 有

※期間満了の日の6ヶ月前
までに土地の所有者等の
過半数の廃止申し出がな
いときは、更に10年間延
長するものとし、以降も
この例による

未 イ 11,008.42 53 1 住 既 × １低専 80 - 40 -

建築物の用
途は、次の
ア又はイに
掲げる建築
物とする。
ア.長屋住宅
（専用住
宅）及びこ
れに付属す
る建築物
イ.集会所、
自転車置
場、その他
これらに類
する共同施
設

- 60 40 10m以下

建築物の
外壁等の
面から道
路境界線
までの距
離は2m以
上とす
る。ただ
し、次の
ア又はイ
に該当す
る建築物
の場合は
1m以上と
する。
ア.車
庫・物置
等で軒高
2.3m以下
の付属建
築物
イ.外壁
等の中心
線の長さ
の合計が
3m以下の
もの

- -

風除室の増築
は、一定の範
囲内とする。
別棟の物置の
増築は、1住戸
当たり5m2以内
とする。

51 千葉市 千葉市
千葉市長沼原台
建築協定

千葉市稲毛区長
沼原町942番地6
他

再 B 認 S 49 6 24 H 28 3 23 H 28 3 23 H 38 3 22 - 無 ‐ - イ 47,354.52 273 1 住 既 ×
調整区

域
200 ‐ 60 ‐

専用住宅、
診療所併用
住宅等

‐ 100 50 9,2F 1,1.5
生垣2.0ｍ,
その他1.5ｍ

‐ 敷地分割不可

52 川崎市 川崎市 虹ヶ丘第三地区
麻生区虹ヶ丘１
－３－１ほか

再 B 認 H 7 8 1 H 27 5 21 H 27 5 21 H 37 5 21 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 ヘ 15,372.82 87 1 住 既 × 1低 80 - 40 -

Ａ地区の用
途は、次に
定めるもの
とする。
ア　住宅（2
戸以下の親
族が居住す
る。）
イ　アの住
宅で診療所
の用途を兼
ねるもの

Ｂ地区の用
途は、次に
定めるもの
以外とす
る。
ア　共同住
宅、寄宿舎
又は下宿
イ　神社、
寺院等
ウ　公衆浴
場

150 - -
最高9
軒高7
階数2F

-

植樹、ネッ
トフェン
ス、垣根等

-

地盤面の変更
不可。自動車
車庫の設置等
のための切土
又は盛土によ
る変更は除
く。

53 横浜市 横浜市 郷和台 戸塚町 再 B 認 S 60 5 15 H 27 7 3 H 27 7 3 H 37 7 2 - 無 - 未 ヘ 42,037.26 221 1 住 既 ×
２低・
２中高

150 - 60 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯住宅を
含む。）、
住戸の数が
２の長屋又
は共同住
宅、診療所
（動物医院
を除く。）
併用住宅

135 - -
9,軒高
7.5

- - - -

横浜市 磯子台住宅 上中里町 再 B 認 S 60 3 25 H 27 8 25 H 27 8 25 H 37 8 24 - 無 - 未 ヘ 27,158.93 124 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯住宅を
含む。）、
一戸建て診
療所併用住
宅,、建築基
準法施行令
第130条の３
に規定する
兼用住宅

160 - - - １ - - -

横浜市 松ヶ丘住宅地 笠間五丁目 再 B 認 S 60 8 15 H 27 9 15 H 27 9 15 H 32 9 14 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は5年

未 ヘ 25,988.00 127 1 住 既 × ２中高 150 - 60 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯住宅を
含む。）

130 - -
10,3階以
下

1 - - -

横浜市
フレッシュタウ
ン杉田

杉田三丁目 再 B 認 H 7 8 4 H 27 9 15 H 27 9 15 H 37 9 14 - 無 - 未 ヘ 7,071.62 44 1 住 既 × １低 100 - 50 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯住宅を
含む。）、
一戸建て診
療所併用住
宅

- - -
9,軒高
7.5,2階
以下

-
生垣,フェン
ス

-

分割禁止,地盤
面変更禁止、
架台・擁壁の
築造禁止、道
路境界部分に
極力緑地帯

横浜市
鍛冶ヶ谷住宅地
区

鍛治ケ谷町 再 B 認 S 60 9 5 H 27 11 25 H 27 11 25 H 37 11 24 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 7,920.27 40 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯住宅を
含む。）,一
戸建て診療
所併用住宅,

150 - - - 2 -

- 建築物の色彩
は、自然環境
との調和を図
り、原色は避
けるものとす
る



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

54 相模原市 相模原市 宮下工業地区
中央区宮下二丁
目375番5 外51筆

新 B - - - - - H 27 6 16 H 27 6 16 H 32 6 16 ○ 無 - - イ 72,389.57 22 4 工 既 ×
工業地

域
200 - 60 -

次に掲げる建築物
は、建築してはなら
ない。
（ア）住宅、共同住
宅、寄宿舎又は下宿
（イ）マージャン
屋、ぱちんこ屋、射
的場その他これらに
類するもの
（ウ）ボーリング
場、スケート場、水
泳場、スキー場、ゴ
ルフ練習場及びバッ
ティング練習場
（エ）集会所その他
これらに類するもの
（オ）畜舎（15㎡を
超えるものに限
る。）
（カ）生活保護法の
保護施設、児童福祉
施設、老人福祉施
設、介護老人保護施
設、身体障害者厚生
援護施設、母子福祉
施設その他これらに
類するもの
（キ）物品販売業を
営む店舗、公衆浴
場、その他不特定多
数の者を収容する建
築物であって、その
用途に供する床面積
の合計が500㎡以上
のもの

- - - - - -

建築物には、
騒音、振動、
汚水、廃液、
ばい煙、粉
塵、ガス、臭
気等による公
害を防止する
ため、必要な
設備を設置し
なければなら
ない。

構造：建築物
の主要構造部
は、不燃材料
としなければ
ならない。
意匠：建築物
の屋根、外壁
等は、周囲の
環境と調和し
たものとし、
刺激的な色彩
は避けるもの
とする。

58 名古屋市 名古屋市
みどりヶ丘東地
域

緑区ほら貝二丁
目、ほら貝三丁
目

再 B 認 H 17 10 7 H 27 10 7 H 27 10 7 H 37 10 6 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 ヘ 47,835.15 169 1 住 既 ×
1低専、
2低専

80 - 40 - 専用住宅 132.2 - - - - - -

形態等は住宅
地に相応しい
もの、緑化に
努める

59 京都市 京都市
京都市西京区桂
坂くすのき東地
区

西京区御陵峰ケ
堂町三丁目の一
部及び同区御陵
大枝山町四丁目
の一部

再 A 認 H 7 12 12 H 27 12 14 H 27 12 14 H 37 12 13 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 39,824.50 181 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

1戸建て専用住
宅,診療所（獣
医院を除
く。）,巡査派
出所,公衆電話
所その他これら
に類する建基法
第130条の4に定
める公益上必要
な建築物,集会
所（地域住民の
町内会等の活動
の用に供するも
のに限る。）,
以上に掲げる建
築物に付属する
特定付属建築物

160 - 50
10,軒高
7,2F

道路
1.5(1F),
2.4(2F),
隣地1.2

生垣,竹垣,
土塀,タイル
仕上げ又は
レンガ若し
くは化粧ブ
ロック及び
これらに類
する意匠又
は仕上げを
施したもの
（CB素地等
不可)

テレビアンテ
ナの屋外設置
禁止（衛星放
送受信用アン
テナ,FM放送受
信用アンテナ
で,屋根,軒及
び庇以外の部
分に設置され,
最上部が建築
物の最上部を
超えないもの
は除く)

敷地形状の変
更禁止,車両及
び人の出入口
の基準，意匠
の基準（屋根,
外壁の形態・
色彩),太陽光
発電装置の基
準,緑化,屋外
広告物禁止

60 大阪市 大阪市
ハピアガーデン
四季のまち

西淀川区中島1丁
目100番592他252
筆

新 B - - - - - H 28 1 14 H 28 1 22 H 38 1 21 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 36,448.64 237 1 住 新 × 1住 200 ― 80 ―
専用住宅・
併用住宅

― ― ― 10 ― ― ―

・敷地分割で
きないものと
する。
・広告物の面
積は2㎡以下と
する。

61 堺市 堺市
ジュネス三原台
地区

南区三原台2丁7-
65他

再 A 認 H 17 7 15 H 27 6 9 H 27 6 9 H 37 6 8 - 無 - 未 ヘ 3,908.43 25 1 住 既 × １中高 200 - 60 - 専用住宅 150 100 50
高さ10,
軒高7,2F

- - -
北側斜線,住戸
の出入口

堺市
三原台アレイハ
ウス

南区三原台2丁12
番

再 A 認 S 59 4 16 H 28 3 28 H 28 3 28 H 38 3 27 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 ヘ 4,524.89 24 1 住 既 × １中高 200 - 60 - 専用住宅 - - 60 10,2F

1（既存
建築物が
接する専
有宅地境
界側は除
く）
北側に住
戸がある
場合の後
退
南側の境
界から3

- -

緑化,既存建築
物が接する専
有宅地境界側
の仕様

一団地

62 神戸市 神戸市
パナホームシ
ティ西神南Ⅱ

西区井吹台北町1
丁目

再 A 公 H 17 4 22 H 27 4 22 H 27 4 22 H 36 5 25 - 無 - - ヘ 8,880.95 50 1 住 新 × １低 80 - 40 - 専用住宅 - - - - - - -

現状地盤面の
変更禁止、緑
化、看板・公
告の一部制限

神戸市 フォリア西神南
西区井吹台北町2
丁目

再 A 公 H 17 8 8 H 27 8 7 H 27 8 7 H 37 8 6 - 無 - - ヘ 23,534.53 135 1 住 新 × １低 80 - 40 -
専用住宅・
兼用住宅

- - - - 1
透過性を有
するもの

-

区画の変更禁
止、現状地盤
面の変更禁
止、緑化、看
板・公告の一
部制限

神戸市
北神星和台第６
地区

北区 菖蒲が丘１
丁目

再 A 公 H 7 11 8 H 27 11 6 H 27 11 6 H 35 11 5 - 無 - - ヘ 3,301.27 17 1 住 新 ×
１低・
１住

80 100 40 50
専用住宅・
兼用住宅

150 - - 10,3F 1 - -
現状地盤面の
変更禁止

神戸市 桜の杜Ⅱ
須磨区桜の杜２
丁目

新 A - - - - - H 27 11 6 H 27 11 6 H 37 2 16 - 無 - - ヘ 11,129.33 73 1 住 新 × １低 80 - 40 - 専用住宅 - - - 2F - -

アンテナの禁止

現状地盤面の
変更禁止、立
体・地下駐車
場の禁止、看
板・公告等の
禁止

神戸市 春日台1丁目地区 西区春日台1丁目 再 B 公 H 7 10 5 H 27 10 5 H 27 10 5 H 37 10 4 - 無 - - ヘ 40,604.08 172 1 住 新 × １低 100 - 50 -
専用住宅・
兼用住宅

- - - - - - -
区画の変更禁
止、看板・公
告等の禁止

神戸市
ラビュー学園南
小束台（A地区）

垂水区小束台868
番

再 A 公 H 17 10 5 H 27 10 5 H 27 10 5 H 37 10 4 - 無 - - ヘ 13,322.29 72 1 住 新 × １中高 200 - 60 -
専用住宅・
兼用住宅

- 100 50

1.25X+5
ｘ：前面
道路の反
対側OR隣
地境界ま
での真北
の水平距
離

1

1.8ｍ以下
見通しの妨
げとならな
い

-
現状地盤面の
変更禁止、緑
化

神戸市 筑紫が丘A地区
筑紫が丘1～4、9
丁目

再 A 公 S 51 12 25 H 27 11 6 H 27 11 6 H 47 11 17 - 無 - - ヘ 137,255.36 710 1 住 新 × １低 100 - 50 -
専用住宅・
兼用住宅

- - - 2F - - -

区画の変更の
禁止、現状地
盤面の変更禁
止

神戸市
竹の台４丁目地
区

西区竹の台4丁目 再 B 公 H 7 8 8 H 27 10 16 H 27 10 16 H 37 10 15 - 無 - - ヘ 40,183.42 189 1 住 新 × １低 D - 40 -
専用住宅・
兼用住宅

- - - - - - -

区画の変更の
禁止、現状地
盤面の変更禁
止、広告等の
一部禁止、緑
化

神戸市
学園緑が丘（小
束山6丁目）地区

垂水区 小束山6
丁目

再 A 公 S 60 10 1 H 28 1 8 H 28 1 8 H 38 1 7 - 無 - - ヘ 45,735.41 248 1 住 新 ×
１低・
１住

80 100 40 50 専用住宅 - 100 50 10 1 - -
区画・地盤面
の変更禁止、
日影規制

神戸市
マグノリア西神
南

西区井吹台北町1
丁目

再 A 公 H 17 8 8 H 27 12 22 H 27 12 22 H 37 12 21 - 無 - - ヘ 6,782.38 39 1 住 新 × １低 80 - 40 -
専用住宅・
兼用住宅

- - - - - - -

現状地盤面の
変更禁止、看
板等の一部禁
止

66 福岡市 福岡市 唐原１組１丁目３区 - 新 B - - - - - H 27 6 25 H 27 6 25 H 37 6 24 - 無 - - イ 8,202.86 49 1 住 既 × １住 200 - 60 - 専用住宅 - - - 10，3Ｆ - - -
区画の再分割
禁止

福岡市 荒江１丁目 - 新 B - - - - - H 27 8 6 H 27 8 6 H 37 8 5 - 無 - - イ 22,946.38 145 1 住 既 × １中高，近商 150 300 60 80
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10，3Ｆ - - - -

福岡市
上和白ニュータ
ウン

- 新 B - - - - - H 27 8 6 H 27 8 6 H 37 8 5 - 無 - - イ 5,263.72 31 1 住 既 × １住 200 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10，3Ｆ - - -
地盤高変更禁
止



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

福岡市 八田１丁目 - 新 B - - - - - H 27 9 7 H 27 9 7 H 37 9 6 - 無 - - イ 10,735.62 54 1 住 既 × １住 200 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10，3Ｆ - - - -

福岡市 荒江３丁目６区 - 新 B - - - - - H 27 10 8 H 27 10 8 H 37 10 7 - 無 - - イ 5,232.56 30 1 住 既 × ２中高,近商 150 300 60 80
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10，3Ｆ - - - -

福岡市
内浜２丁目８，
９，１０組

- 再 B 認 H 23 2 24 H 28 2 25 H 28 2 25 H 38 2 24 - 無 - - イ 5,108.16 36 1 住 既 × １中高 150 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10 - - - -

福岡市 田島１丁目３区 - 再 B 認 H 17 5 30 H 28 3 10 H 28 3 10 H 38 3 9 - 無 - - イ 15,251.96 102 1 住 既 × １中高，２住 150 200 60 60
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10，3Ｆ - - - -

福岡市 別府６丁目２区 - 新 B - - - - - H 28 3 28 H 28 3 28 H 38 3 27 - 無 - - イ 21,598.62 143 1 住 既 ×
１中

高，２
住

150 200 60 60
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止 - - - 10，3Ｆ - - -

地盤高変更禁
止

福岡市
平尾浄水町山荘
通３丁目

- 再 B 認 H 17 12 26 H 28 3 10 H 28 3 10 H 38 3 9 - 無 - - イ 11,553.04 33 1 住 既 × ２中高 150 - 60 -
ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 12 - - -
地盤高変更禁
止

福岡市
水谷２丁目香椎
台団地

- 新 B - - - - - H 28 3 28 H 28 3 28 H 38 3 27 - 無 - - イ 19,638.44 85 1 住 既 ×
１住,２

住
200 200 60 60

ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
禁止

- - - 10，3Ｆ - - -
地盤高変更禁
止

地区数： 58 新　規：
再認可：

19
37

A:19
B:33
C:0

3 有：24
無：33

未：27
済：0

イ：27
ロ：0
ハ：0
ニ：0
ホ：0
ヘ：29

1,927,358.41 6,308 1:53
2:0
3:0
4:3

住:
53
商:
0

工:
3

他:
0

既:
37
新:
19

7

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H27.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成28年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

2 青森県 八戸市
八戸水産加工団
地

八戸市大字市川
町字下揚49-12
外

再 B 認 S 48 12 27 H 29 3 23 H 29 3 23 H - - - ○ 有
・１回のみ自動更新、そ
れ以降は廃止公告日まで

済 イ 357,953.42 26 4 工 既 × 工専 200 - 60 - - - - - - 4
金網とし1.8

ｍ

悪臭物質を除
去する設備の

設置
緑化義務

11 埼玉県 埼玉県
パレットコート
朝霞

朝霞市根岸台三
丁目997番地14他

新 B - - - - - H 29 1 6 H 29 1 6 H 39 1 5 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 7,490.15 64 1 住 新 × １住,１低専 200 100 60 -

一戸建の住
宅及び事務
所、店舗そ
の他これら
に類する用
途を兼ねる
もののう
ち、政令第
１３０条の
３で定める
もの

分割制限 - -
10軒高７
地階除２

以下
隣0.5

生垣又は
1.2m以下の
フェンス

-
壁・屋根・色
制限,常夜灯,
緑の保全

埼玉県
鳩山ニュータウ
ン第３次

楓ヶ丘一丁目６
６４－３０４他

再 B 認 H 19 3 20 H 29 3 17 H 29 3 17 H 39 3 16 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 9,777.11 48 1 住 既 ×
１低専,
２中高

80 200 50 60

一戸建専用
住宅及びそ
の付属建築
物,車庫,事
務所及び店
舗等の兼用
住宅

分割制限 80 50,60
10軒高７
地階除２
以下

隣１,道
1.2

生垣又は１m
以下のフェ
ンス、石積
又は1.5m以
下のコンク
リートブ
ロック

-
壁・屋根・色
制限,広告制
限,緑の保全

所沢市
所沢市弥生町8
組・9組地区

弥生町1755番地
の130

再 B 認 H 18 6 19 H 28 6 20 H 28 6 20 H 33 6 19 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は５年

未 イ 8,606.60 47 1 住 既 ×
１中高,
１住

200 - 60 - 専用住宅 - - - 10 - - - -

所沢市
所沢市松葉町
29、26番地

松葉町1886番地
の106

再 B 認 H 16 6 21 H 28 7 1 H 28 7 1 H 31 6 30 - 無 - - イ 3,060.90 18 1 住 既 × １中高 200 - 60 -
専用住宅、
共同住宅

- - - 8、2F - - -
共同住宅は１
戸33㎡以上

12 千葉県 船橋市 星和町会

船橋市飯山満町
３丁目の一部、
西習志野３丁目
一部、七林町の
一部

再 B 認 S 51 3 31 H 28 4 1 H 28 4 1 H 33 3 31 - 無 - - イ 22,588.99 122 1 住 既 ×
１低

専、１
住

150 100,200 55 50,60

専用住居、
店舗併用住
宅、医院併
用住宅（獣
医院を除
く）、これ
らに類する
附属建築物

- - - 9,2F - - - -

船橋市 二和台住宅地区
船橋市二和東６
丁目の一部

再 B 認 S 56 2 6 H 28 6 30 H 28 6 30 H 33 6 29 - 有

・認可の公告のあった日
から５年の期間満了３カ
月前に協定者の過半数か
ら廃止の申し入れが無い
場合は、当該期間満了の
翌日から起算して更に５
年間同一条件により更新

未 イ 5,542.44 36 1 住 既 ×
１中

高、１
住

200 200,200 60 60,60

専用住宅及
びその附属
建築物、医
院併用住
宅、店舗併
用住宅

- - - 10,2F - - - -

13 東京都 国分寺市
富士本二丁目住
宅地

富士本二丁目27
番地

新 - - - - - - H 28 12 22 H 28 12 22 H 38 12 22 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 4,840.80 38 1 住 新 ○ １低 50 80 40 80 専用住宅 - - - 2F 1 - -
切土，盛土不
可

世田谷区
八幡山２４２地
区

八幡山3-240番
地、242番地

再 B 認 H 17 6 21 H 28 8 23 H - - - H - - - - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は５年

未 ヘ 2,204.43 14 1 住 既 × １低 100 - 50 -

専用住宅、
長屋、共同
住宅、兼用
住宅

敷地分割
する場合
は、100
㎡以上

- - - 0.5

RC造、CB
造、石造は
高さ0.6m以
上は不可

-

長屋、共同住
宅は戸数以上
の駐輪施設と
屋根付ごみ集
積場の附置義
務

14 神奈川県 鎌倉市
鎌倉城廻・関谷
地区

城廻字打越32番5
外

新 A 認 - - - - H 29 3 21 H 29 3 21 H - - - ○ 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 13,119.93 86 1 住 新 ○
1中高
1住

150 200 60 60 住宅 150 100 50 10 1 - - -

大和市
あきしの台分譲
地

福田字甲七ﾉ区
1716番5他

再 B 認 H 3 3 27 H 28 11 21 H 28 11 24 H 38 11 24 - 無 - - ヘ 2,826.01 20 1 住 既 × １低 100 - 50 -

専用住宅､医
院（獣医を
除く）併用
住宅

本協定時
における
敷地面性
を確保

し、敷地
分割はし
ない。

- -

地盤面か
らの最高
高さ10
ｍ､階数
は地階を
除き2以
下

0.5 - -

地盤面の高さ
は現状の高さ
とし、盛土は
しない。

大和市
つきみ野一丁目
第三

つきみ野一丁目2
番9他

再 B - - - - - H 28 3 31 H 28 4 7 H 38 4 7 - 無 - - ヘ 1,630.97 8 1 住 既 × １低 100 - 50 -

専用住宅､親
族等が同居
する二世帯
住宅は可

敷地分割
はしない

- -
階数は地
階を除き
2以下

- - -

地盤面の高さ
は現状の高さ
とし、盛土は
しない。

大和市
つきみ野７丁目
第１

つきみ野七丁目
２番１他

再 B 認 H 8 10 23 H 29 1 18 H 29 1 19 H 39 1 19 - 無 - - ヘ 8,970.95 46 1 住 既 × １低 100 - 50 -

専用住宅､医
院（獣医を
除く）併用
住宅､二世帯
住宅の共同
住宅及び長
屋は可

敷地分割
はしない

- - - - - - -

16 富山県 富山市
クローバータウ
ン水橋伊勢屋

富山市水橋伊勢
屋676番25　外6
筆

新 - - - - - - H 28 10 11 H 28 10 11 H 48 10 10 - 有
・異議がない限り10年毎
に自動更新

未 イ 5,522.54 16 1 住 新 ○ 1中高 200 - 60 -
専用住宅、
併用住宅

200 - - 10
0.85又は
0.3

原則生垣 - 緑化義務

17 石川県 能美市 九谷陶芸村
泉台町南5番地他
61筆

新 - - - - - - H 29 1 6 H 29 1 6 H - - - ○ 有
廃止の申請がない限り1年
毎に更新

未 イ 57,463.50 24 4 商 既 × 準工 200 - 60 -

九谷焼に関
する販売
店、研修
所、工房、
博物館、美
術館、展示
場、事務
所。日用品
販売店、理
髪店、喫茶
店、飲食
店、その他
前述の建築
物に付属す
るもの。

- - -

前面道路
境界線よ
り水平距
離10ｍま
での建築
物の高さ
は、地盤
面から
4.2ｍ以
下

2.4 - -

庇を設け、庇
の出は外壁面
より2.4ｍと
し、形態及び
仕上げ材や色
等は既存店舗
に合わせる

19 山梨県 山梨県
パストラル
ビュー桂台第４
区

大月市 新 - - - - - - H 28 4 14 H 28 4 25 H - - - ○ 有

認可公告のあった日から
１５年までが有効期限。
異議の申し出がない場合
更に１５年を延長し、そ
れ以降も同様の措置。

未 イ 20,576.10 95 1 住 新 ○ 一低層 80 - 50 -
一戸建ての
住宅等

- - - 10 1 塀：禁止 -
屋根：全面片
流れ禁止

22 静岡県 静岡県
ガーラ・スクエ
ア伊豆高原

静岡県伊東市八
幡野字1143-44の
一部

新 A 認 H 28 8 12 H 28 8 12 H 28 8 12 H 38 8 11 - 有 自動更新　延長年数は5年 未 ヘ 8,898.14 36 1 住 新 ○ - - - - -

専用住宅兼
用住宅
診療所
共同住宅
老人福祉施
設

200 100 50 10

道路後退
1.5m
隣地後退
1.0m

フェンス1.2
ｍ以下、CB
造、レンガ
造、RC造以
外の構造

- -

25 滋賀県 大津市
グリーンヒル青
山二丁目

青山二丁目1番2
他

再 B 認 H 3 3 15 H 29 3 17 H 29 3 17 H 39 3 16 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

未 イ 38,051.19 169 1 住 既 × 1低層 60 80 40 50 専用住宅等 ― 　― ― 10 1.5

生垣、パイ
プフェン
ス、ネット
フェンス

― ―

26 京都府 木津川市
木津南州見台六
丁目2番地（東）
地区

州見台六丁目2番
地137

新 A - - - - - H 28 7 26 H 28 7 26 H 38 7 25 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

未 ヘ 15,621.19 85 1 住 新 ○ ２中高 200 - 60 - 専用住宅 170 80 50 10,2F - - - -

27 大阪府 大阪府
美加の台第二地
区

河内長野市美加
の台５丁目930番
271

再 A 認 S 61 7 21 H 28 6 27 H 28 6 29 H 48 6 26 - 無 - - ヘ 134,527.11 626 1 住 既 × 1低層 100 - 50 -

一戸建て専
用住宅
診療所
店舗兼用住
宅（一部の
地区のみ）

- - -

高さ
9.0m,軒
高さ
7.0m,階
数３未満

1.8

1.5m未満
表面化粧の
施していな
いコンク
リートブ
ロック積み
の禁止

- -

大阪府 金剛伏山台地区
富田林市金剛伏
山台２４８６番
１４４

再 A 認 H 8 6 26 H 28 6 24 H
H2
8

6 29 H 38 6 23 - 無 - - ヘ 57,425.17 316 1 住 既 × １低層 100 - 50 -
一戸建て専
用住宅

- 100 50
高さ10m,
階数３以
下

2.0,1.0 - - -

大阪府
阪南市阪南スカ
イタウンB-8第１
地区

阪南市桃の木台
３丁目２番２

新 A - - - - - H 28 6 23 H 28 6 23 H 48 6 22 - 無 - - ヘ 3,054.00 11 1 住 既 ○
１中高

層
200 - 60 - - - 150 -

階数３以
下

1.5,1.0 - - -

大阪府
美加の台３丁目
地区

河内長野市美加
の台３丁目586番
327

再 A 認 H 13 7 17 H 28 7 20 H 28 7 22 H 33 7 19 - 無 - - ヘ 43,291.64 181 1 住 既 × １低層 100 - 50 -

１戸建て専
用住宅
、診療所
店舗兼用住
宅（一部の
地区のみ）

- - -

高さ9m,
軒の高さ
7m,階数
３未満

1.8 - - -

吹田市
古江台6丁目西部
地区

古江台6丁目91番
20ほか

新 - - - - - - H 28 9 26 H 28 9 26 H 48 9 26 - 無 - - ヘ 25,928.07 1 1 住 新 ○ 1中高 200 - 60 -

住宅、(令第
130条の3
（第2号～第
5号除く）に
定める)兼用
住宅、公民
館、集会
所、令第130
条の4に定め
る公益上必
要な建築物

- - - - - - - -

自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

28 兵庫県 尼崎市 田能３丁目地区
尼崎市田能3丁目
1130番1・4～10

新 A - - - - - H 28 8 5 H 28 8 5 H 48 9 29 - 無 - 未 ヘ 987.97 8 1 住 既 ○ 1中高 200 - 60 -

専用住宅、
令第130条の
3第1項第1
号、2号に規
定する兼用
住宅

- - 60

最高高
さ：10m
軒高さ：
7m
階数：2

- - -

外壁の色：
YR,BG,B,PB 彩
度4以下
建築物等の位
置の制限：道
路境界線から
1mの範囲に設
けてはならな
い

34 広島県 廿日市市
阿品台タウンハ
ウスＩ団地

阿品台北3168番1
から3168番13ま
で、3169番1から
3168番23まで、
3169番25から
3169番26まで、
3170番1から3170
番16まで、3171
番1から3171番5
まで

再 A 認 S 58 12 26 H 29 2 20 H 29 2 20 H 38 3 31 - 有
期間満了前3ヶ月までに廃
止の申し出がない限り1年
ごとに更新

未 イ 7,545.47 40 1 住 既 × １低専 100 - 50 -
専用住宅又
は兼用住宅

100 - - 軒高7,2F 1 - -
建築面積・延
べ面積の区画
ごとの制限

40 福岡県 久留米市
ピースタウン国
分

国分町32番1 新 - - - - - - H 28 8 2 H 28 8 2 H 38 8 1 - 有
協定廃止の申出がない限
り、延長年数は10年

未 イ 1,538.06 7 1 住 既 ○ 1住 200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅

- 120 60 10,2F 1
生垣,ﾌｪﾝｽ
（基礎0.4m)

下水道に接続

構造;木造,敷
地の減少の禁
止,切盛土の禁
止

44 大分県 大分市
パークプレイス
大分12工区

公園通り五丁目 新 B - H - - - H 28 4 15 H 28 4 15 H 38 4 15 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

未 イ 5,245.39 24 1 住 新 × 2住 200 - 60 - 専用住宅 - 100 50 10 1
調和するも
の

屋外アンテナ
禁止

-

51 千葉市 千葉市
中央区千葉寺町
住宅地区

千葉寺町79-12他
7筆

新 - - - - - - H 28 6 10 H 28 6 10 H 38 6 9 - 有
廃止の手続きがない限り
自動更新

未 ヘ 1,031.25 7 1 住 新 ○ 1中高 200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅

- - - 10,2F - - -

敷地分割不可,
共用通路部分
に構築物設置
不可

千葉市
春日2丁目5番～9
番地区

春日2丁目5-4他 再 B 認 H 17 8 9 H 28 8 16 H 28 8 16 H 38 8 15 - 無 - - ヘ 3,690.78 16 1 住 既 × 1住 200 - 60 -
風営法用途
一部不可

- - - 12 - - -
地盤面の変更
不可

千葉市
仁戸名月の木住
宅地

仁戸名町324-6他 再 B 認 S 60 4 22 H 29 1 4 H 29 1 4 H 39 1 3 - 無 - - ヘ 10,133.65 62 1 住 既 × 1低 150 - 60 - 専用住宅 - - - 8.5 0.5 - -

軒高6.5以下、
地盤面の変更
不可、敷地分
割不可

52 川崎市 川崎市
久保台地区建築
協定

高津区末長223-8
ほか

再 B 認 H 19 6 27 H 28 10 31 H 28 10 31 H 39 6 27 ○ 無 - - ヘ 13,428.213㎡ 91 1 住 既 ×
1住

1中高層
200 - 60 -

住宅（長屋：管
理人の住戸があ
り、1住戸あた
りの床面積が30
㎡以上のも
の）,共同住宅
（管理人の住戸
があり、1住戸
あたりの床面積
が30㎡以上のも
の）,兼用住宅
（延べ面積の
1/2以上を居住
の用に供し、か
つ、床面積が50
㎡を超えない学
習塾、華道教
室、囲碁教室
等），診療所併

100 - -
10m
3F

0.5 - -

○敷地分割の禁止
(分割後100㎡を超
える場合はこの限
りでない。)
○敷地の地盤面の
高さの変更はでき
ないものとする。
ただし、自動車車
庫の設置若しくは
撤去又は階段や車
いすのためのス
ロープ築造のため
並びに防災上、景
観上などに配慮し
た上での最低限の
切土若しくは盛土
による変更は、こ
の限りではない。

53 横浜市 横浜市
もえぎ野第二地
区

青葉区もえぎ野 再 B 認 S 60 7 25 H 28 4 25 H 28 4 25 H 38 4 24 - 無 - 未 ヘ 10,376.54 422 1 住 既 × １低 150 - 60 -

（ア） 建築
基準法別表
第２（い）
項の第１
号，第２号
又は第３号
に掲げる建
築物
（イ） 事務
所，店舗，
飲食店その
他これらに
類するもの
でその用途
に供する部
分の床面積
の合計が150
㎡以内のも
の（３階以
上の部分を
事務所，店
舗，飲食店
その他これ
らに類する
ものでその
用途に供す
るもの又は
周辺の住宅
地の環境を
害するもの

（ア）
150
（イ）１
住戸当り
25

- - - - - - -

横浜市 吹上東急住宅
戸塚区原宿三丁
目

再 B 認 H 8 7 15 H 28 4 25 H 28 4 25 H 38 4 24 - 無 - 未 ヘ 33,743.25 424 1 住 既 ×
１低・
準住

80 - 40 -

一戸建て専
用住宅
共同住宅（2
戸以下）
一戸建て医
院（動物病
院を除く）
併用住宅

- - -

（Ｂブ
ロック）

9,軒
高:7.5

1

生垣、フェ
ンスその他
開放性のあ
るもの2m

- 敷地分割不可

横浜市
つつじが丘第１
公園周辺地区

青葉区つつじが
丘

再 B 認 H 18 5 2 H 28 4 25 H 28 4 25 H 38 4 24 - 無 - 未 ヘ 10,178.67 423 1 住 既 × １低 60 - 40 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯同居住
宅を含
む）、二戸
建長屋又は
兼用住宅
（一戸建て
専用住宅で
小規模な事
務所や習い
事の教室等
を兼ねるも
のに限る）

165 - - - 1 - -
敷地分割不可,
地盤面の変更
不可

横浜市
つつじが丘９番
地

青葉区つつじが
丘

再 B 認 H 22 4 5 H 28 4 25 H 28 4 25 H 38 4 24 - 無 - 未 ヘ 1,346.83 458 1 住 既 × 近商 300 - 80 -

専用住宅、
兼用住宅
（診療所、
事務所な
ど）

- - -
10,軒の
高さ;9

2,0.5 - -

敷地;分割禁
止,地盤面;変
更禁止,緑化推
進

横浜市
大丸地区開発地
域

戸塚区汲沢７丁
目

新 B 認 - - - - H 28 6 3 H 28 6 3 H 38 6 2 - 無 - 未 ヘ 2,122.00 1 住 既 ○
１低・
１住

200 100 60 50

一戸建て専
用住宅（二
世帯同居住
宅を含
む。）

100 120 60

10,軒
高:7,2F
建築物の
各部分の
高さは、
当該各部
分から前
面道路の
中心線又
は隣地境
界線まで
の真北方
向の水平
距離に
0.6を乗
じて得た
ものに５
ｍを加え
たもの以

下

- - - -

横浜市 横浜興和台 旭区川島町 再 B 認 S 47 1 25 H 28 7 25 H 28 7 25 H 38 7 24 - 無 - 未 ヘ 100,084.80 363 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建て専
用住宅，一
戸建て診療
所併用住
宅，令130条
の３に定め
る兼用住宅
（事務所，
日用品の販
売を主たる
目的とする
店舗，学習
塾、華道教
室、囲碁教
室その他こ
れに類する
施設）

165 - - 2階 1 - -
地盤面の変更
禁止



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

横浜市
二俣川ニュータ
ウン北部第４町
内会

旭区今宿町、今
宿二丁目

再 B 認 H 6 1 14 H 28 10 5 H 28 10 5 H 38 10 4 - 無 - 未 ヘ 78,012.79 427 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建専用
住宅又は医
院（獣医院
を除く）併
用住宅

170 - -
9,軒

高:6.5
-

フェンス、
生垣、その
他開放性の
あるもの2m

- 敷地分割不可

横浜市
ハイタウン豆口
台団地

中区豆口台 再 B 認 S 60 12 14 H 29 1 13 H 29 1 13 H 39 1 12 - 無 - 未 ヘ 5454.99 329.00 1 住 既 × １低 100 - 50 -

一戸建ての
住宅,診療所
併用住宅,施
行令第130条
の３に規定
する兼用住
宅,その他運
営委員会が
公益上必要
な建築物と
して承認し
たもの

分割禁止 - - 2階 0.6 - - -

横浜市
コモンシティ日
野住宅地

港南区日野七丁
目

再 B 認 H 8 12 5 H 29 2 3 H 29 2 3 H 39 2 2 - 無 - 未 ヘ 19164.84 434.00 1 住 既 × １低 80 - 40 -

一戸建て専
用住宅（二
世帯住宅を
含む）、一
戸建て医院
（動物病院
を除く）併
用住宅又政
令第130条の
３に規定す
る兼用住宅

150(一部
125)

- - 9,3F 0.6 - - -

54 相模原市 相模原市
セドナ北里二丁
目区域指定地区

南区北里二丁目
554番外

新 A - - - - - H 28 4 4 H 28 4 4 H 38 4 3 ○ 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年、廃止公告
日まで

未 イ 3,330.07 15 1 住 新 ○
指定な

し
100 - 50 - 専用住宅 - - - 2F 0.6

道路に面す
るかき・さ
くは生垣又
は透視可能
なフェンス
（ただし地
盤面からの
高さが60cm
以下の部分
又は門等の
出入り口部
分を除く）

-

居室の外部に
面する建具は
防音構造のも
の、意匠制限
（周囲の景観
との調和）

相模原市
E.Harmony大島区
域指定地区

緑区大島あざ下
沖原1702番1外

新 B - - - - - H 28 9 6 H 28 9 6 H 38 9 5 ○ 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年、廃止公告
日まで

未 イ 8,414.63 39 1 住 新 ×
指定な

し
80 - 50 - 専用住宅 - - - 2F 0.6

道路に面す
るかき・さ
くは生垣又
は透視可能
なフェンス
（ただし地
盤面からの
高さが60cm
以下の部分
又は門等の
出入り口部
分を除く）

-

緑化義務、意
匠制限（周囲
の景観との調
和）

58 名古屋市 名古屋市 大屋敷地区
守山区大屋敷、
守山区西城一丁
目

再 B 認 S 61 5 20 H 28 7 14 H 28 7 14 H 33 7 13 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は5年

未 イ 40,795.00 148 1 住 既 ×
1中、2

住
200 - 60 -

一定のワン
ルームマン
ション禁止

- - - 10,3F -
補強CB1.7m
以下

- 緑化 飛散・倒壊防止

名古屋市 南明町3丁目
千種区南明町3丁
目

再 B 認 H 3 6 3 H 28 10 3 H 28 10 3 H 33 10 2 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は5年

未 イ 12,463.34 124 1 住 既 ×
2中、1
住、2住

200 - 60 -

一定のワン
ルームマン
ション、風
営法関係、
遊技場禁止

- - - 12,3F - - - -

59 京都市 京都市
京都市西京区桂
坂くすのき中・
北地区

西京区御陵大枝
山町四丁目の一
部

再 A 認 H 8 8 30 H 28 8 30 H 28 8 30 H 38 8 29 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 14,592.66 27 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

１戸建て専
用住宅，診
療所（獣医
院を除
く。），巡
査派出所，
公衆電話所
その他これ
らに類する
令第130条の
4に定める公
益上必要な
建築物，集
会所（地域
住民の町内
会等の活動
の用に供す
るものに限
る。），以
上に掲げる
建築物に付
属する特定
付属建築物

A地区
330,

B地区160
- 50

10,軒高
7,2F

道路
1.5(1F),
2.4(2F),
隣地1.2

生垣,竹垣,
土塀,タイル
仕上げ，レ
ンガ，化粧
ブロック等
（CB素地等

不可)

テレビアンテ
ナの屋外設置
禁止

敷地形状の変
更禁止，車両
及び人の出入
口の基準，意
匠の基準（屋
根，外壁の形
態・色彩），
太陽光発電装
置の基準，緑
化，屋外広告
物禁止

横浜市
西柴団地自治会
地区

金沢区金沢町、
柴町、西柴１～
４丁目

再 B 認 28 11 4H 8 11 5 H 28

（７） 屋外階
段は、設置し
ないものとす
る。ただし、
良好な住環境
を損なう恐れ
がないとして
運営委員会が
認めたものは
この限りでな
（８） 敷地の
道路に接する
部分は緑化に
努めるものと

する。
（９） 建築物
の屋根及び外
壁の色彩は、
周囲の景観と
調和するもの

とする。

82 83

一戸建て専
用住宅（二
世帯同居住
宅を含
む），令第
130条の３の
規定による
兼用住宅，
診療所，長
屋（3戸以
下、各住戸
の床面積が
それぞれ50
㎡以上），
令第130条の
４に規定す
る公益上必
要な建築
物，学校
（大学、高
等専門学
校、専修学
校及び各種
学校を除
く）、図書
館その他こ
れらに類す
るもの（用
途に供する
部分の床面
積の合計が
500㎡未
満），寄宿
舎又は下宿
（新築工事
の完了日か
ら起算して5
年以上が経
過した建築
物を用途変
更により当
該用途とす
る場合で、
宿泊室等の
数が8以下、
宿泊室等の
床面積が7㎡
以上、当該
用途に供す
る部分の床
面積の合計
が200㎡未
満），老人
ホーム、保
育所、福祉
ホームその
他これらに
類するもの
（用途に供

150 - -住 既

１低、
１中

高、１
住

80 81
10,軒

高:6.5,2
F

1 - -- 未 ヘ 264,052.00 324.00 1.00H 38 11 3 - 無11 4 H



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

京都市
京都市西京区桂
坂ひいらぎ中地
区

西京区御陵大枝
山町六丁目の一
部

再 A 認 H 8 11 7 H 28 11 7 H 28 11 7 H 38 11 6 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 2,335.93 14 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

一戸建て専
用住宅（宿
泊施設の用
途として使
用するもの
を除
く。），診
療所（獣医
院を除
く。），巡
査派出所，
公衆電話所
その他これ
らに類する
もので，令
第130条の4
に規定する
公益上必要
な建築物，
以上に掲げ
る建築物に
付属する特
定付属建築
物

140 - 50
10,軒高
7,2F

道路1.2,
隣地0.8

生垣，竹
垣，塀，

フェンス等
（CB素地，
擬石CB，万
年塀等不

可）

以下の基準に適合
する屋外に設置す
るアンテナや太陽
光発電装置等。
・家庭用として市
販されている製品
相当，最上部が建
築物の最上部を越
えない，敷地内に
ある既存の建築物
や付属物に直接設
置，配管や配線を
含め屋根材や壁の
形状や色彩と調和
（道路，公園等の
公共の用に供する
空地から容易に見
えない場合除く）

敷地形状の変
更禁止，意匠
の基準（屋
根，外壁の色
彩），屋外広
告物禁止

京都市
京都市南区久世
工業団地地区

南区久世築山町
の一部

新 B - - - - - H 29 2 23 H 29 2 23 H 39 2 22 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 106,292.35 51 4 工 既 × 工業 200 - 60 -

（Ａ地区）
建築不可：
一戸建ての
住宅，長
屋，共同住
宅，寄宿舎
若しくは下
宿，法別表
第２(い)項
第６号に掲
げる建築物
（Ｂ地区）
建築不可：
一戸建ての
住宅，長
屋，共同住
宅若しくは
下宿，法別
表第２(い)
項第６号に
掲げる建築
物

- - - - - - - -

京都市
京都市桂坂さく
ら第２地区

西京区御陵峰ヶ
堂町二丁目の一
部

再 B 認 H 8 6 13 H 29 3 10 H 29 3 10 H 39 3 9 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 11,275.12 69 1 住 既 × １低専 80 - 50

一戸建て専
用住宅，令
第130条の3
の各号に定
める兼用住
宅，診療所
（獣医院を
除く。），
巡査派出
所，公衆電
話所その他
これらに類
するもの

140 - - -
道路1.2,
隣地0.8

生垣,竹垣,
土塀,タイル
仕上げ，レ
ンガ，化粧
ブロック等
（CB素地等

不可)

無線用アンテ
ナ等を設置す
る場合は，委
員会の承認を
受けなければ
ならない。

太陽光発電装
置の基準，緑
化

京都市
京都市西京区桂
坂つばき東第２
地区

御陵大枝山町五
丁目の一部

再 B 認 H 9 3 10 H 29 3 10 H 29 3 10 H 39 3 9 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 2,252.69 16 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

一戸建て専
用住宅。診
療所（，獣
医院を除
く。），巡
査派出所，
公衆電話所
その他これ
らに類する
もので，令
第130条の4
に規定する
公益上必要
な建築物。
前3号の建築
物に付属す
るもの（令
第130条の5
に規定する
ものを除
く）。

140 - 50
10,軒高
7,2F

道路1.2,
隣地0.8

生垣，竹
垣，土塀等
（CB素地等

不可）

テレビアンテ
ナの禁止

敷地形状の変
更禁止，意匠
の基準（屋
根，外壁の形
態・色彩），
屋外広告物禁
止

60 大阪市 大阪市 戎橋筋商店街

中央区道頓堀１
丁目１番５ほか
16筆、難波１丁
目７番２ほか30
筆、難波３丁目
２番１ほか56筆

B B B B B B新 B B B B B B B B B B BB B B B B B 商 -
500　、
800　、
1000

80 -

建築不可：
１階の戎橋
筋商店街
アーケード
に面する部
分を事務
所、住宅、
共同住宅、
寄宿舎又は
下宿の用途
に供するも
の（１階の
当該用途に
供する部分
が昇降機又
は廊下若し
くは階段の
用に供する
部分のみで
あるものを
除く。），
法別表第２
（ほ）項第
２号に掲げ
るもの
（ゲームセ
ンターは除
く。），１
階の戎橋筋
商店街アー
ケードに面
する部分を
畜舎の用途
に供するも
の，風営法
第２条第１
項、第６項
から第11項
まで及び第
13項に規定
する営業を
行うもの
（ゲームセ
ンターは除
く。），大
阪府特殊風
俗あっせん
事業の規制
に関する条
例（平成17
年大阪府条
例第102号）
第２条第３
項に定める
「特殊風俗
あっせん」
を行うも
の，１階の
戎橋筋商店

9,793.87 71.00 4.00 商 既 × - -

都市計画概要
（按分した容積
率）は算定不可
能のため未記入

- - - - - -



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)

61 堺市 堺市
美原さつき野H地
区

美原区さつき野
西2-16-1他

再 A 認 S 61 6 2 H 28 6 2 H 28 4 7 H 38 6 2 - 有
・合意しない旨の意思表
示がない時は1回のみ自動
更新、延長年数は10年

未 ヘ 21,352.12 104 1 住 既 × 1低層 80 - 40 - 専用住宅 - 80 40 2F
道路1.8m
その他1m

フェンス
1.5m(一部
1.2m）
生垣と併用
するフェン
ス基礎0.4m

アンテナ、自
販機不可

緑化、出入口
の位置、ベラ
ンダ・ガレー
ジ・看板の仕
様

堺市
堺市南区茶山台3
丁東地区

南区茶山台3丁
25-1～40-4

再 B 認 S 56 8 26 H 29 2 1 H 28 12 8 H 39 2 1 - 有
・合意しない旨の意思表
示がない時は1回のみ自動
更新、延長年数は10年

未 ヘ 47,094.48 144 1 住 既 × 1低層 80 - 40 - 専用住宅 178 80 40 - 1.5 - -

地盤高の変更
不可、4m以上
の広告塔看板
その他工作物
不可

62 神戸市 神戸市
神戸北町桂木４
丁目

北区桂木４丁目 再 A 認 H 18 5 1 H 28 4 28 H 28 4 28 H 38 4 27 - 無 - - ヘ 35,264.61 209 1 住 新 × １低専 100 - 50 -

寄宿舎及び
下宿不可,専
用住宅,一部
の兼用住宅

- - - -
隣地境界
線から1

化粧無ＣＢ
不可,生垣又
は生垣併用

テレビアンテ
ナ不可

地盤高さ変更
制限,門扉構造
制限,車庫等出
入口制限,張り
出し禁止,緑化
努力義務,看板
制限

神戸市
上津台百年集落
街区

北区上津台４丁
目

新 - - - - - - H 28 6 10 H 28 6 10 H 38 6 9 - 無 - - ヘ 7,044.50 37 1 住 新 × １中高 200 - 60 -
専用住宅,一
部の兼用住
宅

- - 50
10,軒高
7，2F

隣地境界
線から1

- -
区画分割不
可，屋根・外
壁意匠制限

神戸市
井吹台北町３丁
目Ａ

西区井吹台北町
３丁目

再 A 認 H 18 6 14 H 28 6 14 H 28 6 14 H 38 6 13 - 無 - - ヘ 17,242.55 108 1 住 新 × １低専 100 - 50 -
専用住宅,一
部の兼用住
宅

150 - - 2F
道路境界
線から1

-
アンテナ不
可，機械式駐
車場不可

地盤高さ変更
不可,建築物・
工作物・植栽
維持管理義務,
看板制限

神戸市 舞多聞東３丁目
垂水区舞多聞東
３丁目

再 A 認 H 18 2 17 H 28 6 24 H 28 6 24 H 38 6 23 - 無 - - ヘ 40,265.00 57 1 住 新 ×
１低

専，１
住

80 200 40 60
専用住宅,兼
用住宅

- - - 10

道路境界
線から
2・1，
隣地境界
線から1

生垣又は透
視可能な
フェンス

立体式駐車場
不可,自動販売
機不可,設備機
器制限

地盤高さ変更
不可,看板制
限，屋根付駐
車場調和義
務，店舗等の
騒音対策義務

神戸市
プラウドシーズ
ン神戸・西神南

西区井吹台北町
２丁目

再 A 認 H 18 6 14 H 28 6 27 H 28 6 27 H 38 6 26 - 無 - - ヘ 10,223.98 66 1 住 新 × １低専 100 - 50 -
専用住宅,一
部の兼用住
宅

- - - -
敷地境界
線から1

- -

区画分割不可,
建築物・工作
物・植栽維持
管理義務,屋
根・外壁等色
彩調和,緑化努
力義務

神戸市 桜の社Ⅲ
須磨区桜の杜２
丁目

新 - - - - - - H 28 7 12 H 28 7 12 H 37 2 16 - 無 - - ヘ 18,383.81 117 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 - 専用住宅 - - - 2F - -

アンテナ不
可，立体式・
機械式駐車場
不可

地盤高さ変更
不可，看板制
限

神戸市
六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞCITY
向洋町中６丁目
３番

東灘区向洋町中
６丁目

再 A 認 H 8 9 3 H 28 9 2 H 28 9 2 H 38 9 1 - 無 - - ヘ 15,077.51 80 1 住 新 × １住 200 - 60 - 専用住宅 - - - - -
材料,色,高
さ制限

屋外アンテ
ナ・屋根上の
太陽パネル・
熱温水器不可

門扉構造制限,
屋根・外壁の
意匠制限,地盤
高さ変更不可,
看板禁止,駐車
場出入口制限,
植栽・舗装材
維持管理義務

神戸市 竹の台２丁目
西区竹の台２丁
目

再 B 認 H 8 9 13 H 28 9 13 H 28 9 13 H 38 9 12 - 無 - - ヘ 32,033.92 149 1 住 新 × １低専 80 100 40 50
専用住宅，
一部の兼用
住宅

- - - - - - -
区画分割不可,
地盤高さ変更
制限,看板制限

神戸市
学園緑が丘（小
束山５丁目）

垂水区小束山５
丁目

再 A 認 S 62 1 6 H 29 1 20 H 29 1 20 H 39 1 19 - 無 - - ヘ 27,419.70 145 1 住 新 × １低専 100 - 50 -
専用住宅，
一部の兼用
住宅

- - - 2F 1 - -
地盤高さ変更
不可,区画分割
不可

神戸市
学園緑が丘（小
束山５丁目）南

垂水区小束山５
丁目

再 A 認 H 13 5 21 H 29 1 20 H 29 1 20 H 39 1 19 - 無 - - ヘ 6,332.36 32 1 住 新 × １低専 100 - 50 -
専用住宅，
一部の兼用
住宅

- - - 2F 1 -
- 地盤高さ変更

不可,区画分割
不可

神戸市
上津台百年集落
街区

北区上津台４丁
目

再 B 認 H 28 6 10 H 29 1 23 H 29 1 26 H 39 1 22 - 無 - - ヘ 11,860.71 62 1 住 新 × １中高 200 - 60 -
専用住宅,一
部の兼用住
宅

- - 50
10,軒高
7，2F

隣地境界
線から1

- -
区画分割不
可，屋根・外
壁意匠制限

神戸市
プラネシーン西
神南

西区井吹台西町
６丁目

新 - - - - - - H 29 3 9 H 29 3 9 H 39 3 8 - 無 - - ヘ 6,831.09 45 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 -
専用住宅,一
部の兼用住
宅

150 - - 2F 1 - -

垣・柵・植栽
維持管理義
務，屋根・外
壁意匠制限，
緑化努力義
務，看板禁止

神戸市
スマートコモン
シティ西神南Ⅱ

西区井吹台西町
６丁目

新 - - - - - - H 29 3 14 H 29 3 14 H 39 3 13 - 無 - - ヘ 19,355.66 122 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 -
専用住宅,一
部の兼用住
宅

150 - - 2F

道路境界
線から
1・1.5，
隣地境界
線から
0.7

- -
地盤高さ変更
不可

神戸市
日生鈴蘭台ﾆｭｰﾀｳ
ﾝ第９

北区星和台１丁
目

再 A 認 H 9 2 17 H 29 3 14 H 29 3 14 H 39 3 13 - 無 - - ヘ 6,410.22 21 1 住 新 × １低専 80 - 40 -

専用住宅，
一部の兼用
住宅，公益
上必要な建
築物の一部

- - - 2F 1 - -
地盤高さ変更
不可，区画再
分割の禁止

64 広島市 広島市安佐南区
コンツェルトタ
ウン山本

山本四丁目 新 - - - - - - H 29 3 8 H 29 3 8 H 39 3 8 - 有 10年ごとに自動更新 未 イ 1,983.68 11 1 住 新 ○ １住 200 - 60 -

神社,自動車
修理工場,倉
庫,危険物貯
蔵等の禁止

分割の禁
止

200 60 10,3F 0.45 網,CB1.2 - -

66 福岡市 福岡市 平尾３丁目
中央区平尾三丁
目

再 B 認 H 23 5 19 H 28 11 21 H 28 11 21 H 38 11 20 - 無 - - ヘ 5,208.21 27 1 住 既 × ２住 200 - 60 -

ワンルーム
マンション
禁止，ホテ
ル，カラオ
ケボック
ス，麻雀店
等禁止

- - - 12 - - -
看板，ネオン
サイン等禁止

地区数： 70 新　規：
再認可：

24
46

A:21
B:37
C:0

7 有：31
無：39

未：41
済：1

イ：26
ロ：0
ハ：0
ニ：0
ホ：0
ヘ：44

1,954,610.40 8,102 1:66
2:0
3:0
4:4

住:
66
商:
2

工:
2

他:
0

既:
43
新:
27

17

* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H27.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定



建築協定認可一覧（再認可分を含む）（平成29年度）

当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

8 茨城県 日立市
コモンステージ
十王・城の丘建
築協定（１）

十王町城の丘１
丁目地内

再 B 公 H 10 1 8 H 30 3 23 H 30 1 23 H - - - ○ 有 廃止の認可公告の日まで - イ 19,174.23 77 1 住 既 × その他 200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅

- 100 50 10,3以下

1（隣
地）、
1.5（道
路）

1.5以下 -

宅内緑化努力
北斜、
道斜1.25
屋根勾配
2.5/10以上、
広告物禁止

11 埼玉県 埼玉県
五番地自治会住
宅地建築協定

ふじみ野市鶴ヶ
岡4丁目5番53外
77筆

再 B 認 H 15 9 2 H 29 8 25 H 29 8 25 H 36 8 24 - 無 - 未 イ 9,457.13 75 1 住 既 × １中高 200 - 60 - 専用住宅 100 - - 10軒高7 - 1.5 - -

埼玉県
八潮市南川崎サ
ザンパークシ
ティ建築協定

草加都市計画事
業八潮南部東一
体型特定土地区
画整理事業
仮換地：８１街
区１６画地及び
２４から３５画
地
保留地：８１街
区１画地、１５
画地及び３６か
ら３８画地

新 B - - - - - H 29 7 11 H 29 7 11 H 39 7 10 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は１０年

未 ヘ 2,815.00 18 1 住 新 × 1中高 200 - 60 -
一戸建専用
住宅

165 - -
地階を除
き２F以
下

0.5

道路から
0.75後退
（0.75につ
いては協定
通路部分と
する）

-
景観形成基
準、色彩基準
に準ずる

所沢市
所沢市松葉町5・
6・7・20・21番
南地区

松葉町1886番地
の198

再 B 認 S 63 4 1 H 29 4 3 H 29 4 3 H 32 4 2 - 無 - - イ 5,318.50 24 1 住 既 × 2住 200 - 60 -
専用住宅、
共同住宅

- - - 8、2F 0.6 - -
共同住宅は１
戸33㎡以上

所沢市
所沢市北野台地
区

小手指南1丁目15
番地の9

再 B 認 H 20 2 28 H 30 2 28 H 30 2 28 H 40 2 27 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 4,347.30 31 1 住 既 × 1低専 80 - 50 - 専用住宅 125 - - 10、2F 0.8
生垣、鉄
柵、金網

-
地盤面高さ変
更不可、外階
段設置不可

上尾市
ヘルシータウン
上尾二ツ宮住宅

二ツ宮795-5ほか 再 A 認 H 7 5 15 H 29 5 1 H 29 5 1 R 9 4 30 - 有
・有効期間は10年、異議
がないときは、更に10年
延長

未 ヘ 2,968.86 28 1 住 既 × １住 200 - 60 -

一戸建ての
住宅、学習
塾等の兼用
住宅

- - -

10ｍ、軒
高7ｍ、
北側斜線
6m+1.25/
1

0.5
開放的フェ
ンスなど

-
雪止めの設置
外壁及び屋根
の色は中間色

草加市
デュオアベ
ニュー草加Ⅱ

手代町283番6他 新 A 認 H 29 6 29 H 29 6 29 H 29 6 29 H 34 6 28 - 有 更新無制限、延長５年間 未 ヘ 480.00 4 1 住 既 ○ 準工業 200 - 60 -

専用住宅、
兼用住宅、
長屋、共同
住宅

120 - - 10、2F - 塀色彩制限 - 屋根色彩制限

春日部市
サニータウン春
日部地区

豊町1丁目18番13
号他

再 B 公 S 51 7 9 H 29 8 10 H 29 8 10 H 39 8 10 - 無 - - ヘ 25,738.58 172 1 住 新 × 1中高 200 - 60 -
専用住宅、
併用住宅、
共同住宅

- 100 60

最高高10
軒の高さ
7,階数2
（地階を
除く）

隣地側
1.0m以
上,道路
側1.0m以
上

- - 緑の保全

12 千葉県 船橋市
芝山ホープタウ
ン

船橋市芝山７丁
目の一部

再 B 認 S 57 1 27 H 29 12 12 H 29 12 12 H 39 12 11 - 有

・認可の公告のあった日
から１０年の期間満了３
カ月前に協定者の過半数
から廃止の申し入れが無
い場合は、当該期間満了
の翌日から起算して更に
５年間同一条件により更
新

未 イ 7,518.46 50 1 住 既 × １低専 100 - 50 -

専用住居、
店舗併用住
宅、医院併
用住宅（獣
医院を除
く）、これ
らに類する
附属建築物

- - - 10,2F - - - -

13 東京都 東京都
原峰公園隣接地
区

多摩市関戸6丁目
29番1他

新 A - - - - - H 29 8 25 H 29 8 25 R 9 8 24 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 ヘ 1,598.99 10 1 住 新 ○
第一種
低層

80 - 40 - 専用住宅 - 80
40

(角地は
50)

10,2F 1
生垣、透視
可能なフェ
ンス

-

屋根及び外壁
の色彩は環境
に調和するも
の、１㎡超の
広告不可、

新宿区 荒木町住宅地区
荒木町11番地、
12番地他

新 B - - - - - H 29 12 1 H 29 12 1 H 34 12 1 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は5年

未 ヘ 1,163.18 22 1 住 既 × 商 400 - 80 -

専用住宅
長屋、共同
住宅（住戸
20㎡以下は
不可）

- - -
10、3F・
地階なし

- - - -

14 神奈川県 神奈川県
京急ニュータウ
ン三浦海岸馬場
地区建築協定

三浦市下宮田字
馬場外

新 - - - - - - H 29 9 15 H 29 10 13 H 39 10 30 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

未 イ 1,935.14 11 1 住 既 ○ 一低専 80 - 40 - - 165 - - - 1 - - -

16 富山県 富山市
彩りタウン向新
庄

富山市向新庄一
丁目296番1　外7
筆

新 - - - - - - H 29 2 1 H 29 2 1 H 49 1 31 - 有
・異議がない限り10年毎
に自動更新

未 イ 6,318.74 20 1 住 新 ○ 1住 200 - 60 -
専用住宅、
併用住宅

200 - - 10 1 - - 緑化義務

富山市
BrightSeason上
飯久保

富山市上大久保
字古宮島割922番
地2外28筆及び市
有地

新 - - - - - - H 29 4 24 H 29 4 24 H 49 4 23 - 有
・異議がない限り10年毎
に自動更新

未 イ 5,889.56 20 1 住 新 ○
準工、1
中高

200 200 60 60
専用住宅、
併用住宅

200 - 60 10 1 - - 緑化義務
外壁の色は華美
な色や配色を避
ける

富山市
陽だまりタウン
中島

富山市中島一丁
目字三百割26番5
外11筆、字立割
36番2外9筆

新 - - - - - - H 29 6 27 H 29 6 27 H 49 6 26 - 有
・異議がない限り10年毎
に自動更新

未 イ 7,308.07 25 1 住 新 ×
準工、1
中高

200 200 60 60
専用住宅、
併用住宅

200 - - 10 1 - - 緑化義務

富山市
セキュレア豊田
本町

富山市豊田本町
一丁目68番9　外
4筆

新 - - - - - - H 29 7 6 H 29 7 6 H 49 7 5 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 ホ 6,145.16 21 1 住 新 ○ 1中高 200 - 60 - 専用住宅 200 - - 10,2F 1 - - 緑化義務

17 石川県 小松市
グリーンヴィ
レッジ若杉

若杉町ヌ乙213
番、レ3番1

新 A - - - - - H 29 6 30 H 29 6 30 H 39 6 29 - 有
更新回数は無制限、延長
年数は10年

未 イ 7,469.75 23 1 住 新 ○ 準工 200 - 60 -

専用住宅、
併用住宅、
店舗、事務
所、集合住
宅

- - - - 0.8

境界に面し
て垣又はさ
くを設ける
ことは原則
不可。

エアコンを設
置するとき
は、隣家に迷
惑をかけない
よう配慮す
る。

屋根・外壁の
色・素材、屋
根形状、地盤
面高さ変更の
規制、ファン
クション
ウォールの設
置、植樹、ア
プローチ・
カーポートの
素材、敷地
割、屋外広告
物

23 愛知県 日進市
日進グリーンハ
イツ地区

岩崎町竹ノ山149
番地292　他251
筆

再 B 認 H 9 8 11 H 29 11 9 H 29 11 17 H 39 11 8 - 有

・有効期間満了前３ケ月
以内に所有者等の過半数
の申し立てがない限り自
動更新で10年延長（１回
限り）

未 ヘ 46,230.13 252 1 住 既 ×

無し
（市街
化調整
区域）

200 - 60 -

一戸建専用
住宅,施行令
第130条の3
第1項の規定
で定める兼
用住宅,集会
所,診療所,
令第130条の
4の規定で定
める公益上
必要な建築
物,上述した
建築物に付
属するも
の。（令第
130条の5の
規定で定め
るものを除
く。）

200 - -

12mまで,
地階を除
く3階以
下

1.0（附
属建築物
にあって
は0.7）

-

し尿および生
活汚水は、公
共下水道に接
続するものと
する。

建築物の色彩
及び形態は、
健全な住宅地
にふさわしい
ものとする,敷
地の形質変更
は、建築物の
建築に必要な
最小限にとど
め、敷地の樹
木は極力保存
し、緑化に努
めなければな
らない,敷地の
衛生及び安全
の確保に努め
なければなら
ない。

24 三重県 四日市市
大矢知町出来山
地区

大矢知町字西ノ
貝戸81番　他34
筆

新 - - - - - - H 29 9 25 H 29 9 25 H 39 9 25 ○ 有
期間満了前に、過半数の
廃止の申出がなければ10
年間延長、以後も同様。

未 イ 28,597.73 35 1 住 既 × - - - - - - - - - - - - -

共同住宅、長
屋または寄宿
舎を建築して
はならない

25 滋賀県 大津市
グリーンヒル大
津松が丘E

松が丘七丁目3番
1他

新 - - - - - - H 29 6 21 H 29 6 21 H 39 6 20 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年 未 ヘ 6,480.79 35 1 住 新 × 近商 200 - 80 - - - - 　- 10 1.5

生垣、パイ
プフェン
ス、ネット
フェンス

- -

大津市
グリーンヒル大
津青山七丁目

青山七丁目1番2
他

再 B 認 H 4 3 16 H 29 8 15 H 29 8 15 H 39 8 14 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

未 イ 46,123.83 224 1 住 既 × 1低層 60 80 40 50
戸建住宅又
は兼用住宅

- - - 10 1.5

生垣、パイ
プフェン
ス、ネット
フェンス

- -

27 大阪府 大阪府
ガーデンハウス
小金台第２地区
建築協定

富田林市小金台
４丁目２番

再 A 認 H 10 1 23 H 30 1 23 H 30 1 23 H 50 1 22 - 無 - - ヘ 19,820.37 112 1 住 既 × １低層 100 - 50 - 専用住宅 - - - -
0.55mの
範囲は承
認要

- -
住宅宿泊事業
の使用禁止

吹田市 桃山台3丁目第二
桃山台3丁目1番
41ほか

再 - 認 H 9 6 18 H 29 6 18 H 29 6 18 H 59 6 18 - 無 - - ヘ 22,068.90 69 1 住 既 × 1低 80 - 40 -
一戸建専用
住宅

- - - - - - -

2階以下、地盤
面の高さ変更
禁止、分割禁
止、緑化努力
義務、自動車
の出入口幅の
合計6m以下

岸和田市
神須屋・畑・八
田町地区

神須屋町392番2
他92筆

再 A 認 H 9 12 11 H 30 1 31 H 30 1 31 H 40 1 30 - 無 - - イ 10,367.54 82 1 住 既 × 1住 200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅

- - - 10ｍ -
生垣、パイ
プフェン
ス、塀1.4ｍ

-
色彩は周囲と
調和

枚方市
シエルセーヌ香
里ケ丘Ⅲ地区

香里ケ丘1丁目13
番地

新 - - - - - - H 29 4 10 H 29 4 10 H 49 8 21 - 無 - - ヘ 2,554.06 16 1 住 新 ○ 1中高 200 - 60 - 専用住宅 分割不可 90未満 - 10,2F 1

生垣,透過可
能なフェン
ス+植栽,幅
50cm以上の
植栽帯

-
地盤高さ変更
不可

箕面市
箕面東山住宅A地
区

粟生間谷西7丁目
1971番7他

再 A 認 S 50 5 28 H - - - H - - - H 49 8 1 - 無 - - ヘ 13,967.83 88 1 住 既 × １住 100 - 50 -
専用住宅、
医院併用住
宅

- - - 9,2F 1.5 1.8m
敷地境界線か
ら0.7m以内の
設置禁止

盛土による現
況地盤変更の
禁止

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

箕面市
森町南一丁目9街
区

下止々呂美17番
131他（仮換地）
Ⅱ－22－1－12－
1他

新 - - - - - - H 30 1 26 H 30 1 26 H 50 1 25 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

- ヘ 3,633.06 15 1 住 新 ○ １住 100 - 50 - - - - - -
擁壁から
1.0m以上

垣・柵・
フェンス等
は敷地境界
線から1m、
擁壁から
0.5m以上離
す

- 共有敷地

箕面市
森町南一丁目19
街区

下止々呂美291番
10他（仮換地）
Ⅱ－22－1－45－
1他

新 - - - - - - H 30 1 26 H 30 1 26 H 50 1 25 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

- ヘ 3,802.09 17 1 住 新 ○ １住 100 - 50 - - - - - -
擁壁から
1.0m以上

垣・柵・
フェンス等
は敷地境界
線から1m、
擁壁から
0.5m以上離
す

- 共有敷地

箕面市
森町南二丁目8街
区

上止々呂美3番
129他（仮換地）
Ⅱ－13－1－1－
18－1他

新 - - - - - - H 30 1 26 H 30 1 26 H 50 1 25 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

- ヘ 5,602.29 24 1 住 新 ○ １住 100 - 50 - - - - - -
擁壁から
1.0m以上

垣・柵・
フェンス等
は敷地境界
線から1m、
擁壁から
0.5m以上離
す

- 共有敷地

箕面市
森町南二丁目13
街区

上止々呂美6番
170他（仮換地）
Ⅱ－13－1－1－
29－1他

新 - - - - - - H 30 1 26 H 30 1 26 H 50 1 25 - 有
・更新回数は無制限、延
長年数は10年

- ヘ 3,118.66 14 1 住 新 ○ １住 100 - 50 - - - - - -
擁壁から
1.0m以上

垣・柵・
フェンス等
は敷地境界
線から1m、
擁壁から
0.5m以上離
す

- 共有敷地

高槻市
高槻日吉台四番
町Ⅱ

日吉台四番町 新 A 認 - - - - H 29 5 19 H 29 5 19 H 49 5 18 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は20年

未 ホ 11,294.85 74 1 住 新 ○ １中 200 - 60 -
戸建住宅、
兼用住宅

150 - - 2Ｆ
北側及び
道路1.0,
隣地0.5

- - -

30 和歌山県 橋本市
南海橋本林間田
園都市・三石台
第六地区

本市三石台三丁
目３０番１２ほ
か

新 A - - - - - H 30 1 26 H 30 2 6 H 40 2 6 - 有
・１回のみ自動更新、延
長年数は10年

未 ヘ 5,090.90 32 1 住 新 ○ 一中高 200 - 60 -
専用住宅、
診療所等

- - - 3F - - - -

32 島根県 松江市
朝日ヒルズ工業
団地

東長江町902番37
外10筆

再 B 認 H 9 12 4 H 30 2 28 H 30 2 28 H 50 2 27 - 無 - - ヘ 23,830.52 11 3 工 既 ×
市街化
調整区

域
200 - 70 - なし なし なし なし なし

道路から
2,隣地境
界線から
1

なし なし

門柱1.8m以下,
野点広告物1基
以内で総面積
15㎡以内、高
さ6m以下,緑化
義務,幹線道路
沿い法面をコ
ンクリート擁
壁で土留め禁
止,建物外観色
彩の考慮

40 福岡県 久留米市
セキュレア花畑
駅南

西町847番10 新 - - - - - - H 29 6 8 H 29 6 8 H 34 6 7 - 有
協定廃止の申出がない限
り、延長年数は5年

未 イ 2,468.35 13 1 住 既 ○ 1住 200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅

- 200 60 10,2F 1
生垣,ﾌｪﾝｽ
（基礎0.4m)

汚水桝に接続

構造;木造or軽
鉄,敷地の減少
の禁止,切盛土
の禁止

久留米市
住まいるタウン
津福

津福今町624番2 新 - - - - - - H 29 7 4 H 29 7 4 H 39 7 3 - 有
協定廃止の申出がない限
り、延長年数は10年

未 イ 2,107.44 10 1 住 既 ○
2住
1中

200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅

- 200 60 15,3F 0.5
生垣,ﾌｪﾝｽ
（基礎0.5m+
ﾌｪﾝｽ1m)

汚水桝に接続
敷地の減少の
禁止,切盛土の
禁止

久留米市
野中町エグゼタ
ウン

野中町561番26 新 - - - - - - H 29 7 24 H 29 7 24 H 39 7 23 - 有
協定廃止の申出がない限
り、延長年数は5年

未 イ 1,961.72 11 1 住 既 ○ 1住 200 - 60 -
専用住宅、
兼用住宅

- 100 60 10,2F 1
生垣,ﾌｪﾝｽ
（基礎0.6m)

汚水桝に接続

構造;木造,敷
地の減少の禁
止,切盛土の禁
止

50 さいたま市 さいたま市
武笠ガーデン三
室

緑区大字三室
708-1他

再 B 認 H 24 11 28 H 29 11 28 H 29 11 28 H 34 11 27 - 有
・１回のみに自動更新、
延長年数は５年

未 ヘ 5,913.54 26 1 住 既 ×
１住,１
低層

200 100 60 50
専用住宅及
びそれに付
属するもの

- 100 50 9,2F -
生垣,潅木と
柵を組み合
わせたもの

- -

51 千葉市 千葉市
こてはしマイタ
ウン

千種町340番地9
他

再 B 認 S 57 4 6 H 29 12 26 H 29 12 26 H 39 12 25 - 無 - - ヘ 28,564.68 165 1 住 新 × 1中高 200 - 60 -
専用住宅、2
世帯同居住
宅

- - - 9.5 0.5 - - 敷地分割不可

千葉市
東千葉住宅地睦
自治会地区

東千葉2丁目285-
213他

再 B 認 S 51 5 11 H 29 6 23 H 29 6 23 H 39 6 22 - 無 - - ヘ 20,045.62 113 1 住 新 × 1中高 200 - 60 - 専用住宅 - - - 10,3F 0.7 - -
地盤面の変更
制限、敷地分
割不可

千葉市
東千葉住宅自治
会地区

東千葉3丁目659
番地48他

再 B 認 S 53 2 4 H 29 12 21 H 29 12 21 H 39 12 20 - 無 - - ヘ 19,290.92 116 1 住 新 × 1中高 200 - 60 - 専用住宅 - - - 9,3F 1 - -
地盤面の変更
不可、敷地分
割不可

52 川崎市 川崎市 虹ヶ丘第四地区
麻生区虹ヶ丘一
丁目348番2ほか

再 A 認 H 9 12 2 H 29 12 12 H 29 12 12 H 39 12 12 ○ 無 - - ヘ 3887.1㎡ 22 1 住 既 × 1低 80 - 40 -
一戸建住宅
及び診療所
併用住宅

150 - -

9m
軒の高さ
7m
2F

-
植樹、ネッ
トフェンス
等とする

-

○敷地分割の
禁止(分割後
150㎡を超える
場合はこの限
りでない。)
○地盤面の変
更禁止ただ
し、自動車車
庫の設置若し
くは撤去又は
築庭等のため
の切土若しく
は盛土による
変更はこの限
りではない。

53 横浜市 横浜市 若草台Ｂ地区 青葉区若草台 再 B 認 S 60 7 25 H 29 4 5 H 29 4 5 H 34 4 4 - 無 - 未 ヘ 20,716.64 476 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建て個
人専用住宅
（二世帯住
宅を含む）

- - - 9,軒高:7 1 - -
敷地分割不可,
地盤面の変更
不可

横浜市 緑区東本郷台
緑区本郷台三丁
目

再 B 認 H 9 2 5 H 29 5 25 H 29 5 25 H 39 5 24 - 無 - 未 ヘ 3,822.94 431 1 住 既 × １低 80 - 50 -

ア 一戸建て
の住宅
イ 住戸の数
が２以下の
共同住宅又
は長屋
ウ 政令第
130条の３で
定める兼用
住宅
エ 診療所

- - - 9,軒高:7 1 - - 敷地分割不可

横浜市
東急若草台分譲
地

青葉区若草台 再 B 認 S 51 5 25 H 29 7 25 H 29 7 25 H 39 7 24 - 無 - 未 ヘ 30,702.67 1 住 既 × １低 80 - 50 -

一戸建て住
宅（玄関が
２個所の２
世帯同居住
宅を含
む）、医院
（獣医院を
除く）併用
住宅又は自
治会館

150 - - - -
植樹,ネット
フェンス,生

垣等
- -

横浜市
すすき野第二地
区

青葉区美しが丘
西三丁目

再 B 認 H 7 8 15 H 29 12 5 H 29 12 5 H 39 12 4 - 無 - 未 ヘ 2,850.81 440 1 住 既 ×
１低・
２低

80 - 50 -

専用住宅
（多世帯同
居住宅を含
む）及び医
院併用住宅
（獣医院を
除く）

- - -
9,軒

高:6.5,2
Ｆ

1
開放性のあ

るもの
-

敷地分割不可,
地盤面の変更
不可

58 名古屋市 名古屋市 高峯町住宅地区 昭和区高峯町 再 B 認 S 61 1 31 H 29 6 14 H 29 6 14 H 39 6 13 - 無 - - イ 15,927.13 42 1 住 既 × 1低,2中 100 200 30 60 専用住宅 - - - 3F -
透視可能な
素材

- 緑化

名古屋市 梅森坂第一地区
名東区梅森坂一
丁目、二丁目、
三丁目

新 B - - - - - H 29 9 28 H 29 9 28 H 39 9 27 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 95,617.89 499 1 住 既 × 1低,2住 60 80,200 40 60
暴力団関係
禁止

- - - - - - - -

名古屋市
みどりヶ丘北地
域

緑区ほら貝二丁
目

再 B 認 H 19 11 9 H 29 11 9 H 29 11 9 H 34 11 8 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は5年

未 イ 42,546.46 196 1 住 既 ×
1低,1
住,準

住,近商
150 200 50 60、80

共同住宅、
寄宿舎、風
営法関係、
宗教団体関
係禁止（一
低は原則専
用住宅）

99.2㎡以
上

- -
15（1低
10）

- - - 環境美化

名古屋市 梅森坂第二地区
名東区梅森坂一
丁目、三丁目

新 B - - - - - H 29 12 8 H 29 12 8 H 39 12 7 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 100,133.22 509 1 住 既 × 1低,2住 80 200 40 60
暴力団関係
禁止

- - - - - - - -

名古屋市 梅森坂西地区
名東区梅森坂西
一丁目、二丁目

新 B - - - - - H 29 12 8 H 29 12 8 H 39 12 7 - 有
1回のみ自動更新、延長年
数は10年

未 イ 88,717.99 360 1 住 既 × 1低,2住 50 80,200 30 40,60
暴力団関係
禁止

- - - - - - - -



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

59 京都市 京都市
京都市西京区桂
坂もみのき第２
地区

西京区御陵峰ヶ
堂町二丁目の一
部

再 A 認 H 9 4 3 H 29 4 3 H 29 4 3 H 39 4 2 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 24,630.18 164 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

１戸建て専用
住宅（宿泊施
設の用途とし
て使用するも
のを除
く。），令第
130条の３各
号に定める兼
用住宅，診療
所，集会所，
前各号に付属
する建築物で
第17条第１項
に定める委員
会）の承認を
受けたもの

110 - - -
道路1.2,
隣地0.7

-
テレビアンテ
ナの禁止

意匠の基準
（屋根，外壁
の色彩），屋
外広告物禁
止，太陽光発
電装置の基準

京都市
京都市西京区桂
坂もみのき第３
地区

西京区御陵峰ヶ
堂町二丁目の一
部

再 A 認 H 9 4 3 H 29 4 3 H 29 4 3 H 39 4 2 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 2,067.72 15 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

１戸建て専用
住宅（宿泊施
設の用途とし
て使用するも
のを除
く。），令第
130条の3各号
に定める兼用
住宅，診療
所，集会所，
前各号に付属
する建築物で
第１７条第１
項に定める委
員会）の承認
を受けたもの

110 - - -
道路1.2,
隣地0.7

-
テレビアンテ
ナの禁止

意匠の基準
（屋根，外壁
の色彩），屋
外広告物禁
止，太陽光発
電装置の基準

京都市
京都市左京区下
鴨第２住宅地区

左京区下鴨下川
原町の一部

再 B 認 S 52 1 20 H 29 8 4 H 29 8 4 H 39 8 3 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 21,964.73 112 1 住 既 ×
１低

専，近
商

100 200 60 80 - - - - 7.5,2F - - - -

京都市
京都市上京区一
松町地区

上京区一松町の
一部，一条殿町
の一部，武者小
路町の一部及び
福長町の一部

再 B 認 H 19 7 10 H 29 8 10 H 29 8 10 H 39 8 9 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 4,063.48 46 1 住 既 × ２住 200 - 60 -

建築不可：共
同住宅，寄宿
舎，工場，店
舗，飲食店そ
の他これらに
類するもの，
病院，老人
ホーム，老人
福祉センター
その他これら
に類するも
の，マージャ
ン屋，ぱちん
こ屋，ゲーム
センターその
他これらに類
するもの，カ
ラオケボック
スその他これ
に類するも
の，ホテル又

- - - 12,3F - - -
屋外広告物禁
止

京都市
京都市上京区妙
覚寺町１・２組
界隈地区

上京区下清蔵口
町の一部

新 - - - - - - H 29 10 19 H 29 10 19 H 34 10 18 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は５年

未 イ 2,949.18 21 1 住 既 × １住 200 - 60 -

一戸建ての住宅
（教室，事務
所，診療所の用
途を兼ねる一戸
建て住宅は
可。）

- - - 10,3F - - - -

京都市
京都市左京区長
谷住宅地区

左京区岩倉忠在
地町の一部及び
岩倉長谷町の一
部

再 B 認 S 51 2 19 H 29 11 21 H 29 11 21 H 39 11 20 - 無 - - イ 12,000.23 65 1 住 既 × １低専 80 60 50 40

一戸建て専用
住宅，兼用住
宅（事務所，
日用品の販売
を目的とする
小売店舗，
診療所，理髪
店又は美容
院、アトリ
エ，学習塾，
華道教室，囲
碁教室その他
これらに類す
る施設に供す
るもの），石
倉地区区民集
会所

- - - 2F - - -
地盤面変更禁
止

京都市
京都市西京区桂
坂つばき東第１
地区

西京区御陵大枝
山町五丁目の一
部

再 A 認 H 9 12 9 H 29 12 11 H 29 12 11 H 39 12 10 - 有
１回のみ自動更新、延長
年数は10年

未 イ 8,002.38 51 1 住 既 × １低専 80 - 50 -

住宅宿泊事業
法第３条第１
項の届出を
行って営む住
宅宿泊事業の
用に供しない
１戸建て専用
住宅，診療所
（獣医院を除
く。），巡査
派出所，公衆
電話所その他
これらに類す
るもので，令
第130条の4に
規定する公益
上必要な建築
物，前３号の
建築物に付属
するもの

140 - 50 10,2F
道路1.2,
隣地0.8

生垣，竹
垣，塀，

フェンス等
（CB素地等

不可）

テレビアンテ
ナの禁止

敷地形状の変
更禁止，意匠
の基準（屋
根，外壁の形
態・色彩），
太陽光発電装
置の基準，緑
化，屋外広告
物禁止

62 神戸市 神戸市
鹿の子台北町３
丁目

北区鹿の子台北
町３丁目

再 A 認 H 19 5 8 H 29 5 8 H 29 5 8 H 39 5 7 - 無 - - ヘ 5,558.66 26 1 住 新 × １中高 200 - 60 -
専用住宅,兼
用住宅

- 80
40（角
地）

10,斜線 1 - -

駐車場出入口
制限,地盤面変
更不可,緑化努
力義務,看板制
限

神戸市 舞多聞東２丁目
垂水区舞多聞東
２丁目

再 B 認 H 19 2 16 H 29 7 3 H 29 7 3 H 39 7 3 - 無 - - ヘ 15,619.72 79 1 住 新 ×
１低

専，１
住

200 100 60 50
長屋・共同
住宅不可

130～390 - - -

隣地境界
線から
0.9,0.75,
0.5

生垣又は透
視可なフェ
ンス

立体式駐車場
不可，設備機
器制限，自販
機不可

看板制限，屋
根付車庫・物
置意匠調和

神戸市
ユーロフォーラ
ム神戸北町

大原２丁目，山
田町原野字大山

再 A 認 H 19 7 11 H 29 7 25 H 29 7 25 H 38 7 24 - 無 - - ヘ 16,196.61 90 1 住 新 × １低専 80 - 40 -
専用住宅，
一部の兼用
住宅

- - - -
隣地境界
線から
0.7

-
テレビアンテ
ナ不可

地盤高さ変更
制限,門扉構造
制限,張り出し
禁止,緑化努力
義務,看板制限

神戸市
ラビュー学園南
小束台（Ｂ地
区）

垂水区小束台868 再 A 認 H 19 11 6 H 29 11 2 H 29 11 2 H 37 10 4 - 無 - - ヘ 12,004.25 66 1 住 新 × １中高 200 - 60 -
専用住宅，
一部の兼用
住宅

- 100
50（角
地）

10,斜線 1
生垣又は
フェンス1.8

- 区画分割不可,
地盤高さ変更
制限,駐車場出
入口制限,外構
地場産品使用
努力,外構維持
管理努力

神戸市 筑紫が丘Ｂ
北区筑紫が丘
３・５～８・９
丁目

再 B 認 S 62 10 2 H 29 12 8 H 29 12 8 H 49 12 7 - 無 - - ヘ 254,360.05 1301 1 住 新 × １低専 100 - 50 -
住宅,一部の
兼用住宅

-

複数区画
を1の敷
地とみな
して建築
した場合

80

複数区画
を1の敷
地とみな
して建築
した場合

40

2F 1 - -
区画分割不可,
張り出し禁止

神戸市
プラネシーン西
神南

西区井吹台西町
６丁目

再 A 認 H 29 3 9 H 30 2 7 H 30 2 7 H 40 2 6 - 無 - - ヘ 6,831.09 45 1 住 新 ○ １低専 100 - 50 -
専用住宅,一
部の兼用住
宅

150 - - 2F 1 - -

垣・柵・植栽
維持管理義
務，屋根・外
壁意匠制限，
緑化努力義
務，看板禁止

66 福岡市 福岡市
名島２丁目１区
（船頭町）

東区名島二丁目 再 B 認 H 19 2 19 H 29 8 31 H 29 8 31 H 34 8 30 - 有
１回のみ自動更新，延長
年数は5年

未 ヘ 3,547.51 22 1 住 既 ×
１住,準

住
200 - 60 60，60

ワンルーム
マンション
禁止，カラ
オケボック
ス，麻雀
店，ぱちん
こ店等禁
止，工場禁
止，風営法
営業店禁止

- - - 10.5，3F
0.5，1，
2

- - -

地区数： 64 新　規：
再認可：

26
38

A:16
B:31
C:0

3 有：39
無：25

未：39
済：0

イ：28
ロ：0
ハ：0
ニ：0
ホ：2
ヘ：34

1,239,414.01 7,263 1:63
2:0
3:1
4:0

住:
63
商:
0

工:
1

他:
0

既:
39
新:
25
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* 当初の協定型 ** 有効期限の末日が調査時点（H27.3.31以前）と *** 期限終了後の対応 **** 協定のねらい      　　　　　　　　
Ａ　一人協定 　　記載されている地区については、自動更新が イ　更新の予定 1　住宅地としての良好な環境を保全
Ｂ　一人協定以外 　　行われており、有効期限が延長されている ロ　地区計画へ移行の予定 2　歴史的な街並み等の保全・継承　
Ｃ　不明 ハ　地区計画への移行を調整中 3　都心拠点としての街並み形成   　



当初の (当初) 期限終了 協定の 区分 都市計画概要 建築協定に定められた建築物に関する基準
特定行政庁 地区名 所在地 協定型 認可又は公告年月日 後の対応 面積 区画数 ねらい 住 用途地域 容積率 容積率 建ぺい率 建ぺい率 用途 敷地面積 容積率 建ぺい率 高さ 壁面の 塀 設備 その他 備考

* （再認可の場合）　 商 既新 一人 （％） （％） （％） （％） (m) 位置

（再認可
の場合）

認
／
公

月 日 月 日 月 日 月 日
廃止・
取消ま

で

自動更新
の有無**

更新回数、延長年数
など

（具体内容を記入）

自動更新の
執行状況

(イ～ヘ)
***

（㎡）
(1～4)

****

工
(複数時
に入力)

(複数時
に入力)

（㎡） （％） （％） 階数 (m)

新
規
／
再
認
可

 (新規) (新規) (新規)
自動更新規定認可年月日 公告年月日 有効期限の末日

年 年 年 年

ニ　地区計画への移行を地方公共団体 4　その他          　　　　　　　　　　　　
　　 から働きかける予定
ホ　廃止の予定
ヘ　未定


